
（様式第 a-6 号別紙）(2023.4) 

保育労働者のうち一般被保険者の名簿 

 

Ⅰ．評価時離職率算定期間の初日時点の保育労働者 
    （計 枚中 枚目） 

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

 

  



Ⅱ．評価時離職率算定期間に１日以上在職していた保育労働者 

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由 ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

 
（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由 ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

 

（  ） 

 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由 ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

 

（  ） 

 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由  ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

（  ） 

 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由  ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率(第1回)算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由  ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

※ 保育労働者数 

１：Ⅰについて、保育労働者のうち一般被保険者の数 ＝   名（様式第 a-6 号⑧-1 に相当） 

２：Ⅱ－⑤について、離職している者の数 ＝   名（様式第 a-6 号⑧-2 に相当） 

３：２のうち、Ⅱ－⑥について、重責解雇等以外の者の数 ＝   名（様式第 a-6 号⑧-3 に相当） 



様式第 a-6 号別紙（注意書き） 

１ 本様式は、主たる事業が保育事業以外の事業主の場合に提出してください。 

２ 本様式には、「Ⅰ．評価時離職率算定期間の初日時点の保育労働者」及び「Ⅱ．評価時離職率算定

期間に１日以上在籍していた保育労働者」のうち一般被保険者について記載してください（ただし、

「Ⅱ．評価時離職率算定期間に１日以上在籍していた保育労働者」については、評価時離職率算定期

間中に雇用した後、評価時離率算定期間の末日時点で離職している方や雇用保険被保険者資格を喪

失している方を含みます。）。枠が足りない場合は、適宜追加して記載してください。  

  なお、保育労働者とは、専ら保育関係業務に従事する労働者をいいます。 

３ 保育労働者について、左欄に通し番号を記載し、Ⅰについては①から③まで、Ⅱについては①から⑥

まで記載してください（ただし、②、⑤及び⑥については、該当する場合のみ記載してください）。 

４ Ⅰ－③欄及びⅡ－③欄には、対象労働者の勤務先の事業所名を記載してください。同時に提出する「事

業所確認票（様式第 a-2 号）」に記載した事業所の該当番号を記載しても差し支えありません。 

５ Ⅱ－④欄には、評価時離職率算定期間の初日（末日）時点で対象労働者が雇用保険一般被保険者

の場合は「一般被保険者」に、雇用保険一般被保険者以外の場合は「一般被保険者以外」にチェック☑

を記載してください。 

６ Ⅱ－⑤欄には、対象労働者が評価時離職率算定期間の末日時点で離職している場合にチェック☑を記

載してください。 

７ Ⅱ－⑥欄について、「重責解雇等」とは以下のいずれかをいいます。 

(ｲ) 定年退職（離職区分が「２Ｅ」に該当するもの） 

(ﾛ) 重責解雇（離職区分が「５Ｅ」に該当するもの） 

(ﾊ) 役員昇格、労働者の個人的な事情による労働時間の短縮等により雇用保険一般被保険者資格を喪失

した者 

上記に該当する離職の場合は「重責解雇等」に、それ以外の離職の場合は、「重責解雇等以外」にチェ

ック☑を記載してください。なお、期間の定めがあり、かつ、当初より雇用期間の更新がない契約で雇

用され、実際に雇用契約の更新がなく雇用契約の満了により離職した者の取り扱いについては、計画時

と同様にしてください。 

 



（様式第 a-1 号別紙 7）(2021.4) 

事業所における雇用管理制度対象労働者名簿 

 

□ １．雇用管理制度整備計画書認定申請時 

□ ２．支給申請書（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）提出時 
   
 

（計 枚中 枚目） 

通し 

番号 
対象となる通常の労働者の氏名等  

雇用管理制度区分  

諸手当

等 

研修 健康 

づくり 

メン 

ター 

短時間

正社員 

勤務事業所：  

（  ） 
 

①氏名  

     

②雇用保険被保険者番号   

 

（  ） 

 

①氏名  

     

②雇用保険被保険者番号   

（  ） 
 

①氏名  

     

②雇用保険被保険者番号   

（  ） 
 

①氏名  

     

②雇用保険被保険者番号   

勤務事業所： 

（  ） 

①氏名  

     

②雇用保険被保険者番号   

（  ） 
①氏名  

     

②雇用保険被保険者番号   

（  ） 
 

①氏名  

     

②雇用保険被保険者番号   

（  ） 
 

①氏名  

     

②雇用保険被保険者番号   

 

  



様式第 a-1 号別紙 7（注意書き） 

 

１ 本様式は、人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）を受けようとする事業主であって、

当該事業主の事業所において対象となる労働者について、「雇用管理制度整備計画書認定申請時」及

び「支給申請書（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）提出時」に提出してください。  

 

２ 人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）雇用管理制度整備計画（変更）申請書（様式第 a-

1）の提出に当たって作成する場合は、表の上部にある括弧中、「□ １．雇用管理制度整備計画書認

定申請時」にチェックを、人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）支給申請

書（様式第 a-6）の提出に当たって作成する場合は【２．支給申請書（雇用管理制度助成コース／目標

達成助成）提出時】にチェックをしてくだい。 

 

３  人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）雇用管理制度整備計画（変更）申請書（様式第

a-1）の提出に当たって作成する場合は、対象となる労働者に実施する雇用管理制度区分に「○」、人

材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）支給申請書（様式第 a-6）の提出に当

たって作成する場合は、対象となる労働者に実施した雇用管理制度区分に「△」を記入してください。  

 

４ 本様式には、左欄（「通し番号」）には通し番号を記載し、中欄（「労働者の氏名等」）には対象と

なる労働者の情報（氏名、雇用保険被保険者番号）ついて記載してください。その際、異なる事業所

ごとに労働者を記載してください。また枠が足りない場合は、適宜追加して記載してください。  

 

 



（様式第 a-6 号別紙）(2023.4) 

保育労働者のうち一般被保険者の名簿 

 

Ⅰ．評価時離職率算定期間の初日時点の保育労働者 
    （計 枚中 枚目） 

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

 

  



Ⅱ．評価時離職率算定期間に１日以上在職していた保育労働者 

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由 ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

 
（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由 ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

 

（  ） 

 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由 ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

 

（  ） 

 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由  ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

（  ） 

 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由  ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

（  ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号   

③勤務事業所  
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④評価時離職率(第1回)算定期間の末日時点の状況   ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の有無   ☐離職 ⑥離職理由  ☐ 重責解雇等   ☐重責解雇等以外  

※ 保育労働者数 

１：Ⅰについて、保育労働者のうち一般被保険者の数 ＝   名（様式第 a-6 号⑧-1 に相当） 

２：Ⅱ－⑤について、離職している者の数 ＝   名（様式第 a-6 号⑧-2 に相当） 

３：２のうち、Ⅱ－⑥について、重責解雇等以外の者の数 ＝   名（様式第 a-6 号⑧-3 に相当） 



様式第 a-6 号別紙（注意書き） 

１ 本様式は、主たる事業が保育事業以外の事業主の場合に提出してください。 

２ 本様式には、「Ⅰ．評価時離職率算定期間の初日時点の保育労働者」及び「Ⅱ．評価時離職率算定

期間に１日以上在籍していた保育労働者」のうち一般被保険者について記載してください（ただし、

「Ⅱ．評価時離職率算定期間に１日以上在籍していた保育労働者」については、評価時離職率算定期

間中に雇用した後、評価時離率算定期間の末日時点で離職している方や雇用保険被保険者資格を喪

失している方を含みます。）。枠が足りない場合は、適宜追加して記載してください。  

  なお、保育労働者とは、専ら保育関係業務に従事する労働者をいいます。 

３ 保育労働者について、左欄に通し番号を記載し、Ⅰについては①から③まで、Ⅱについては①から⑥

まで記載してください（ただし、②、⑤及び⑥については、該当する場合のみ記載してください）。 

４ Ⅰ－③欄及びⅡ－③欄には、対象労働者の勤務先の事業所名を記載してください。同時に提出する「事

業所確認票（様式第 a-2 号）」に記載した事業所の該当番号を記載しても差し支えありません。 

５ Ⅱ－④欄には、評価時離職率算定期間の初日（末日）時点で対象労働者が雇用保険一般被保険者

の場合は「一般被保険者」に、雇用保険一般被保険者以外の場合は「一般被保険者以外」にチェック☑

を記載してください。 

６ Ⅱ－⑤欄には、対象労働者が評価時離職率算定期間の末日時点で離職している場合にチェック☑を記

載してください。 

７ Ⅱ－⑥欄について、「重責解雇等」とは以下のいずれかをいいます。 

(ｲ) 定年退職（離職区分が「２Ｅ」に該当するもの） 

(ﾛ) 重責解雇（離職区分が「５Ｅ」に該当するもの） 

(ﾊ) 役員昇格、労働者の個人的な事情による労働時間の短縮等により雇用保険一般被保険者資格を喪失

した者 

上記に該当する離職の場合は「重責解雇等」に、それ以外の離職の場合は、「重責解雇等以外」にチェ

ック☑を記載してください。なお、期間の定めがあり、かつ、当初より雇用期間の更新がない契約で雇

用され、実際に雇用契約の更新がなく雇用契約の満了により離職した者の取り扱いについては、計画時

と同様にしてください。 

 



様式第 a-1 号 (20232025.64 改正 ) 

 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース） 雇用管理制度等整備計画（変更）書  
 
 

 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）雇用管理制度等整備計画（変更）書の認定
を受けたいので、以下のとおり申請します。 
なお、本申請時点において、雇用保険被保険者資格取得届及び雇用保険被保険者資格喪失届について、届出漏れがないこ

とを申し添えます。 
また、本申請における雇用管理制度及び雇用環境整備の措置は、雇用管理制度等整備計画の期間内に退職が予定されてい

る者のみを対象とするものではありません。 
 
                                    年   月   日  
       労働局長  殿        事業主  住所  〒  
（   公共職業安定所経由）   又は   名称   
                  代理人  氏名                   
 
 
 代理人が申請する場合は、上欄に代理人の氏名等を、下欄に人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コ
ース）の支給に係る事業主（計画者）の氏名等を記載し、社会保険労務士法施行規則第16条第２項に規定する提出代行者又
は同則第16条の３に規定する事務代理者たる社会保険労務士が申請する場合は、上欄に事業主（計画者）の氏名等を、下欄
に社会保険労務士の氏名等を記載して下さい。 
 
 
                         事業主又は             住所  〒  
            社会保険労務士         名称  
                  (提出代行者・事務代理者）    氏名                          
     

①  
申
請

事
業
主  

 

(1)事業主の主たる事業所の 

雇用保険適用事業所番号  

－      －  
(2)実施する事業 

（該当するものにすべてに☑） 
□ 介 護 事 業  
□ 保 育 事 業  

□ そ の 他   

(2)-1 資本金または出資の総額  円  (2)-2 常時雇用する労働者数  人  

(2)-3 主たる事業  
（該当するものに○を付すこと） 

小 売 業 ・ サ ー ビ ス 業 ・ 飲 食 業 ・ 卸 売 業 ・ そ の 他  

(3)常時雇用する労働者数 人  

(43)-1 制度導入の離職率算定対象事業所における本計画書提出日の12か月前の日の属する月の初日時点

の雇用保険 
一般被保険者数 

人  

(43)-2 制度導入の離職率算定対象事業所における本計画提出日の12か月前の日の属する月の初日から、

本計画提出 
   日 
の属する月の前月末までの期間に離職した雇用保険一般被保険者数 

人  

 (43)-3 上記(3)-2の人数のうち、うち、定年退職又は重責解雇した者等を除いた数 人  

②雇用管理制度等整備計画の期間    年    月    日   ～      年    月    日  

③雇用管理制度等区分  
（該当する区分全てに○を付すこと） 

A 雇用管理制度 
 a 賃金規定制度  b 諸手当等制度 c 人事評価制度 
d 職場活性化制度 e 健康づくり制度 

 B 雇用環境整備 

④雇用環境整備に係る対象経費見込額（雇用環境整備の措置を行う場合のみ） 万円 

③⑤申請予定
額  

(1) 雇 用 管 理 制 度  目 標 達 成 助 成  ５ ７             
万円 

(2) 雇用環境整備                  万円 

⑥④国等からの補助金等

（本助成金を含む）の雇

用管理責任者の選任  

受給の

有無有  

無  

⑦国等からの補助金等  

（本助成金を含む）受給の有無

 有（            

        ）・無  

有 （              ）  

無  

書式を変更: 文字間隔広く /文字間隔狭く (なし) ,
文字の均等割り付け :  47.34 字

書式を変更: 文字間隔広く  3.5 pt, 文字の均等割り
付け :  47.34 字

書式を変更: 文字間隔広く /文字間隔狭く (なし) ,
文字の均等割り付け :  7.64 字

書式を変更: 文字間隔広く  0.6 pt, 文字の均等割り
付け :  7.64 字

書式変更: 右 :  3.2 mm, 単語の途中で改行する

書式変更: 右 :  3.2 mm, 英単語の途中で改行しない

書式付きの表

書式を変更: 文字の均等割り付け :  31 字



⑤⑧計画時離職率  

 

（ ((① (43)-3 ／  ① (43)-1）  × 

100)）  

※ 100％を超えた場合は 100％と  

記載すること。  

％  
⑥離職率の  

低下目標  
％  

⑦目標離職率  

（⑤－⑥・ 

上限30％）  

％  

⑧労働安全衛生規則第 43条、第 44条等に基づく定期健康診断等の実施の有無  
□   実施 

□  未実施 

申請書作成担当者 

所属・氏名、連絡先（電話番号等） 

電 話 番 号  

 

社会保険労務士記入欄
 

作成年月日、提出代行・事務代理の表示  
氏  名・連絡先（  

電話番号等）  

  

※ 

処 

理 

欄 
( 

労 

働 

局 

記 

入 
) 

受理年月日        年   月   日  認定年月日     年    月    日  

認定金額 円  認定番号  

計画時離職率算定期間の初日企

業における雇用保険一般被保険

者数 

人  

企業における本計画認定申

請日の12か月前の日の属す

る月の初日から、本計画認

定申請日の属する月の前月

末までの計画時離職率算定

期間における離職による雇

用保険一般被保険者資格喪

失者の数 

人  

計画時離職率 ％  

離職率の低下目標（いずれか一

つに○） 

15１％   ・   10％   ７％   ５％   ３％  

目標離職率  

％ 現状維持  

他の助成金の活用の有無 

□人材確保等支援助成金 

（□ 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース、□ 人事評価改善等助成コース、 

□ 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース、 

□ 介護福祉機器助成コース、□ 設備改善等支援コース） 

□人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コース） 

□人材確保等支援助成金（設備改善等支援コース） 人事評価改善等助成金 

□ 建設労働者確保育成人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース（建設分野

）） 

□キャリアアップ助成金（コース名：             ） 

□その他（                                ） 

備考 

  

※ 決 裁 欄  

（労働局使用）  

局  長  部  長  課  長  課 長 補 佐  係  長  担  当  
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様式第 a-1 号（ 2025.4.1 改正）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 a-1 号（注意書き）  

 
【提出上の注意】  
 

１  この用紙本紙を計画の認定申請のために使用する場合は、標題の中「（変更）」を抹消して下さい。また、
計画の変更申請の場合は、標題の（変更）を○で囲んで下さい。  

 
２  この計画書は、事業主（企業単位）の主たる事業所（通常、本社となります。）の所在地を 管轄する業務

担当区域とする都道府県労働局職業安定部に提出して下さい。なお、その労働局の管轄下にある公共職業
安定所 (ハローワーク )に提出できる場合がありますので、管轄労働局にお問い合わせ下さい。  

 
３  この計画書は、４に掲げる書類と共に、最初に雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を最初にを導入す

る月の初日の６か月前の日から１か月前の日までに提出して下さい。なお、雇用管理制度又は業務負担軽
減機器等を最初に導入する月の初日の１か月前の日が行政機関の休日（土曜日、日曜日、国民の祝日に関す
る法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日。以下「閉
庁日」という。）に当たる場合は、翌開庁日を認定申請期限の末日とみな します。また、認定申請を行おう
とする事業主の責めに帰することができない天災等のやむを得ない理由により、上記の申請期限内に申請
できなかった場合は、申請できなかった理由を添えて、申請することができます。ただし、この場合であっ
ても、事業を実施しようとする日の前日までに申請することが必要です。なお、郵便等で提出する場合にお
いては、雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を最初に導入する月の初日の１か月前の日の前日まで（雇
用管理制度又は業務負担軽減機器等を最初に導入する月の初日の１か月前の日の前日が閉庁日である場合
は、翌開庁日まで）に到達したものがを期日までに提出されたものとなります。  

 
４  この計画書を提出する場合は、次の書類を添付して下さい。  

①導入する雇用管理制度等区分に応じた次に掲げる書類  
A‐ a 賃金規定制度  A‐ b 諸手当等制度  A‐ c 人事評価制度  

導入する賃金規定制度の概要票（様式

第 a-1 号別紙 1）  

導入する諸手当等制度の概要票（様式

第 a-1 号別紙 2）  

導入する人事評価制度の概要票（様式第

a-1 号別紙 3）  

A‐ d 職場活性化制度  A‐ e 健康づくり制度  B 雇用環境整備  

導入す る職 場活 性化 制度 の 概要票 （様

式第 a-1 号別紙 4）  

導入する健康づくり制度の概要票（様式

第 a-1 号別紙 5）  

実施する雇用環境整備の措置の概要票（様

式第 a-1 号別紙 6）  

□導入する雇用管理制度に応じた次に掲げる書類  
□導入する諸手当等制度の概要票（様式 a-1 別紙１）  
□導入する研修制度の概要票（様式 a-1 別紙２）  
□導入する健康づくり制度の概要票（様式 a-1 別紙３）  
□導入するメンター制度の概要票（様式 a-1 別紙４）  
□導入する短時間正社員制度の概要票（様式 a-1 別紙５）  

※短時間正社員制度の雇用管理制度区分を含む雇用管理制度整備計画の認定申請の場合は、以下の
書類を添付して下さい。  
□保育事業を行っている事業主であることを確認できる書類（事業に係る自治体の許可・届出の

書類の写しの他、園児募集に係るリーフレット・ HP の写しでも可）  
※主たる事業が保育事業以外の事業主の場合、以下の書類を添付してください。ただし、短時間正社

員制度を含む複数の雇用管理区分の導入を行う場合で、かつ法人全体（保育事業を提供する事業
所以外を含む）で雇用管理制度を導入する場合については不要です。  
□計画時離職率算定期間に係る「保育労働者のうち一般被保険者の名簿」（様式第 a-1 別紙６）  

②□対象労働者名簿（様式第 a-1 号別紙７）  
③整備を予定している人事評価制度について、労働組合又は労働者の過半数を代表する者と合意してい

ることが確認できる書類（様式第 a-1 号参考様式１）（ A-c を導入する場合のみ）  
④□事業所確認票（様式第 a-2 号）  
⑤□現行の労働協約又は就業規則（写）（ A-a～ e を導入する場合のみ）  
⑥雇用管理制度を新たに導入するにあたり変更する予定の労働協約又は就業規則の案 （ A-a～ e を導入す

る場合のみ）（就業規則において別途定める賃金規定及び賃金表、人事評価規定を含む。）  
⑦導入予定の業務負担軽減機器等の見積書二社分（ B を行う場合のみ）  
⑧導入予定の業務負担軽減機器等の概要が分かる資料（ B を行う場合のみ）  
 
□雇用管理制度を新たに導入するにあたり変更する予定の労働協約又は就業規則の案  
□⑨本計画書提出日の 12 か月前の日の属する月の初日から本計画書提出日の属する月の前月末までの雇

用保険一般被保険者の離職状況理由等がわ分かる書類（離職証明書（写）、雇用保険被保険者資格喪失
確認通知書（事業主通知用）（写）等）  

□⑩支給要領 0201 に定める事業主が、法令で定める健康診断を実施していることが分かる書類（医療
機関等との健康診断実施にかかる契約書、領収書等）  

□事業所が社会保険の適用事業所であることが分かる書類（社会保険料納入証明書（写）、社会保険料
納入確認書（写）等）及び当該事業所の労働者が社会保険の被保険者であることが分かる書類（賃金
台帳（写）など、社会保険の支払いが分かる書類）（社会保険の要件を満たす場合に限る。）  

□対象労働者が「通常の労働者」の要件を満たすことが確認できる書類（労働条件通知書又は、雇用契約
書の写し等）  

⑪支給要領 0207 イ②に定める「改定」として計画の認定を受けようとする場合には、「改定」と取り扱
うことが可能であることを示す書類の写し（賃金規定及び賃金表、人事評価規定等。A-a、c、e を導入
する場合に限る。）  

⑫  
□その他管轄労働局長が必要と認める書類  

 
５  導入する雇用管理制度の内容等、当該計画の内容に変更が生じるときは、計画の変更を申請 して下さい。

変更の際は、この用紙を計画変更書として使用します。詳細な手続き、記入方法については、あらかじめ労

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ
明朝, 9 pt

書式変更: インデント : 最初の行 :  3 字, 行間 : 
固定値 12 pt

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ
明朝, 9 pt
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書式を変更 ...

書式を変更 ...

書式を変更 ...

書式を変更: 蛍光ペン (なし) 

書式変更: 左揃え, 行間 :  固定値 10.9 pt



働局にお問い合わせ下さい。また、変更の申請は、変更の内容に応じて提出期限が異なりますので、あらか
じめ労働局にお問い合わせ下さい。  なお、変更の申請がなされず認定された計画との違いがある場合、支
給決定されないことがあります。  

 
６  その他、この計画について労働局が立入検査等を行うことがありますので、ご協力下さい。  
 
７  支給申請をするときは、必要な書類の整備又は提出が必要です。また、上記に掲げる書類以外にも書類

の提出を求める場合がありますので、ご協力ください。  
 
【記入上の注意】  

１．① (2)-2 については、企業全体において、 2 か月を超えて使用されている者（実態として 2 か月を超えて
使用されている者のほか、それ以外の者であっても期間の定めのない者及び 2 か月を超える雇用期間の定
めのある者を含む。）であり、かつ週当たりの所定労働時間が当該企業の正規の従業員と概ね同等である者
の数を計上して下さい。  

１２．  ① (3)-1 から① (3)-3 までについては、制度導入を行う事業所における２か月を超えて使用されて
いる者（実態として２か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても期間の定めのない
者及び２か月を超える雇用期間の定めのある者を含む）であり、かつ週当たりの所定労働時間が当該企業
の正規の従業員と概ね同等である同一の事業主が設置する全ての雇用保険適用事業所（業務負担軽減機器
等の未導入の事業所を含みます。① (3)-1 及び① (3)-2 において「離職率算定対象事業所」といいます。）
における人数を者の数を計上記載して下さい。  

 
２  ① (4)については、目標達成助成に係る目標離職率の算定の基礎となりますので、正確に記入してくだ

さい。  
  また、① (43)-3 にある「定年退職又は重責解雇した者等」とは、定年退職者、重責解雇者、重責解雇に該当す

る離職者（※）、事業主からの申出（雇用管理制度計画の認定申請期限内に雇用管理制度整備計画の提出を
行った場合であって、雇用管理制度計画の認定を受けるまでに申出を行うもの又は認定若しくは不認定を
行ってから１か月以内に申出を行うものに限ります。）があり、かつ、雇用保険の給付制限に係る離職理由
について重責解雇の認定を受けていないものの、事業主や離職者以外の第三者からの聴取や客観的証拠の
確認によって重責解雇に該当するものによる離職者の他に、役員昇格、労働者の個人的な事情による労働
時間の短縮等により雇用保険一般被保険者資格を喪失した者、雇用契約の満了による離職者を含みます。 

（※）事業主からの申出（整備計画の認定申請期限内に整備計画の提出を行った場合であって、制度計画の認
定を受けるまでに申出を行うもの又は認定若しくは不認定を行ってから１か月以内に申出を行うものに限
ります。）があり、かつ、雇用保険の給付制限に係る離職理由について重責解雇の認定を受けていないもの
の、事業主や離職者以外の第三者からの聴取や客観的証拠の確認によって重責解雇に該当するもの による
離職者  

 
３．②には、雇用管理制度等整備計画の期間 (最初に雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入する月の初

日を起算日とする３ヶか月以上１年以内の期間 )を記載して下さい。ただし、人事評価制度を導入・実施す
る場合であって、人事評価制度の導入日から起算して１年を超える日に賃金の支払い日（制度の実施日）が
到来する場合は１年３か月以内とします。なお、この期間内に新たな雇用管理制度又は業務負担軽減機器
等の導入を行い、対象事業所における適用通常の対象労働者（支給要領 0205 参照）に実際に実施すること
が必要です。  

 
４．③には、導入を予定しているもの全てに○を付してください。④には、③で「雇用環境整備」に○を付し

た場合のみ記入してください。⑤では、③の選択項目を踏まえ、以下表の金額を参考に助成金の申請予定額
を記入してください。なお、 100 円未満は切り捨てにしてください。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（※ 1）上限額は、複数の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入した際の助成上限をいいます。  
（※ 2）括弧内の金額は、支給要領 0218 に定める賃金要件を満たした場合の支給額を示します。  
（※ 3）職場活性化制度については、メンター制度、従業員調査（ エンゲージメントサーベイ）又は 1on1 ミー

ティングのいずれかの施策を新たに導入した場合に助成されますが、当該施策の導入数に関わらず一
律で 20 万円（ 25 万円）を助成します。  

（※ 4）対象経費とは、機器・設備等の購入費用（購入価格）の他、設定費用、社員等に対する研修費用、機
器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約及びライセンス契約等に係る費用を含みます。  

 
５．⑥について、本助成金の支給を受けるには、対象事業所（支給要領 0202 参照。なお、当該対象事業所が

雇用保険の事業所非該当承認を受けている場合は、直近上位の雇用保険適用事業所 ）ごとに「雇用管理責任
者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名を対象事業所に掲示すること等 (社内メール等の電磁的方法に
よる労働者への周知も可。 )により労働者に周知している事業主であることが必要となります。この選任を
行っている場合は「有」に○を、行っていない場合は「無」に○を付してください。  

 
４６． この計画書の提出日において、国、特別の法律に基づいて設立された法人等からの補助金、助成金等

（本助成金を含む。）を受給している（予定を含む。）場合は、この助成金 （雇用管理制度助成コース）

雇用管理制度等区分  助成額  上限額  

A 雇用管理制度  a 賃金規定制度  
40 万円  

（ 50 万円）  80 万円  

（ 100 万円）  

b 諸手当等制度  

c 人事評価制度  

d 職場活性化制度  20 万円  

（ 25 万円）  e 健康づくり制度  

B 雇用環境整備  
対象経費の 1/2 

（ 62.5/100）    

150 万円  

（ 187.5 万円）  
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の支給対象とならない場合があります。④⑦欄には、受給の有無及び受給している（予定を含む。）補助
金等のすべてについてその名称を記入して下さい。書ききれない場合は別紙に記入して添付して下さい。  

 
７．⑤欄⑧には、以下の計算式により算出した離職率を記入して下さい。  

なお、計算により得た数字が 100％を超える場合の計画時離職率は 100％となります。  
また、新規創業等により計画時離職率の算出ができない場合は、０％と記入してください。  

 
      制度導入の事業所における、本計画提出日までの 12か月前の日の属する月の初日から 
本計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した雇用保険一般被保険者数①(43)-3 

   
計画時離職率（％） ＝                                 ×100 
                 

制度導入の事業所における、本計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日 
における雇用保険一般被保険者数①(43)-1 
 

６  ⑥欄には、① (4)-１の雇用保険一般被保険者数の人数規模区分に応じて、該当する「低下させる離職率
ポイント」を記入して下さい。  

 

対象事業所におけ

る雇用保険一般被

保険者の人数規模

区分 

１～９人 10～29 人 30～99 人 
100～ 

299人 
300人以上 

低下させる離職率

ポイント 
15％ポイント 10％ポイント ７％ポイント ５％ポイント ３％ポイント 

 
７  ⑦欄には、⑤計画時離職率から⑥離職率の低下目標を減じた数値を記入して下さい。  
  ０％を下回る場合及び新規創業等により計画時離職率の算出できない場合は、「０％」と記入して下さ

い。 30％を超える場合は、「 30％」と記入してください。  
なお、本計画提出日時点の人数規模区分と、目標達成助成申請時に算出する評価時離職率算定期間の初

日時点の人数規模区分が異なる場合、目標離職率が変更となる場合がありますので、ご留意ください。  
 

８  ⑧欄には、労働安全衛生規則第 43 条、第 44 条等に基づいて事業主の義務となっている定期健康診断等
の実施について、法令に基づき実施をしている場合は、「□  実施」にチェックを、実施していない場合
は「□  未実施」にチェックをしてください。なお、「未実施」の場合には、助成金の対象とならないこ
とがあります。  

 
９  ⑨欄には、この計画書の内容を了解している作成担当者を記入して下さい。労働局から記載内容につい

て問い合わせることがあります。  
 

【書類等の保管】  
本助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の支給を受けた事業主は、本助成金（雇用管理制度助

成コース）の申請に当たって提出した書類等について、当該助成金（雇用管理制度助成コース）の支給決定日
の翌日から起算して５年間整理保管することとされています。また、これらの書類等について都道府県労働
局職業安定部より提示又は提出を求められたときは、速やかに提示又は提出下さい。この求めに応じていた
だけない場合、雇用保険法の規定に基づき罰せられることがあります。  
 
【助成金（雇用管理制度助成コース）の支給を受けるためには、以下のような条件が定められています。（こ

の他にも条件がございますので、お近くのハローワーク又は労働局にお尋ねください。） 】  
 
１  雇用管理制度整備計画期間の初日の前日から起算して６か月前の日から 雇用管理制度助成コース／目標

達成助成に係る支給申請期間の末日までの間に、３人を超え、かつ、雇用保険被保険者の６％に相当す
る数を超えた特定受給資格者となる離職を出した事業主でないこと。  

 
２  計画開始日の前日から起算して６か月前から雇用管理制度整備計画期間の末日までの期間について、雇

用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等していないこと（同一事業主の全ての適用事業所が対
象）。  

なお、「解雇等」とは、重責解雇、重責解雇に該当する離職及び天災その他やむを得ない理由により事業の
継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、雇用保険被保険
者資格喪失の確認の際に喪失原因が「３」と判断されるものである。  

 
３  過去３年以内にこの計画書と同じ雇用管理制度の区分 を含む本助成金（雇用管理制度助成コース／目標

達成助成）の支給を受けた事業主でないこと。  
 
４  過去３年以内にこの計画書と同じ雇用管理制度の区分 を含む職場定着支援助成金（雇用管理制度助成コ

ース／制度導入助成及び目標達成助成）の支給を受けた事業主でないこと。  
 
５  過去３年以内にこの計画書と同じ雇用管理制度の区分 を含む中小企業労働環境向上助成金（個別中小企

業助成コース（雇用管理制度助成））の支給を受けた事業主でないこと。  
 
６  過去３年以内にこの計画書と同じ雇用管理制度の区分を含む建設労働者確保育成助成金（雇用管理制度助

成コース／制度導入助成）の支給を受けた事業主でないこと。  
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（様式第 a-1 号別紙 1） (20222025.4 改正 ) 

導入する諸手当等賃金規定制度の概要票  

 

１
．
①
現
状
・
課
題 

【 現 状 ・ 課 題 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２
．
②
制
度
の
種
類
導
入

区
分 

 

□新設（「賃金規定」と「賃金表」がいずれも整備されていない場合）諸手当制度  → □通勤手当  □住居手当  □

転居手当    □家族手当  □単身赴任手当 

 

□ 諸手当制度  → □役職手当  □資格手当  □海外赴任手当  □地域手当  □出張手当 

□ 諸手当制度  → □その他（                    ） 

 □退職金制度 

□改定（賃金表が未整備の場合）賞与制度 
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３
．
③
導
入
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
等
、
事
業
主
の
費
用
負
担
等 

※ 

当
該
項
目
が
盛
り
こ
ま
れ
た
就
業
規
則
の
改
正
案
又
は
労
働
協
約
案
（
別
紙
）
で
も
可
。 

【制度の概要・趣旨・目的】(1) 制度導入の必須要件 

 

 

(2) 導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

 

 

【制度の対象者の範囲、人数及び選定基準】 

□ 通常の労働者   ：   人 

→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

 

 

□ 通常の労働者以外 ：   人 

    → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

 

 

【処遇への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等）】 

 

 

 

 

【事業主の費用負担】 

□ 制度の実施日の属する全ての月における通常の労働者一人一月当たりの平均賃金（臨時に支払われる賃金を除く。）が 

雇用管理制度整備計画期間前の平均賃金と比較して低下しないものであること。 

□ 諸手当制度を導入する場合、手当の導入に伴い基本給を減額するものではないこと。 

また、既存の手当を廃止して新たな手当を設ける場合は、新設する手当の支給総額が廃止する手当の支給総額よりも 

増加するものであること。 

□ 退職金制度を導入する場合、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること。 

□ その他費用負担に関する特記事項（                                ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 対象範囲と、人数、及び選定基準【その他】 

 ○制度の対象者（適用対象労働者）  ：      人 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 賃金への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等） 

 

 

 

 

 

 

 

(5) その他 

 

 

 □ 導入する諸手当等制度が実施されるための合理的な条件（上記で記載した項目等）が労働協約又は就業規則に明示され

ていること 

□ 賃金の計算方法や支払いの方法を定める「賃
金規定」及び基本給を算出する際の基礎となる
単価（時給、日給又は月給など）を雇用形態、年
齢、役職、職種及び資格などに対応して整理した
「賃金表」を整備していること。 

□ 年齢、勤続年数、能力等と連動して賃金が上昇する
ものであって、定期昇給の仕組みが導入されている
ものであること。 
 

□ 適用対象労働者の賃金（毎月決まって支払わ
れる賃金以外の手当も含む。）の額の引き下げを
行う等、本助成金の趣旨・目的に反する内容では
ないこと。 
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□ その他特記事項（                                            ） 

 

 

４
．
④
施
行
日
等 

【(1) 労働協約の締結予定日又は就業規則の労働基準監督署等への届出予定日又は労働協約の締結予定日】 

→    年   月   日 頃 

 

(2) 労働協約又は【就業規則又は労働協約に係る従業員への周知予定日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）】 

→    年   月   日 頃 

 

【(3) 労働協約又は就業規則又は労働協約の施行予定日】 

→    年   月   日 頃 

 

  



【  

 

 

 

【様式第 a-1 号別紙 1（記入上の注意）】】  

１．「１．①現状・課題」欄 

・  諸手当等制度に係る雇用管理制度賃金規定制度を導入するに至った背景として、企業の現状・課題を記入してください。 

・事業所の現状・課題に照らして、その改善・解消に資するもので、労働者の職場への定着を促進するものとして、項目２以下し
ようとする背景として、現状・課題を記入してください。 

 

２．「２．②制度の種類導入区分」欄 

・  導入する区分について「新設」か「改定」のいずれかに✓を付してください。雇用管理制度（諸手当等制度）の種類に✓を入
れてください。 

・諸手当制度を導入する場合は、あわせて導入する手当に✓を入れてください。 

 

３．「３．③導入制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件、事業主の費用負担等」欄  

(1) 「制度の概要・趣旨・目的」欄導入の必須要件 

・  内容を確認の上全てに✓を付して入れてください。労働協約・なお、あわせて提出する就業規則・労働
協約の改正案はこの項目を原則全て満たしていることが必要となります。導入する雇用管理制度の概要や、趣
旨・目的などを記入してください。 

 

(2) 「制度の対象者の範囲及び人数、選定基準」欄導入制度の概要（趣旨・目的、・内容） 

・ 導入制度の趣旨・目的と(1)の要件を踏まえた内容を具体的に記入してください。・導入する雇用管理制度の対象となる労働者
の範囲について、✓を入れ、その人数を記入してください。 

・制度の対象となる労働者の範囲を職種・職務・役職などによって限定する場合は、その理由・必要性を記入してください。 

 

※通常の労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

・事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。 

・事業所において正規の従業員として位置付けられていること。 

・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。 

・社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員及び同業種・同職種の他の企業の正規の従業員と比較し
て、当該労働者の雇用形態、賃金体系等（例えば長期雇用を前提として待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給
形態、賞与、退職金、定期的な昇給の有無など）が正規の従業員として妥当なものであること。 

・雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38 条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第１項に規定する
「日雇労働被保険者」を除く。）であること。 

・社会保険の適用事業に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。 

 

(3) 「処遇への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等）」欄対象範囲と、人数及び、選定基準 

・ 対象労働者のうち、賃金規定制度の適用対象として選定する労働者（以下「適用対象労働者」といいます。）の範囲について、
その人数を記入してください。（※賃金規定制度は対象事業所における全ての対象労働者が適用対象労働者となります。）導入
した諸手当等制度を毎月の給与や賞与へ反映する方法、賃金締切日及び賃金支払日等について記入してください。 

 

（※）対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

① 次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 
(ｲ) 期間の定めなく雇用されている者 
(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同等と認められる
者（具体的には、雇い入れ時に一定の期間（1 か月、6 か月など）を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復
されることで、過去 1 年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用から 1 年を超える期間について、引き
続き雇用されることが見込まれる者が該当する。ただし、更新上限（通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限）の
ある者を除く。） 

② 事業主に直接雇用される者であること。 
③ 雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38 条第 1 項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第 1 項に規定する
「日雇労働被保険者」を除く（以下「雇用保険被保険者（※）」という。）であること。 

（※） 雇用保険被保険者の中には雇用保険法第 37 条の 2 第 1 項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意が必要
となります。なお、上記以外の雇用条件で事業主に直接雇用される雇用保険被保険者についても、労働協約又は就業規則
において賃金規定制度の対象としても構いませんが、助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の対象とはなり
ません。 

 

(4) 賃金への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等） 
・ 導入する賃金規定制度を賃金に反映させる時期、賃金締切日及び賃金支払日、その手続き等について記入してください。「事
業主の費用負担」欄 

・事業主の費用負担の方法について、該当するものに✓を入れてください。 

・費用負担に関する特記事項（労働者本人の希望に応じて、事業主が拠出する掛金に上乗せして掛金を拠出する場合など）が 

あれば記入してください。 

 

(5) 「その他」欄 

・導入する諸手当等制度が実施されるための合理的な条件（上記で記載した項目等）が労働協約又は就業規則に明示されているこ
とを確認し、✓を入れてください。 

・ その他特記事項があれば記入してください。 
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４．「④施行日等」欄 

(1) 労働協約の締結予定日又は「就業規則の労働基準監督署等への届出予定日又は労働協約の締結予定日」欄 

・ 労働協約の締結を行う予定の日や導入する雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について労働基準監督署等への届出を行
う予定の日や労働協約の締結を行う 

予定の日を記入してください。 

 

(2) 「労働協約又は就業規則又は労働協約に係る従業員への周知予定日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行う予定の日を記入し
てください。 

 

(3) 労働協約又は「就業規則又は労働協約の施行予定日」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約を施行する予定の日（＝制度を導入する予定の日）を記入してください。 

 

５．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。 
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（様式第 a-1 号別紙 2） (20192025.４ 4 改正 ) 

導入する研修諸手当等制度の概要票  

 

１
．
①
現
状
・
課

題 

【 現 状 ・ 課 題 】  

 

 

 

 

 

 

２
．
②
制
度
の
種
類
導
入
区
分 

□諸手当制度  → □住居手当  □転居手当  □家族手当  □単身赴任手当 

 □役職手当  □資格手当  □海外赴任手当  □地域手当  □出張手当 

      □その他（                    ） 

 □退職金制度 

□賞与制度 

□ 階層別研修（新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修 等） 

 

□ 職種別研修（新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修 等） 

 

□ その他の研修 

 



３
．
③
導
入
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
、
事
業
主
の
費
用
負
担
等 

※ 

当
該
項
目
が
盛
り
こ
ま
れ
た
就
業
規
則
の
改
正
案
又
は
労
働
協
約
案
（
別
紙
）
で
も
可
。
等 

(1) 制度導入の必須要件【制度の概要・趣旨・目的】 

 

 

 

 

(2) 導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

【制度の対象者の範囲、人数及び選定基準】 

 

 

 

 

 

□ 通常の労働者   ：   人 

→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

(3) 対象範囲、人数及び選定基準 

 ○制度の対象者（適用対象労働者）  ：   人 

 

 

 

□ 通常の労働者以外 ：   人 

    → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

 

 

 

 

 

(4) 処遇への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等） 

【研修テーマ、研修カリキュラム、外部講師又は外部研修機関の活用の有無】  

   

 

 

 

 

 

 

(5)  

 

 

【研修時間、研修期間又は研修時期】 

 

 

 

 

【研修受講者への通知方法、通知時期、手続き】 

 

 

 

 

□ 制度導入後の整備計画期間における適用対象労働者
一人一月当たりの平均賃金（臨時に支払われる賃金を
除く。）が、整備計画期間前の平均賃金と比較して低
下していないこと。 

□ 制度が実施されるための合理的な条件が労働協約又は
就業規則に明示されていること。 

□ 雇用形態に応じた差を設ける場合には「短時間・有
期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の
禁止等に関する指針（平成 30年厚生労働省告示第 430 
号）」を踏まえた内容であること。 

□ 制度の導入に伴い基本給（諸手当制度、退職金制度及び
賞与制度が導入されている場合、各々の手当等）を減額し
ていないこと。ただし、既存の手当を廃止して新たな手当
を設ける場合は、新設する手当の支給総額が廃止した手当
の支給総額よりも増加していればこの限りではない。 

□ 諸手当の額については、当該手当の導入により「魅
力ある職場づくり」が促進するような適正な水準とす
ること。 

□ 退職金制度を導入する場合、全ての対象労働者を適用対
象労働者とし、１か月分相当として 3,000 円以上を６か月
分又は６か月分相当として 18,000 円以上積立てを行うも
のであり、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担して
いるものであること（事業主が拠出する掛金に上乗せして
従業員が掛金を拠出する場合を含む。）。 

□ 賞与制度を導入する場合、全ての対象労働者を適用
対象労働者とし、６か月分相当として 50,000円以上支
給すること。諸手当制度を導入する場合、手当の導入
に伴い基本給を減額していないこと。また、既存の手
当を廃止して新たな手当を設けた場合は、新設した手
当の支給総額が廃止した手当の支給総額よりも増加し
ていること。 
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【事業主の費用負担】 

□ 教育訓練等の期間中における賃金の他、受講料（入学金及び教材費を含む。）、交通費等の諸経費を要する場合は、 

全額事業主が負担するものであること。 

□ 教育訓練等の期間中の賃金については、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われるものであること。 

□ 教育訓練等が所定労働時間外又は休日等に行われる場合は割増賃金が支払われること。 

□ その他費用負担に関する特記事項（                                ） 

 

【その他】 

 

□ 導入する研修制度が実施されるための合理的な条件（上記で記載した項目等）が労働協約又は就業規則に明示されている

こと。 

□ その他特記事項（                                            ） 

 

 

４
．
④
施
行
日
等 

(1) 労働協約の締結予定日又は【就業規則の労働基準監督署等への届出予定日又は労働協約の締結予定日】 

→    年   月   日 頃 

 

(2) 労働協約又は【就業規則又は労働協約に係る従業員への周知予定日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）】 

→    年   月   日 頃 

 

(3) 労働協約又は【就業規則又は労働協約の施行予定日】 

→    年   月   日 頃 

 

 

 

【様式第 a-1 号別紙 2（記入上の注意）】  

 

 

１．「１．①現状・課題」欄 

・  研修諸手当等制度に係る雇用管理制度を導入するに至ったしようとする背景として、企業の現状・課題を記入してください。 

・事業所の現状・課題に照らして、その改善・解消に資するもので、労働者の職場への定着を促進するものとして、項目２以下
を記入してください。 

 

２．「２．②制度の種類導入区分」欄 

・ 導入する雇用管理制度（研修制度）諸手当等制度にの種類に✓を付して入れてください。また、諸手当制度を導入する場合は、
あわせて導入する手当にも✓を付してください。 

（※１）導入対象となる諸手当制度とは、以下の （ｲ）から（ﾇ）までのいずれかに該当するものをいい、手当の名称が一致している必要はなく、手当の趣旨・目的

から判断して実質的に該当していれば問題ありません。ただし、労働者の個別の事情にかかわらず、全部又は一部の労働者に対して一律に支払われる手当は含

みません。また、諸手当等制度に関し、雇用形態に応じた差を設ける場合には「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する

指針（平成 30年厚生労働省告示第 430 号）」を踏まえた内容としてください。 

（ｲ）住居手当：自ら居住するための住宅（貸間を含む。）又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に、支払って

いる家賃等に応じて支給される手当 

（ﾛ）転居手当（異動手当）： 転居を伴う異動をした労働者に対し、転居に要する実費あるいは異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離

等に応じて支給される手当 

（ﾊ）家族手当： 扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当（扶養している子どもの数や教育に要する費用に応じて支給

される子女教育手当を含み、収入制限等一定の要件を設けた上で配偶者に支給される配偶者手当の類を除く。） 

（ﾆ）単身赴任手当： 勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に

対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当 

（ﾎ）役職手当（管理職手当）：管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当 

（ﾍ）資格手当：職務に役立つ資格等を取得又は保有している労働者に対し、資格の種類、取得の困難度等に応じて支給される手当 
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（ﾄ） 海外赴任手当：海外に所在する事業所に勤務する労働者に対し、赴任先国の物価や生活様式の違い等に応じて支給される手当 

（ﾁ）地域手当： 複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給さ

れる手当 

（ﾘ）出張手当： 出張により勤務地を離れて業務に従事する労働者に、出張に伴う諸雑費の補填や、精神的・肉体的疲労に対する慰労のために支給される手当（交

通費や宿泊日費等の実費負担分を除く。） 

（ﾇ）その他労働者の諸手当制度として適当であると認められるもの 

（※２）退職金制度については、事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金（年金払いによるものを含む。）を積み立てるための制度で

あって、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであることを要します。（事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む。）。 

 

３．「３．③導入制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件、事業主の費用負担等」欄  

(1) 制度導入の必須要件 
・  内容を確認の上該当する項目全てに✓を入れ付してください。なお、あわせて提出する労働協約・就業規則の改正案はこの項

目を原則全て満たしていることが必要となります。 

(2) 導入制度の概要（趣旨・目的・、内容） 
・  導入制度の趣旨・目的と内容を具体的に記入してください。 

(3） 対象範囲と、人数及び、選定基準 
・  対象労働者のうち、諸手当等制度の適用対象として選定する対象労働者（以下「適用対象労働者」といいます。）の範囲につ

いて、その人数を記入してください。なお、適用対象労働者の範囲を職種・職務・役職等により限定する場合は、理由・必要性
を記入してください。 

（※３）対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

① 次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 

(ｲ) 期間の定めなく雇用されている者 

(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者（具体的には、雇い入れ時に一

定の期間（1 か月、6 か月など）を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復されることで、過去 1 年を超える期間について引き続き雇用され

ている場合又は採用から 1 年を超える期間について、引き続き雇用されることが見込まれる者が該当する。ただし、更新上限（通算契約期間又は有期労働

契約の更新回数の上限）のある者を除く。） 

② 事業主に直接雇用される者であること。 

③ 雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38条第 1 項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43条第 1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く（以下

「雇用保険被保険者（※）」という。）であること。 

       （※）雇用保険被保険者の中には雇用保険法第 37条の 2 第 1 項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意が必要となります。なお、上記以外の

雇用条件で事業主に直接雇用される雇用保険被保険者についても、労働協約又は就業規則において諸手当等制度の対象としても構いませんが、助成金

（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の対象とはなりません。 

(4)  処遇への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等） 
・ 導入する諸手当等制度を毎月の給与や賞与へ反映する方法、賃金締切日及び賃金支払日等について記入してください。(1)
「制度の概要・趣旨・目的」欄 

 
・導入する雇用管理制度の概要や、趣旨・目的などを記入してください。 

 
(2)「制度の対象者の範囲及び人数、選定基準」欄 
・導入する雇用管理制度の対象となる労働者の範囲について、✓を入れ、その人数を記入してください。 
・制度の対象となる労働者の範囲を職種・職務・役職などによって限定する場合は、その理由・必要性を記入してください。 
 

※通常の労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 
・事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。 
・事業所において正規の従業員として位置付けられていること。 
・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。 
・社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員及び同業種・同職種の他の企業の正規の従業員と比較し

て、当該労働者の雇用形態、賃金体系等（例えば長期雇用を前提として待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給
形態、賞与、退職金、定期的な昇給の有無など）が正規の従業員として妥当なものであること。 

・雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38 条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第１項に規定する
「日雇労働被保険者」を除く。）であること。 

・社会保険の適用事業に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。 
 

(3)「研修テーマ、研修カリキュラム、外部講師又は外部研修機関の活用の有無」欄 
・研修のテーマやカリキュラム案、外部講師や外部研修機関を活用する予定の有無、外部講師又は外部研修機関を活用する場合は
活用予定の外部講師や外部研修機関の概要など記入してください。 

 
(4)「研修時間、研修期間又は研修時期」欄 
・研修の実施時間数（10 時間以上であることが必要）、研修を実施する期間や時期実施などを記入してください。 

 
(5)「研修受講者への通知方法、通知時期、手続き」欄 
・研修受講者への通知の方法、通知する時期、手続きなどを記入してください。 

 
(6)「事業主の費用負担」欄 
・事業主の費用負担の方法について、該当するものに✓を入れてください。 
・費用負担に関する特記事項があれば記入してください。 

 
(75) その他 

・導入する研修諸手当等制度が実施されるための合理的な条件（上記での記載した項目等）が労働協約又は就業規則に明示され
ていることを確認し、✓を入れてください。 

・ その他、特記事項（受講修了に伴って免許・資格を取得する者に対し資格手当を支給するなど）があれば記入してください。
（例：費用負担に関する特記事項（労働者本人の希望に応じて、事業主が拠出する掛金に上乗せして掛金を拠出する場合など） 

 

書式を変更: フォントの色 : 自動

書式を変更: フォントの色 : 自動

書式変更: インデント : ぶら下げインデント :  1
字, 左  2 字, 最初の行 :  -1 字

書式を変更: フォントの色 : 薄い青



４．「４．④施行日等」欄 

(1) 労働協約の締結予定日又は「就業規則の労働基準監督署等への届出予定日又は労働協約の締結予定日」欄 

・ 労働協約の締結を行う予定の日や導入する雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について労働基準監督署等への届出を
行う予定の日や労働協約の締結を行う 

予定の日を記入してください。 

 

(2) 労働協約又は「就業規則又は労働協約に係る従業員への周知予定日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行う予定の日を記入し
てください。 

 

(3) 労働協約又は「就業規則又は労働協約の施行予定日」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約を施行する予定の日（＝制度を導入する予定の日）を記入してください。 

 

５．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。 

 

５ 雇用管理制度整備計画を労働局及びハローワークに提出より前に、事業主から研修機関等に対して、研修訓練等のための費用と認
められる金銭（預かり金も含む。）の支払いがなされている場合は、助成の対象とならないためご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

書式変更: 行間 :  固定値 11 pt
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（様式第 a-1 号別紙 3） (20192025.4 改正４ ) 

導入する健康づくり人事評価制度の概要票  

１
．
①
現
状

・
課
題 

【現状・課題】 

 

 

２
．
②
制
度
の
種
類
導
入
区
分 

□ 新設（人事評価制度を新たに導入する場合） 

 

□ 改定（どちらかに該当するものを選択）    →   □ 労働協約又は就業規則において、評価の対象と基準、評定と賃金と

の関係が規定されていない場合に全ての必要な項目を満たす状態に改

めて規定すること。 

□ 労働協約又は就業規則において、必要な全ての項目が満たされて

おり、一定の期間、運用されているが、評価の対象と基準、評定と賃

金との関係について、「更なる生産性の向上に資するもの」となるよ

う、改めて規定すること。 

○実施する検査項目 

  → □労働安全衛生法に定められた健康診断（必須） 

□胃がん検診   □子宮がん検診  □肺がん検診   □乳がん検

診 

□大腸がん検診  □歯周疾患検診  □骨粗鬆症検診  □腰痛健康

診断 

 



３
．
③
導
入
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
、
事
業
主
の
費
用
負
担
等 

※ 

当
該
項
目
が
盛
り
こ
ま
れ
た
就
業
規
則
の
改
正
案
又
は
労
働
協
約
案
（
別
紙
）
で
も
可
。
等 

（1）制度導入の必須要件 

□ 労働者の生産性向上に資すると見込まれる制度であること

について、労働組合又は労働者の過半数を代表とする者と合意

していること。 

□ 評価の対象と基準・方法が明確であり、労働者に開示している

こと。 

□ 評価の基準が、年齢や勤続年数のみで一義的に決定されるも

のでなく、能力・技能・資格、行動・コンピテンシー・努力・

姿勢・情意、成果・業績など、労働者個人の意思によって向上

させることが可能な項目を対象とした制度であること。 

□ 評価結果が賃金（諸手当、賞与を含む。）に直接反映されるも

のであって、その額又はその変動の幅・割合との関係が明確なも

のであること。 

その際、新しい人事評価制度が賃金規定又は賃金表と連動する

仕組みであり、当該制度の適用対象労働者が当該制度における評

価で平均的な評定（最も一般的な評定をいう。）を受ける場合に、

人事評価制度の実施日以後に賃金が増加する仕組みであること

が、労働協約又は就業規則（賃金規定及び賃金表を含む。）に明

記されているものであること。。 

□ 労働者の賃金（諸手当、賞与を含む。）の額の引き下げや降

級（降格）を行う等、助成金の趣旨・目的に反する制度ではな

いこと。 

□ 人事評価期間は、整備計画期間を超えない範囲で設定すること

とし、評価については年１回以上行われるものであること。 

 

（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

 

 

 

 

（3）対象範囲、人数及び選定基準 

○制度の対象者（適用対象労働者）  ：     人 

 

 

 

 

（4）人事評価制度の基準等（評価項目、評価区分等） 

 

 

 

 

（5）人事評価の実施方法（評価者、評価対象期間、評価の時期、手続き等） 

 

 

 

 

（6）毎月決まって支払われる賃金への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等） 

 

 

 

 

（7）その他 

【その他】 

 

□ 導入する健康づくり制度が実施されるための合理的な条件（上記で記載した項目等）が労働協約又は就業規則に明示さ

れていること 

□ その他特記事項（                                            ） 

 

 

 

４
．
④
施
行
日
等 

（1）【労働協約の締結予定日又は就業規則の労働基準監督署等への届出予定日又は労働協約の締結予定日】 

→    年   月   日 頃 

 

（2）【労働協約又は就業規則又は労働協約に係る従業員への周知予定日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）】 

→    年   月   日 頃 

 

（3）【労働協約又は就業規則又は労働協約の施行予定日】 

→    年   月   日 頃 

書式付きの表



【様式第 a-1 号別紙 3（記入上の注意）】  

１．「１．①現状・課題」欄 
・  健康づくり制度に係る雇用管理人事評価制度を導入するに至ったしようとする背景として、企業の現状・課題を記入してくださ
い。 

・事業所の現状・課題に照らして、その改善・解消に資するもので、労働者の職場への定着を促進するものとして、項目２以下
を記入してください。 

 

２．「２．制度の種類②導入区分」欄 
・  導入区分について「新設」か「改定」のいずれかに✓を付してください。「改定」を選択した場合、その

内容について✓を付してください。  
・導入する雇用管理制度（健康づくり制度）の種類に✓を入れてください。 
・人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）の助成金を受けるためには、労働安全衛生法に定められた健康診断

を実施していることが必須となります。事業所において法令に定められた健康診断を実施しているかを確認し、実施してい
る場合は「□法令に定められた健康診断（必須）」に✓を入れてください。労働安全衛生法に定める定期健康診断項目（医
師の判断により、検査の一部を省略して実施した場合を除く。）は以下となりますので確認の参考としてください。（実施
している検査に✓を入れてください。） 

□ 
 

既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査 

□ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

□ 身長、体重、視力、腹囲及び聴力の検査 

□ 胸部 X 線検査及び喀痰検査 

□ 血圧の測定 

□ 尿検査 

□ 貧血検査（赤血球数、血色素数） 

□ 肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP） 

□ 血中脂質検査（LDL コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪） 

□ 血糖検査（空腹時血糖またはヘモグロビン Alc） 

□ 心電図検査 

 

 

３．「３．③導入制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件、事業主の費用負担等」欄  
(1)  制度導入の必須要件 
・ 内容を確認の上全てに✓を付してください。なお、あわせて提出する労働協約・就業規則の改正案はこの項目を原則全て満た
していることが必要となります。 

 
(12) 「導入制度の概要（・趣旨・目的、内容）」欄 
・  導入制度の趣旨・目的と (1)の要件を踏まえた内容を具体的に記入してください。・導入する雇用管理制

度の概要や、趣旨・目的などを記入してください。 
 
 
(23) 「制度の対象者の範囲及び、人数及び、選定基準」欄 
・ 対象労働者のうち、人事評価制度の適用対象として選定する労働者（以下「適用対象労働者」といいます。）の範囲について、
その人数を記入してください。（※人事評価制度は対象事業所における全ての対象労働者が適用対象労働者となります。）。 

 
（※） 対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 
① 次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 
(ｲ) 期間の定めなく雇用されている者 
(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
（具体的には、雇い入れ時に一定の期間（1 か月、6 か月など）を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復される
ことで、過去 1 年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用から 1 年を超える期間について、引き続き雇用
されることが見込まれる者が該当する。ただし、更新上限（通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限）のある者を除
く。） 

② 事業主に直接雇用される者であること。 
③ 雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38 条第 1 項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第 1 項に規定する「日
雇労働被保険者」を除く（以下「雇用保険被保険者（※）」という。）であること。 

（※）雇用保険被保険者の中には雇用保険法第 37 条の 2第 1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意が必要となり
ます。なお、上記以外の雇用条件で事業主に直接雇用される雇用保険被保険者についても、労働協約又は就業規則において人事
評価制度の対象としても構いませんが、助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の対象とはなりません。 

・導入する雇用管理制度の対象となる労働者の範囲について、✓を入れ、その人数を記入してください。 
・制度の対象となる労働者の範囲を職種・職務・役職などによって限定する場合は、その理由・必要性を記入してください。 
・年齢、性別により対象としない者がいる等の場合は、その旨を記入してください。 

 
※通常の労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 
・事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。 
・事業所において正規の従業員として位置付けられていること。 
・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。 
・社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員及び同業種・同職種の他の企業の正規の従業員と比較し

て、当該労働者の雇用形態、賃金体系等（例えば長期雇用を前提として待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支
給形態、賞与、退職金、定期的な昇給の有無など）が正規の従業員として妥当なものであること。 

・雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38 条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第１項に規定する

書式変更: 左揃え, インデント : 右 :  3.2 mm, 左 
3 字, 最初の行 :  1 字

書式変更: インデント : 右 :  3.2 mm, 左  3 字

書式変更: 左揃え, 右 :  3.2 mm

書式を変更: フォント : ＭＳ 明朝



「日雇労働被保険者」を除く。）であること。 
・社会保険の適用事業に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。 

 
（4） 人事評価制度の基準等（評価項目、評価区分等） 
・ 評価する項目や評価の区分などの評価の基準を記入してください。 

 
（5） 人事評価の実施方法（評価者、評価対象期間、評価の時期、手続き等） 
・ 評価者、評価の対象となる期間、評価を行う時期、評価に当たっての手続き・手順等を記入してください。 

 
（6） 毎月決まって支払われる賃金への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等） 
・ 評価結果を処遇に反映させる時期、賃金締切日及び賃金支払日（評価対象期間と処遇への反映時期との関係）等について記
入してください。(3)「検診の実施時期」欄 

 
 
・健康診断を実施する時期を記入してください。 
(4)「対象者への通知方法・時期」欄 
・健康診断の対象者への通知方法や通知時期を記入してください。 
(5)「検査結果の活用方法等」欄 
・検査結果の活用方法等を記入してください。 
(6)「事業主の費用負担」欄 
・事業主の費用負担の方法について、該当するものに✓を入れてください。 
・費用負担に関する特記事項（労働者が希望した医療機関において本人が負担した費用の半額以上を支給する場合など）があれ

ば記入してください。 
(7) その他 
・導入する健康づくり制度が実施されるための合理的な条件（上記で記載した項目等）が労働協約又は就業規則に明示されてい
ることを確認し、✓を入れてください。 

・ その他特記事項があれば記入してください。 

 

４．「４．④施行日等」欄 
(1) 労働協約の締結予定日又は「就業規則の労働基準監督署等への届出予定日又は労働協約の締結予定日」欄 
・ 労働協約の締結を行う予定の日や導入する雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について労働基準監督署等への届出を
行う予定の日や労働協約の締結を行う 

予定の日を記入してください。 
 
(2) 労働協約又は「就業規則又は労働協約に係る従業員への周知予定日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）」欄 
・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行う予定の日を記入し
てください。 

 
(3) 労働協約又は「就業規則又は労働協約の施行予定日」欄 
・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約を施行する予定の日（＝制度を導入する予定の日）を記入してください。 
 

５．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。  

書式を変更: フォント : ＭＳ 明朝

書式を変更: フォント : ＭＳ 明朝



（様式第 a-1 号別紙 4） (201925.４ 4 改正 ) 

導入するメンター職場活性化制度の概要票  

 

１
．
①
現
状
・
課

題 

【現状・課題】 

 

 

 

 

 

 

②
導
入
区
分 

 

□メンター制度 

□従業員調査（エンゲージメントサーベイ） 

□1on1ミーティング 

書式付きの表

書式変更: インデント : 最初の行 :  2 字



２
．
③
導
入
制
度
の
概
要
、
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度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
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理
的
な
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、
事
業
主
の
費
用
負
担
等 

※ 

当
該
項
目
が
盛
り
こ
ま
れ
た
就
業
規
則
の
改
正
案
又
は
労
働
協
約
案
（
別
紙
）
で
も
可
。
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(1) 制度導入の必須要件 

□ 【共通項目】制度が適切に実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働協約又は就業規則に明示されている
こと。 

□ 【共通項目】制度の導入・実施にあたり、外部の機関や個人等（外部機関等）に委託等してその一部又は全部を実施させる
場合、共通要領 0705 イ(ﾛ)に基づき公表されている外部機関等が実施する制度でないこと。 

 メンター制度  従業員調査 
（エンゲージメントサーベイ） 

 1on1 ミーティング 

□ 対象労働者に対するキャリ
ア形成上の課題及び職場にお
ける問題の解決を支援するた
めのメンタリングの措置であ
って、会社や配属部署における
直属上司とは別に指導・相談役
となる先輩（メンター）が後輩
（メンティ）をサポートするも
のであること。 

□ 事業主が、対象労働者のエンゲージメ
ント（仕事にやりがい（誇り）を感じ、熱
心に取り組み、仕事から活力を得ている
状態や、企業などの所属組織への貢献意
欲を指すもの。以下同じ。）を測定する調
査であって、組織の課題を可視化し、課題
の解決に繋げることを通じて従業員のエ
ンゲージメントの向上が見込まれるもの
であり、継続的に実施されるものである
こと。 

□ 部下の成長と成果を支援するため
に、その直属の上司と部下にあたる
者が、１対１で行う対話方式の面談
であること。 
 

□ メンター（外部メンターを除
く。）に対し、民間団体等が実
施するメンター研修、メンター
養成講座等のメンタリングに
関する知識、スキルの習得を目
的とする講習を受講させるこ
と。 
外部メンターを活用する場

合は、外部メンターに係るサー
ビスを業として提供し、メンタ
リングに関する知識、スキルを
有している者であること。 

□ 外部機関や専門家の助言・指導のもと
導入されたるものであること。 
なお、社会保険労務士法第２条第１項

第１号の２又は第１号の３に基づき、「提
出代行者」又は「事務代理者」として本助
成金に係る支給申請書等の提出を行う社
会保険労務士への委託ではないこと。 

□ 1on1 ミーティングを実施する上司
にあたる者に対し、民間団体等が実
施するスキルの習得を目的とする講
習を受講させるものであること。 

□  メンター及びメンティ
に対し、メンター制度に関す
る事前説明を行うものであ
ること。メンタリングは原
則、対面の面談方式（WEB 会
議ツールを活用した面談方
式を含む。）により行うこと
とし、その過程で電話やメー
ル等の面談以外の方法によ
り実施する場合は、面談方式
によるメンタリングを補完
する目的とすること。 
※ WEB 会議ツールを活用した
面談方式により行う場合は、メ
ンター・メンティが相互に表
情、顔色、声、しぐさ等を確認
できるものであって、映像と音
声の送受信が常時安定しかつ
円滑であること、面談の内容が
第三者に知られることがない
ような環境を整備すること等、
メンター・メンティ双方のプラ
イバシーに配慮することなど
が求められる。 

□ 調査の目的、内容、実施頻度、結果のフ
ィードバック等について、調査実施前に
予め適用対象労働者に周知・事前説明を
行うものであること。 

□ 1on1 ミーティングは原則、対面で
の面談方式（WEB会議ツールを活用し
た面談方式を含む。）により行うこと
とし、その過程で電話やメール等の
面談以外の方法により実施する場合
は、面談方式による 1on1 ミーティン
グを補完する目的とすること。 
※ WEB 会議ツールを活用した面談
方式により行う場合は、上司・部下
が相互に表情、顔色、声、しぐさ等
を確認できるものであって、映像
と音声の送受信が常時安定しかつ
円滑であること、面談の内容が第
三者に知られることがないような
環境を整備すること等、上司・部下
双方のプライバシーに配慮するこ
となどが求められる。 

□ メンタリングは原則、対面の
面談方式（WEB 会議ツールを活
用した面談方式を含む。）によ
り行うこととし、その過程で電
話やメール等の面談以外の方
法により実施する場合は、面談
方式によるメンタリングを補
完する目的とすること。 
※ WEB 会議ツールを活用した
面談方式により行う場合は、メ
ンター・メンティが相互に表
情、顔色、声、しぐさ等を確認
できるものであって、映像と音
声の送受信が常時安定しかつ
円滑であること、面談の内容が
第三者に知られることがない
ような環境を整備すること等、
メンター・メンティ双方のプラ
イバシーに配慮することなど
が求められる。 

□ 整備計画期間内に①～⑤までを行ってい
るうものであること。 
① 調査の実施から終了 
② 調査結果の分析・とりまとめ 
③ 適用対象労働者へのフィードバック
（メール・電話等可） 

④ 改善方策の検討・整理 
⑤ 改善方策について適用対象労働者 
 へ 
説明 

【制度の概要・趣旨・目的】 

書式付きの表

書式付きの表

書式付きの表

書式変更: インデント : 最初の行 :  1 字

書式を変更: 取り消し線

書式を変更: 取り消し線

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字



 

 

 

 

【制度の対象者の範囲、人数及び選定基準】 

□ 通常の労働者   ：   人  （うち メンター：  人  メンティ：  人） 

→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

   

 

 

□ 通常の労働者以外 ：   人  （うち メンター：  人  メンティ：  人） 

    → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

 

 

【外部メンターを活用する場合はその理由、外部メンターの選定基準等】 

 

 

 

 

【メンター及びメンティのマッチング、事前説明の実施時期・方法等】  

 

 

 

 

【メンター研修等の実施時期、対象者への通知方法・時期、カリキュラム等】 

 

 

 

 

【メンタリングの実施期間、実施方法、運用ルール、テーマ設定等】 

 

 

 

 

【メンタリング期間終了後のフィードバック、フォローアップ等】 

 

 

 

 

【事業主の費用負担】 

□ メンター研修期間内におけるメンターの賃金の他、受講料（入学金及び教材費を含む。）、交通費、外部メンターへの 

謝金・委託料等の諸経費について、全額事業主が負担するものであること。 

□ その他費用負担に関する特記事項（                                ） 

 

 

 

 

【その他】 

□ 導入するメンター制度が実施されるための合理的な条件（上記で記載した項目等）が労働協約又は就業規則に明示されてい

ること 

□ その他特記事項（                                            ） 

 

 

 

 

 書式変更: インデント : 最初の行 :  1 字



③
導
入
制
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概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
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合
理
的
な
条
件
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メンター制度（続き） 

 従業員調査 
（エンゲージメントサーベイ）（続き） 

 
1on1 ミーティング（続き） 

□ メンター研修等を受講期間
内における職員への賃金の他、
受講料（入学金及び教材費を含
む。）、交通費、外部メンター
の謝金・委託料等の諸経費を要
する場合は、全額事業主が負担
するものであること。 

□ 実施にあたり費用が発生する場合、全額
事業主が負担するものであること。 

□ 適用対象労働者に対して、月に１
回以上実施するものであること。 

□ 調査項目について、 
①  仕事に対するやりがいを測定する項
目 or 仕事への熱意を測定する項目 or
仕事から得る活力を測定する項目or組
織が目指す方向性への理解を測定する
項目 or従業員個人の目指す方向性と組
織の目指す方向性との重なりを測定す
る項目 or組織への貢献意欲を測定する
項目 or その他、事業主の抱える課題に
対応するために必要な事項を測定する
項目（人間関係、職場環境、ワークライ
フバランスに関する項目などを想定。）
から１つ以上を質問項目として設定す
ること。 

② 3 つ以上の質問項目を設けること。 
③ 趣味・嗜好を尋ねる項目など調査の
目的にそぐわない質問項目が入ってい
ないこと。 

□ 1on1 ミーティングの実施に必要と
なるスキルの習得を目的とした研修
の受講期間内における賃金の他、受
講料（入学金及び教材費を含む）、交
通費等の諸経費を要する場合は、全
額事業主が負担するものであるこ
と。 

 

（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

 

 

 

 

 

 

 

（3）対象範囲、人数及び選定基準 

○制度の対象者（適用対象労働者）  ：    人 

→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

 

 

 

 

 

 

（4）導入制度の実施時期及び対象者への通知方法・時期 

 

 

 

 

 

 

 

（5）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

３
．
④
施
行
日
等 

（1）労働協約の締結予定日又は【就業規則の労働基準監督署等への届出予定日又は労働協約の締結予定日】 

→    年   月   日 頃 

 

（2）労働協約又は【就業規則又は労働協約に係る従業員への周知予定日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）】 

→    年   月   日 頃 

 

（3）労働協約又は【就業規則又は労働協約の施行予定日】 

→    年   月   日 頃 

書式変更: 両端揃え

書式付きの表



【様式第 a-1 別紙 4（記入上の注意）】  

 

 

１． 「１．①現状・課題」欄 

・職場活性化制度を導入しようとするメンター制度に係る雇用管理制度を導入するに至った背景として、企業の現状・課題を記入
してください。 

・事業所の現状・課題に照らして、その改善・解消に資するもので、労働者の職場への定着を促進するものとして、項目２以下
を記入してください。 

 

２． 「２．②制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件、事業主の費用負担等導入区分」欄  

・導入する制度に✓✔を付してください。 

 

３．「③導入制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件等」欄  

（1） 制度導入の必須要件 
・ 内容を確認の上、共通項目及び導入する制度に係る項目の全てに✓✔を付してください。なお、あわせて提出する労働協約・
就業規則の改正案はこの項目を原則全て満たしていることが必要となります。 

 
（2） 導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

・ 導入制度の趣旨・目的と内容、結果の活用方法等を記入してください。 
 
（3） 対象範囲、人数及び選定基準 

・ 対象労働者のうち、職場活性化制度の適用対象として選定する対象労働者（以下「適用対象労働者」といいます。）の範囲に
ついて、その人数を記入してください。なお、適用対象労働者の範囲を職種・職務・役職等により限定する場合は、その理由・
必要性を記入してください。また、メンター制度におけるメンター及び 1on1 ミーティングにおける上司はそれらの雇用管理制度
における適用対象労働者とは扱われません。 

 
（※）対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

① 次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 
(ｲ) 期間の定めなく雇用されている者 
(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
（具体的には、雇い入れ時に一定の期間（1 か月、6 か月など）を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復される
ことで、過去 1 年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用から 1 年を超える期間について、引き続き雇用
されることが見込まれる者が該当する。ただし、更新上限（通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限）のある者を除
く。） 

② 事業主に直接雇用される者であること。 
③ 雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38 条第 1 項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第 1 項に規定する「日
雇労働被保険者」を除く（以下「雇用保険被保険者（※）」という。）であること。 
（※）雇用保険被保険者の中には雇用保険法第 37 条の 2 第 1 項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意が必要

となります。なお、上記以外の雇用条件で事業主に直接雇用される雇用保険被保険者についても、労働協約又は就業規則
において職場活性化制度の対象としても構いませんが、助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の対象とはな
りません。 

 
（4） 導入制度の実施時期及び対象者への通知方法・時期 

・ 導入制度を実施する時期と対象者への通知方法や通知時期を記入してください。 
 

（5） その他 
・ その他特記事項があれば記入してください。 
 

(1)「制度の概要・趣旨・目的」欄 

・導入する雇用管理制度の概要や、趣旨・目的などを記入してください。 

 

(2)「制度の対象者の範囲及び人数、選定基準」欄 

・導入する雇用管理制度の対象となる労働者の範囲について、✓を入れ、その人数を記入してください。 

・制度の対象となるメンター及びメンティとなる者の属性や選定基準・選定方法を記入してください。 

 

※通常の労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

・事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。 

・事業所において正規の従業員として位置付けられていること。 

・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。 

・社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員及び同業種・同職種の他の企業の正規の従業員と比較し
て、当該労働者の雇用形態、賃金体系等（例えば長期雇用を前提として待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支
給形態、賞与、退職金、定期的な昇給の有無など）が正規の従業員として妥当なものであること。 

・雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38 条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第１項に規定する
「日雇労働被保険者」を除く。）であること。 

・社会保険の適用事業に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。 

 

(3)「外部メンターを活用する場合はその理由、外部メンターの選定基準等」欄 
・外部メンターを活用する場合はその理由や、外部メンターの選定基準・外部メンターに求める資格・能力等を記入してくださ

い。 

 

(4)「メンター及びメンティのマッチング、事前説明の実施時期・方法等」欄 

・メンター及びメンティのマッチングの方法、事前の実施時期・方法等を記入してください。 

 

書式変更: インデント : 右 :  3.2 mm, 左  2 字,
最初の行 :  0 字



(5)「メンター研修等の実施時期、対象者への通知方法・時期、カリキュラム等」欄 

・メンター研修の実施時期、場所、カリキュラム、対象者への通知方法・時期等を記入してください。 

 

(6)「メンタリングの実施期間、実施方法、運用ルール、テーマ設定等」欄 

・メンタリングの実施期間、実施方法（面談の方法、場所・時間等）、運用ルール（メンタリングを行う頻度、１回当たりの時
間 

等）、メンタリングに際し目標やテーマを設定する場合、その設定方法等を記入してください。 

 

(7)「メンタリング期間終了後のフィードバック、フォローアップ等」欄 

・メンタリング期間終了後のフィードバック方法、フォローアップ方法等について記入してください。 

 

(8)「事業主の費用負担」欄 
・事業主の費用負担の在り方について、該当するものに✓を入れてください。 

・費用負担に関する特記事項があれば記入してください。 

 

(9)「その他」欄 
・導入するメンター制度が実施されるための合理的な条件（上記で記載した項目等）が労働協約又は就業規則に明示されているこ
とを確認し、✓を入れてください。 

・その他特記事項があれば記入してください。 

 

３４． 「３．④施行日等」欄 

(1) 「労働協約の締結予定日又は就業規則の労働基準監督署等への届出予定日又は労働協約の締結予定日」欄 
・ 労働協約の締結を行う予定の日や導入する雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について労働基準監督署等への届出を
行う予定の日や労働協約の締結を 

行う予定の日を記入してください。 

 

(2)「 労働協約又は就業規則又は労働協約に係る従業員への周知予定日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）」欄 
・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行う予定の日を記入し

てください。 

 

(3)「 労働協約又は就業規則又は労働協約の施行予定日」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約を施行する予定の日（＝制度を導入する予定の日）を記入してください。 

 

５．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。  

 
 

書式変更: インデント : ぶら下げインデント :  1
字, 右 :  3.2 mm, 左  2 字, 最初の行 :  -1 字



（様式第 a-1 号別紙 5） (20192025.４改正 ) 

導入する短時間正社員健康づくり制度の概要票  

 

１
．
①
現
状
・ 

課
題 

【現状・課題】 

 

 

 

 

 

 

２
．
②
導
入 

区
分
制
度
の
種
類 

□新設（健康づくり制度を過去に導入していない場合） 

 

□改定（過去に本助成金を活用して健康づくり制度を導入し運用しているが、支給要領0203ホを満たしていない場合）□ 正

規雇用労働者の１日の所定労働時間が７時間以上の場合における、１日の所定労働時間が１時間以上短い短時間正社員制度の

導入 

□ 正規雇用労働者の１週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合における、１週当たりの所定労働時間が１割以上短い

短時間正社員制度の導入 

□ 正規雇用労働者の１週当たりの所定労働日数が５日以上の場合における、１週当たりの所定労働日数が１日以上短い短

時間正社員制度の導入 

 

③
導
入
制
度 

○身体の総合的健康診断（人間ドック）において実施する検査項目 

（１つ以上を選択） 

  □胃がん検診   □子宮がん検診  □肺がん検診   □乳がん検診 

□大腸がん検診  □歯周疾患検診  □骨粗鬆症検診  □腰痛健康診断 



３
．
④
導
入
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
、
事
業
主
の
費
用
負
担
・
制
度
確
認
等 

※ 

当
該
項
目
が
盛
り
こ
ま
れ
た
就
業
規
則
の
改
正
案
又
は
労
働
協
約
案
（
別
紙
）
で
も
可
。
等 

（1）制度導入の必須要件 

（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

 

 

 

 

 

（3）対象範囲、人数及び選定基準 

○制度の対象者（適用対象労働者）   ：   人 

→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

 

 

 

（4）検診の実施時期及び対象者への通知方法・時期 

 

 

 

 

 

（5）その他 

【制度の概要・趣旨・目的】 

 

 

 

 

【制度の対象者の範囲、人数及び選定基準】 

□ 通常の労働者   ：   人 

→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

 

□ 通常の労働者以外 ：   人 

    → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

 

 □ 新規採用者予定数のうち短時間正社員として雇用する予定数  ：   人 

 

 

 

【短時間正社員制度の労働者への周知方法・時期等】 

 

 

 

 

【短時間正社員制度導入後、処遇を実際に労働者へ適用させる時期等】 

 

 

 

 

【事業主の費用負担・制度確認等】 

□ 短時間正社員の賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、

同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であって、時間当たりの基本給、賞与、退職

金等の労働条件が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者と比較して同等であること。 

□ その他費用負担に関する特記事項（                                ） 

□  短時間正社員は、雇用保険の被保険者（雇用保険法第３８条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第４３

条第１項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。以下「雇用保険被保険者」という。）であること。 

□ 雇用する労働者を短時間正社員に転換させる場合は、当該労働者に転換する意思があることを前提とすること。 

 

【その他】 

□ 導入する短時間正社員制度が実施されるための合理的な条件（上記で記載した項目等）が労働協約又は就業規則に明示

されていること 

□ 心臓、肝臓、肺、胃、腸、骨、眼、耳などの諸臓器等
の検査及び糖、脂質代謝の検査等を含み、かつ、検査
項目に労働安全衛生法第 66 条第１項及び労働安全衛
生規則第 44 条に定める定期健康診断の項目を含んで
いること。 

□ 制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用
負担が労働協約又は就業規則に明示されていること。 

□ 受診等に要する費用は、その半額以上を事業主が負
担するものであること。 
また、受診等による費用を要さないもの（自治体等の
補助を受ける場合等）については、原則助成金の対象
とならないこと。 

□ 厚生労働省その他の公的機関等が、当該健康診断を実施
するために適当であると認めていない検診手法によるも
のではないこと。 
 

書式付きの表



□ その他特記事項（                                            ） 

 

 

 

 

 

４
．
⑤
施
行
日
等 

(1) 労働協約の締結予定日又は【就業規則の労働基準監督署等への届出予定日又は労働協約の締結予定日】 

→    年   月   日 頃 

 

(2) 労働協約又は【就業規則又は労働協約に係る従業員への周知予定日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）】 

→    年   月   日 頃 

 

(3) 労働協約又は【就業規則又は労働協約の施行予定日】 

→    年   月   日 頃 

 

  



【様式第 a-1 号別紙 5（記入上の注意）】  

 

 

１．「１．①現状・課題」欄 

・  健康づくり制度短時間正社員制度に係る雇用管理制度を導入するに至ったしようとする背景として、企業の現状・課題を記入してください。 

・事業所の現状・課題に照らして、その改善・解消に資するもので、労働者の職場への定着を促進するものとして、項目２以下を記入してくださ

い。 

 

２．「２．②制度の種類導入区分」欄 

・ 過去に健康づくり制度を導入していない場合は「新設」に、既に健康づくり制度を導入しているが、要領 02043 ホを満たしていない場合は「改

定」に✓を付してください。 

 （※１）要領 0203ホの要件 

  事業主が労働者の健康状態を把握して、個々の状況に応じた必要な配慮を行うことを目的として、希望する対象労働者に対して、心臓、肝臓、

肺、胃、腸、骨、眼、耳などの諸臓器等の検査及び糖、脂質代謝の検査等を含み、かつ、次の（ｲ）から（ﾁ）までに掲げる検診又は診断（以下「検

診等」という。）のうち１つ以上の検診等を含む身体の総合的健康診断（労働安全衛生法第 66条第１項、第２項及び第４項に規定する健康診断

として実施されるものを除く。以下「人間ドック」という。）を受診させる制度をいう。なお、次の検診等中に人間ドックを実施する医療機関で

受診できない検診等がある場合又はより専門的な医療機関で受診させることが適当である検診等である場合は、別の医療機関の検診等の受診を

含めることができる。 

（ｲ）胃がん検診：胃がんの発見を目的に、問診及び胃部エックス線検査等を行うもの 

（ﾛ）子宮がん検診：子宮頸がんの発見を目的に問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診等を行うもの、又は子宮体がんの発見を目的に問診及び

子宮内膜の細胞診を行うもの 

（ﾊ）肺がん検診：肺がんの発見を目的に、問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診等を行うもの 

（ﾆ）乳がん検診：乳がんの発見を目的に、問診、視診、触診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ）等を行うもの 

（ﾎ）大腸がん検診：大腸がんの発見を目的に、問診及び便潜血検査等を行うもの 

（ﾍ）歯周疾患検診：歯周疾患の発見を目的に、問診及び歯周組織検査等を行うもの 

（ﾄ）骨粗鬆症検診：骨粗鬆症の発見を目的に、問診及び骨量測定等を行うもの 

（ﾁ）腰痛健康診断：「職場における腰痛予防対策指針」（平成 25 年６月 18 日付け基発 0618 第１号厚生労働省労働基準局長通達別添）４(1)

イ又はロに掲げる項目について、医師により実施される健康診断であること。 

 

３．「③導入制度」欄 

・ 人間ドックにおいて実施する検査項目に１つ以上✓を付してください。 

 

４．「④導入制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件等」欄 

 （1) 制度導入の必須要件 

・ 内容を確認の上全てに✓を付してください。なお、あわせて提出する労働協約・就業規則の改正案はこの項目を原則全て満たしていることが必要

となります。 

 

（2) 導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

・  導入制度の趣旨・目的と内容、実施結果の活用方法等を記入してください。 

 

（3) 対象範囲、人数及び選定基準 

・ 対象労働者のうち、健康づくり制度の適用対象として選定する対象労働者（以下「適用対象労働者」といいます。）の人数を記入してください。 

・ 適用対象労働者の範囲を職種・職務・役職などにより限定する場合は、その理由・必要性を記入してください。 

・ 年齢、性別により対象としない者がいる等の場合は、その旨を記入してください。 

（※）対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

①次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 

(ｲ) 期間の定めなく雇用されている者 

(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者（具体的

には、雇い入れ時に一定の期間（1ヶ月、6ヶ月など）を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復されることで、過去 1年を

超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用から 1年を超える期間について、引き続き雇用されることが見込まれる者が該

当する。ただし、更新上限（通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限）のある者を除く。） 

②事業主に直接雇用される者であること。 

③雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38条第 1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第 1項に規定する「日雇労働被保

険者」を除く（以下「雇用保険被保険者（※）」という。）であること。 

      （※）雇用保険被保険者の中には雇用保険法第 37条の 2第 1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意が必要となります。な

お、上記以外の雇用条件で事業主に直接雇用される雇用保険被保険者についても、労働協約又は就業規則において健康づくり制度の対

象としても構いませんが、助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の対象とはなりません。 

 

（4) 検診の実施時期及び対象者への通知方法・時期 

・ 検診等を実施する時期と対象者への通知方法や通知時期を記入してください。 

・導入する短時間正社員制度の種類に☑を入れて下さい。 

 

３ 「３．制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件、事業主の費用負担・制度確認等」欄  

(1)「制度の概要・趣旨・目的」欄 

・導入する短時間正社員制度の概要や、趣旨・目的などを記入してください。 

 

(2)「制度の対象者の範囲及び人数、選定基準」欄 

・導入する短時間正社員制度の対象となる労働者の範囲について、✓を入れ、その人数を記入してください。 

 

※通常の労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

・事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。 

・事業所において正規の従業員として位置付けられていること。 

・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。 

書式を変更: フォント : 8 pt

書式を変更: フォント : 8 pt

書式を変更: フォント : 8 pt

書式を変更: フォント : 8 pt, フォントの色 : 自動



・社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員及び同業種・同職種の他の企業の正規の従業員と比較して、当該労働者の

雇用形態、賃金体系等（例えば長期雇用を前提として待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、退職金、定期的な昇

給の有無など）が正規の従業員として妥当なものであること。 

・雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38 条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第１項に規定する「日雇労働被保険

者」を除く。）であること。 

・社会保険の適用事業に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。 

 

(3)「短時間正社員制度の労働者への周知方法・時期等」欄 

・短時間正社員制度を労働者に適用させる場合、労働者への制度の周知方法や時期等を記入してください。 

 

(4)「短時間正社員制度導入後、処遇を実際に労働者へ適用させる時期等」欄 

・短時間正社員制度の導入を経て、制度に基づき実際に対象労働者の処遇に反映させる時期等を記入してください。 

 

(5)「事業主の費用負担・制度確認等」欄 

・事業主の費用負担の在り方について、該当するものに✓を入れてください。 

・費用負担に関する特記事項があれば記入してください。 

 

(65) その他 

・導入する短時間正社員制度が実施されるための合理的な条件（上記で記載した項目等）が労働協約又は就業規則に明示されていることを確認し、✓

を入れてください。 

・ その他特記事項があれば記入してください。 

 

４５．「４．⑤施行日等」欄 

(1) 「労働協約の締結予定日又は就業規則の労働基準監督署等への届出予定日又は労働協約の締結予定日」欄 

・ 労働協約の締結を行う予定の日や導入する短時間正社員雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について労働基準監督署等への届出を行う予

定の日や労働協約の締結を 

行う予定の日を記入してください。 

 

(2) 労働協約又は「就業規則又は労働協約に係る従業員への周知予定日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行う予定の日を記入してください。 

 

(3) 「労働協約又は就業規則又は労働協約の施行予定日」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約を施行する予定の日（＝制度を導入する予定の日）を記入してください。 

 

 

６．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。 
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（様式第 a-1 号別紙 6）(20235.4 改正) 

実施する雇用環境整備の措置の概要票保育労働者のうち一般被保険者の名簿 

 

①
現
状
・ 

課
題 

【 現 状 ・ 課 題 】  

 

 

 

②
導
入
区
分 

□新規導入      □購入 

        →   □リース契約・ライセンス契約 

□更新        □既存機器・設備等の変更 

③
導
入
す
る
機
器
・
設
備
等
の
概
要
等 

（1）機器・設備等の導入にあたっての必須要件 

（2）導入する機器・設備等の内容（仕様、数量、経費等） 

 

品 名 購入/リース 見積単価 台数 支払予定額 導入予定日 

① 

 

             円     台                      円 年  月  日頃 

② 

 

             円     台             円 年  月  日頃 

③ 

 

             円     台               円 年  月  日頃 

 導入費用見込み額                                                                                円 

  

（3）導入する機器・設備等の設置場所・利用人数 

導入予定事業所名 所在地 対象労働者数 当該業務に従事する 

労働者数 

当該業務に従事する労働者の職務の範囲 

①  人 人  

②  人 人  

③  人 人  

 

（4）適用対象労働者の業務負担の軽減効果等（導入前に比較し、どのくらい効果があるのか記入すること。） 

 

 

 

（5）その他 

 

 

□ 導入（調達）方法は、購入、リース契約、ライセンス契約及び既存の機

器・設備等の変更である。 

なお、リース契約及びライセンス契約による場合は、当初の契約期間

が1年未満であっても支障はないが、認定整備計画の初日から3年以上

継続して契約する見込みがあることを要する。 

□ 導入費用は、一の導入にかかる費用（見積価格及び購入価格。消費税を含

む。以下同じ。）が10万円以上である。 

リース契約及びライセンス契約に係る導入費用の算定については、当初のリ

ース契約期間の総契約額から１年間分のリース額を算出し、１年間分のリー

ス額に3を乗じたものを3年間で要する費用とみなし、当該費用を導入費用

とする。 

□ 次に該当する機器・設備等でないこと。 

a 通常の事業活動の維持のために用いられるもの（例：汎用事務機器、

ネットワーク環境整備の導入・更新等） 

b パソコン、タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器 

c 業務負担軽減に資する特種用途自動車以外の自動車 

d 不快感の軽減や快適化を目的としたもの（例：空調設備の導入・更新、

照明機器の交換等） 

e 自宅など対象事業所以外の場所に設置するようなもの（例：テレワー

ク用通信機器等） 

f 法令等で義務づけられるものであって、当然整備すべきとされている

もの 

g 社会通念上、助成対象とすることが適切でないもの 

□ 助成対象の機器・設備等（左記に該当しない機器・設備等）であっても、次

に該当するものに該当しない。 

a 事業主が私的な目的のために導入する機器・設備等 

b 事業主以外の名義の機器・設備等（リース契約のものを除く。） 

c 商品として販売又は賃貸する目的で導入する機器・設備等 

d 現物出資された機器・設備等 

e 機器・設備等の原材料 

f 取得後に解約あるいは第三者に譲渡した機器・設備等 

g 国外で導入する機器・設備等 

h 支払いの事実が明確でない機器・設備等 

i 資本的・経済的関連性がある事業主間の取引により導入する機器・設備等 

j 事業主と密接な関連性があると認められる相手との取引による機器・設

備等 

k 長期（３年以上）にわたり反復して更新することが見込まれないリース契

約等により貸借した機器・設備等 

l 他の助成金や補助金等の支給（支給申請中を含む。）に係る機器・設備等 

m 労働局長が行う現地調査において、その存在が確認できない機器・設備等 

④
施
行
日
等 

  

導入する機器・設備等の導入予定日 

→    年   月   日 頃 

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7
mm, 句読点のぶら下げを行う, 文字の配置 : 自動

書式付きの表

書式を変更: 取り消し線 (なし) , 蛍光ペン (なし) 

書式を変更: 取り消し線



Ⅰ．計画時離職率算定期間の初日時点の保育労働者 
    （計 枚中 枚目） 

（

 

 ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（

 

 ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（

 

 ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（

 

 ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（

 

 ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

（

 

 ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

 

 

  



Ⅱ．計画時離職率算定期間に１日以上在職していた保育労働者                  

（

 

 ） 

 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④計画時離職率算定期間の末日時点の状況  ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の

有無  
☐離職 

⑥ 離 職 理

由 
☐ 重責解雇等  ☐重責解雇等以外 

 
（

 

 ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④計画時離職率算定期間の末日時点の状況  ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の

有無  
☐離職 

⑥ 離 職 理

由 
☐ 重責解雇等  ☐重責解雇等以外 

 

（

 

 ） 

 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④計画時離職率算定期間の末日時点の状況  ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の

有無  
☐離職 

⑥ 離 職 理

由 
☐ 重責解雇等  ☐重責解雇等以外 

 

（

 

 ） 

 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④計画時離職率算定期間の末日時点の状況  ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の

有無  
☐離職 

⑥ 離 職 理

由 
☐ 重責解雇等  ☐重責解雇等以外 

（

 

 ） 

 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④計画時離職率算定期間の末日時点の状況  ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の

有無  
☐離職 

⑥ 離 職 理

由 
☐ 重責解雇等  ☐重責解雇等以外 

（

 

 ） 
 

①氏名  

②雇用保険被保険者番号  

③ 勤 務 事

業所 

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

④計画時離職率算定期間の末日時点の状況  ☐ 一般被保険者 ☐一般被保険者以外  

⑤離職の

有無  
☐離職 

⑥ 離 職 理

由 
☐ 重責解雇等  ☐重責解雇等以外 

※ 保育労働者数 

 

【 

１：Ⅰについて、保育労働者のうち一般被保険者の数 ＝    名（様式 a-1 号①(4)-1 に相当） 

２：Ⅱ－⑤について、離職している者の数 ＝   名（様式 a-1 号①(4)-2 に相当） 

書式を変更: 下線なし



３：２のうち、Ⅱ－⑥について、重責解雇等以外の者の数 ＝    名（様式 a-1 号①(4)-3 に相当） 

 

様式第 a-1 号別紙 6（注意書き記入上の注意）】 

 
１．「①現状・課題」欄 

・ 雇用環境整備の措置を行おうとする背景として、現状・課題を記入してください。 

 

 ２．「②導入区分」欄 

・ 対象事業所に業務負担の軽減を図る機器が導入されていない状態から新たに導入する場合は「新規導入」に✓を、既に業務負担を軽減する機器・設備等が導入されている

が、より性能の高いものに変更する場合は「更新」に✓を付してください。 

・ また、導入方法について、該当するものに✓を付してください。 

 

３．「③導入する機器・設備等の概要等」欄 

（1）機器・設備等の導入に当たっての必須要件 

・ 全ての項目を確認の上、全てに✓を付してください。（機器・設備を導入するには、全ての要件を満たすことが必要です。）。 

 

（2）導入する機器・設備等の内容（仕様、数量、経費等） 

      ・ 導入する機器・設備等の仕様、数量、経費等を具体的に記入してください。 

 

（3）導入する機器・設備等の設置場所・利用人数 

・ 対象労働者のうち、導入する機器・設備等を使用する対象として選定する対象労働者（以下「適用対象労働者」といいます。）の人数等について、導入を予定している対

象事業所ごとに記入してください。 

 「当該業務に従事する労働者数」欄には、導入を予定している対象事業所において、機器・設備等の導入に係る業務を行っている人数（＝適用対象労働者の人数）を記載

してください。 

また、「当該業務に従事する労働者の職務の範囲」欄には、導入する機器・設備等を実際に使用する予定である労働者の職務の範囲について記載してください。 

※ 対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

① 次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 

(ｲ) 期間の定めなく雇用されている者 

(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者（具体的には、雇い入れ時に一定

の期間（1か月、6ヶ月など）を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復されることで、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場

合又は採用から1年を超える期間について、引き続き雇用されることが見込まれる者が該当する。ただし、更新上限（通算契約期間又は有期労働契約の更新回

数の上限）のある者を除く。） 

② 事業主に直接雇用される者であること。 

③ 雇用保険の被保険者（雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く（以下「雇用

保険被保険者（※）」という。）であること。 

       （※）雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意が必要となります。なお、上記以外の雇用条件で

事業主に直接雇用される雇用保険被保険者についても、機器・設備等の使用対象としても構いませんが、助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の対象

とはなりません。 

 

（4）適用対象労働者の業務負担の軽減効果等 

・ 機器・設備等の導入により、対象労働者が直接作業していた行為について、身体の業務負担の軽減がどの程度図られ、その結果として、職場定着にどのような効果があ

るかを具体的に記入してください。 

 

（5）その他, 

・ その他特記事項があれば記入してください。 

 

４．「④施行日等」欄 

・ 機器・設備等の導入予定日を記入してください。複数導入の場合であって導入日が複数日に及ぶ場合、全ての機器・設備等の導入が完了する予定日を記入してください。 

 

５．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。１ 本様式は、主たる事業が保育事業以外の事業主の場合に

提出してください。 

 

２ 本様式には、「Ⅰ．計画時離職率算定期間の初日時点の保育労働者」及び「Ⅱ．計画時離職率算定期間

に１日以上在籍していた保育労働者」のうち一般被保険者について記載してください（ただし、「Ⅱ．計

画時離職率算定期間に１日以上在籍していた保育労働者」については、計画時離職率算定期間中に雇用し

た後、計画時離職率算定期間の末日時点で離職している方や雇用保険被保険者資格を喪失している方を含

みます。）。枠が足りない場合は、適宜追加して記載してください。 

  なお、保育労働者とは、専ら保育関係業務に従事する労働者をいいます。 

３ 保育労働者について、左欄に通し番号を記載し、Ⅰについては①から③まで、Ⅱについては①から⑥まで記

載してください（ただし、②、⑤については、該当する場合のみ記載してください）。 

４ Ⅰ－③欄及びⅡ－③欄には、対象労働者の勤務先の事業所名を記載してください。同時に提出する「事業所確

認票（様式第 a-2 号）」に記載した事業所の該当番号を記載しても差し支えありません。 

５ Ⅱ－④欄には、計画時離職率算定期間の初日（末日）時点で対象労働者が雇用保険一般被保険者の場合は

「一般被保険者」に、雇用保険一般被保険者以外の場合は「一般被保険者以外」にチェック☑を記載してくださ

い。 

６ Ⅱ－⑤欄には、対象労働者が計画時離職率算定期間の末日時点で離職している場合にチェック☑を記載して

ください。 

書式を変更: 取り消し線 (なし) , 蛍光ペン (なし) 

書式を変更: 取り消し線 (なし) , 蛍光ペン (なし) 

書式変更: インデント : 左  3.5 字, 最初の行 :  0
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書式変更: インデント : 最初の行 :  8 字

書式変更: インデント : 左  3.5 字, 最初の行 :  0
字

書式を変更: フォント : 8 pt

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7
mm, 最初の行 :  0.5 字

書式変更: インデント : 左 :  0 mm, 最初の行 : 
0.5 字



７ Ⅱ－⑥欄について、「重責解雇等」とは以下のいずれかをいいます。 

(ｲ) 定年退職（離職区分が「２Ｅ」に該当するもの） 

(ﾛ) 重責解雇（離職区分が「５Ｅ」に該当するもの） 

(ﾊ) 役員昇格、労働者の個人的な事情による労働時間の短縮等により雇用保険一般被保険者資格を喪失した者 

上記に該当する離職の場合は「重責解雇等」に、それ以外の離職の場合は、「重責解雇等以外」にチェック☑を記

載してください。なお、期間の定めがあり、かつ、当初より雇用期間の更新がない契約で雇用され、実際に雇用

契約の更新がなく雇用契約の満了により離職した者については、「重責解雇等」と同様の取り扱いとして構いま

せん。 

 



（様式第a-1号別紙７）（2025.4改正）

対象労働者の情報について、青色のセルに記載してください。

雇用環境整備

賃金規定制度 諸手当等制度 人事評価制度 職場活性化制度 健康づくり制度 雇用環境整備

(例) 厚生　一郎 1234-567890-1 株式会社○○ ○ 接客・給仕の職業 ○ ○

(例) 厚生　二郎 2345-678901-2 株式会社○○　□□支店 ○ 接客・給仕の職業 ○ ○

(例) 厚生　三郎 3456-789012-3 株式会社○○　△△支店 ×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

④主に担当している職務（職種）
　（雇用環境整備の措置を行う場合に

限る）

対象労働者名簿

№ ①氏名 ②雇用保険被保険者番号 ⑤適用対象労働者の該当の有無

⑥雇用管理制度等区分

雇用管理制度③-1 勤務事業所

（計　　枚中　　枚目）

③-2 ③-1における対象事
業所の該当の有無



【様式第 a-１号 参考様式１】 

 

 

○年○月○日 

 

合意書 

 

○○会社 代表取締役社長 

○○○○ 

 

○○会社 労働者代表 

○○○○ 

 

 

生産性向上に資するため人事評価制度について整備することに合意する。 

 

 

１ ○○制度概要 

・生産性向上に資するために、人事評価制度について整備するものであること。 

・ 

・ 

 

２ 施行予定日： ○年○月○日 

 

書式を変更: フォントの色 : 赤



様式第a-2号（20235.4改正）

※該当する提出時にチェックを入れてください。

事業所数

（計　枚中　枚目）

①事業所名

－ －

①事業所名

－ －

①事業所名

－ －

①事業所名

－ －

①事業所名

－ －

(　)

②事業内容

③雇用保険適用事業所番号

(　)

②事業内容

③雇用保険適用事業所番号

※　以下④、⑤及び⑥欄は、介護事業を行う事業所支給要領0203の雇用管理制度、支給要領0204に定める業務負担軽減
機器等又はその両方の導入及びその制度・措置の実施を行う事業所の場合に記入してください。

④雇用管理責任者氏名 ⑤⑥周知の有
無及び周知方

法

⑥⑦裏面の「注意事項４」（※裏面）のに記載の期間
に対応するおける離職者の数 人

⑦⑥⑧⑦のうち、定年退職又は、重責解雇、重責解雇に該当す
る離職者等による離職者 した者等を除いた数

□有 （□事業所内の掲示　□回覧　□会議の開催
等
　　　 □その他（
））
□無

⑤周知日

人

(　)

②事業内容

③雇用保険適用事業所番号

※　以下④、⑤及び⑥欄は、介護事業を行う事業所支給要領0203の雇用管理制度、支給要領0204に定める業務負担軽減
機器等又はその両方の導入及びその制度・措置の実施を行う事業所の場合に記入してください。

人

⑤⑥周知の有
無及び周知方

法

□有 （□事業所内の掲示　□回覧　□会議の開催
等
　　　 □その他（
））
□無

④雇用管理責任者氏名

⑥⑦裏面の「注意事項４」（※裏面）のに記載の期間
に対応するおける離職者の数 人 ⑦⑥⑧⑦のうち、定年退職又は、重責解雇、重責解雇に該当す

る離職者等による離職者 した者等を除いた数

⑤周知日

(　)

②事業内容

③雇用保険適用事業所番号

※　以下④、⑤及び⑥欄は、介護事業を行う事業所支給要領0203の雇用管理制度、支給要領0204に定める業務負担軽減
機器等又はその両方の導入及びその制度・措置の実施を行う事業所の場合に記入してください。

④雇用管理責任者氏名

⑥⑦裏面の「注意事項４」（※裏面）のに記載の期間
に対応するおける離職者の数 人

⑦⑥⑧⑦のうち、定年退職又は、重責解雇、重責解雇に該当す
る離職者等による離職者 した者等を除いた数 人

⑤⑥周知の有
無及び周知方

法

□有 （□事業所内の掲示　□回覧　□会議の開催
等
　　　 □その他（
））
□無

⑤周知日

事業所確認票

　　　□　１．雇用管理制度等整備計画書認定申請時
　　　□　２．支給申請書（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）提出時

　申請事業所（通常は本社）を含む雇用管理制度の導入に係る全ての事業所同一の事業主が設置する全
ての雇用保険適用事業所（業務負担軽減機器等の未導入の事業所を含みます。）について記入して下さ
い。

事業所

(　)

②事業内容

③雇用保険適用事業所番号

※　以下④、⑤及び⑥欄は、介護事業を行う事業所支給要領0203の雇用管理制度、支給要領0204に定める業務負担軽減
機器等又はその両方の導入及びその制度・措置の実施を行う事業所の場合に記入してください。

④雇用管理責任者氏名

⑥⑦裏面の「注意事項４」（※裏面）のに記載の期間
に対応するおける離職者の数 人 ⑦⑥⑧⑦のうち、定年退職又は、重責解雇、重責解雇に該当す

る離職者等による離職者 した者等を除いた数 人

⑤周知日

⑤⑥周知の有
無及び周知方

法

□有 （□事業所内の掲示　□回覧　□会議の開催
等
　　　 □その他（
））
□無



注意事項

(　)

※　以下④、⑤及び⑥欄は、介護事業を行う事業所支給要領0203の雇用管理制度、支給要領0204に定める業務負担軽減
機器等又はその両方の導入及びその制度・措置の実施を行う事業所の場合に記入してください。

⑥⑦裏面の「注意事項４」（※裏面）のに記載の期間
に対応するおける離職者の数 人

⑦⑥⑧⑦のうち、定年退職又は、重責解雇、重責解雇に該当す
る離職者等による離職者 した者等を除いた数 人

⑤⑥周知の有
無及び周知方

法

□有 （□事業所内の掲示　□回覧　□会議の開催
等
　　　 □その他（
））
□無

⑤周知日

④雇用管理責任者氏名



　

　

１．本様式は、「１．雇用管理制度等整備計画書認定申請時」及び「２．支給申請書（雇用管理制度助
成コース／目標達成助成）　提出時」にそれぞれ作成し、提出して下さい。

２．申請事業所（通常は本社）を含む雇用管理制度の導入に係る全ての事業所同一の事業主が設置する
全ての雇用保険適用事業所（業務負担軽減機器等の未導入の事業所を含みます。）について、
　左欄には通し番号を記入し、各①～③欄を記入して下さい。
　また、雇用保険適用事業所以外の事業所（非該当承認を受けた事業所）の場合、③欄には直近上位の
雇用保険適用事業所における雇用保険適用事業所番号を記載してください。

３．雇用管理責任者とは、雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応、その他労働者の雇用
管理の改善等に関する担当者をいいます。介護事業を行う事業所支給要領0203の雇用管理制度、支給要
領0204に定める業務負担軽減機器等又はその両方の導入及びその制度・措置の実施を行う事業所の場合
は、本助成金の申請に際して、事業所ごとに雇用管理責任者を選任し、また選任したことを労働者に周
知する必要がありますので、④欄、⑤欄及び⑥欄を記入してください。なお、雇用管理制度等整備計画
認定申請時に当該事業所において雇用管理責任者の選任及び周知を行っていない場合は、④欄に選任予
定の方の氏名を記載し、⑤欄は周知予定日を記載し、⑥欄は「無」にチェックして雇用管理制度等整備
計画開始日までに選任し、労働者に周知してください。

４．「１．雇用管理制度等整備計画書認定申請時」は、計画書提出日の12か月前の日の属する月の初日
から計画書提出日の属する月の前月末までの期間の雇用保険一般被保険者の離職者を、及び「２．支給
申請書（雇用管理制度助成コース/ 目標達成助成）提出時時」には、雇用管理制度等整備計画期間の末
日の翌日から起算して12か月を経過する日までの期間の雇用保険一般被保険者の離職者を⑦欄にそれぞ
れ次の期間における離職者数を⑥欄、⑦欄に記入して下さい。
※　雇用保険一般被保険者には短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者、高年齢被保険者は含みませ
ん（なお、事業所に「高年齢被保険者」の労働者のみ在籍している場合は、「雇用保険一般被保険者」
を「高年齢被保険者」と読み替えることとします。）。
　①「１．雇用管理制度整備計画認定申請時」
　　　計画書提出日の12か月前の日の属する月の初日から計画書提出日の属する月の前月末
　　　までの期間
　②「２．支給申請書（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）提出時」
　　　雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月を経過する日までの期間

５．事業所が他都道府県にまたがる場合もすべて記入して下さい。

６．枠が足りない場合は、複数枚を用いるか、適宜記載欄を追加して記載してください。

５．⑧欄には、⑦欄に記載した雇用保険一般被保険者のうち、以下に該当する者をいずれも除いた数を
記入してください。
・定年退職
・重責解雇
・事業主からの申出（雇用管理制度等整備計画の認定申請において、支給要領0402の雇用管理制度等整
備計画の認定申請期限内に雇用管理制度等整備計画の提出を行った場合であって、雇用管理制度等整備
計画の認定を受けるまでに申出を行うもの又は認定若しくは不認定を行ってから1か月以内に申出を行う
ものに限る。また、支給申請においては、0501の支給申請書等の提出期限内に支給申請書等の提出を
行った場合であって、支給決定を受けるまでに申出を行うもの又は不支給決定後1か月以内に申出を行う
ものに限る。）があり、かつ、雇用保険の給付制限に係る離職理由について重責解雇の認定を受けてい
ないものの、事業主や離職者以外の第三者からの聴取や客観的証拠の確認によって重責解雇に該当する
ものによる離職
・役員昇格、労働者の個人的事情による労働時間の短縮等による資格喪失、
・雇用期間の定めがあり、かつ、当初より雇用期間の更新がない契約で雇用され、実際に雇用契約の更
新がなく雇用契約の満了により離職した者
・雇用期間の更新がある契約で雇用され（更新後の雇用期間が雇入れから1年を超えないことが明らかで
ある場合に限る）、実際に1年以内に雇用契約の満了により離職した者



様式第 a-3-1 号（20232025.4 改正） 

 

認定通知書 

 

  令和 年    月    日 

 

                      殿 

 

                                                             労働局長 

 

 

 下記のとおり認定することにしましたので通知します。 

                                      

記 

 

 

認定番号  

助成金名 人材確保等支援助成金 

コース名 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 

申請内容 雇用管理制度等整備計画（変更）書 

申請年月日 年  月  日 

認定年月日 年  月  日 

雇用管理制度等区分  

計画時離職率  ％ 

離職率の低下目標  

支給申請期間 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

備考 

 

 

 

※ 今回認定された計画提出日時点の人数規模区分と、支給申請時に算出する評価時離職率算

定期間の初日時点の人数規模区分が異なる場合、上記の離職率の低下目標が変更となります

ので、ご留意ください。 

 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース） 雇用管理制度整備計画 認定通知書 

 

  年    月    日 

 

                      殿 

 



                                                                労働局長 

 

 

   年  月  日付けをもって認定申請のあった人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成

コース）雇用管理制度整備計画（変更）書について、下記のとおり認定することとしたので通知

します。 

                                      

記 

 

１ 認定年月日           年    月    日 

２ 認定番号        第               号 

３ 認定金額                         

目標達成助成              ５７０，０００円 

４ 計画時離職率                      ％ 

５ 離職率の低下目標                    ％ポイント 

６ 目標離職率                       ％ 

 

 

※１ 今回認定された計画提出日時点の人数規模区分と、目標達成助成申請時に算出する評価時

離職率算定期間の初日時点の人数規模区分が異なる場合、上記の目標離職率が変更となりますの

で、ご留意ください。 

※２ 過去３年以内に助成金（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）を受給している場合、

上記３の認定金額は、支給決定されないことがあります。 

※３ 過去３年以内に職場定着支援助成金（雇用管理制度助成コース／制度導入助成又は目標達

成助成）を受給している場合、上記３の認定金額は、支給決定されないことがあります。  

※４ 上記他にも条件がございますので詳しくはハローワーク及び労働局にお尋ねください。 



様式第 a-3-2 号(2025.4 改正) 

 

認定通知書 

 

  令和 年    月    日 

 

                      殿 

 

                                                             労働局長 

 

 

 下記のとおり認定することにしましたので通知します。 

                                      

記 

 

 

認定番号  

助成金名 人材確保等支援助成金 

コース名 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 

申請内容 雇用管理制度等整備計画（変更）書 

申請年月日 年  月  日 

認定年月日 年  月  日 

備考 

 

 

 

※１ 「雇用管理制度等区分」、「計画時離職率」、「離職率の低下目標」及び「支給申請期間」

については、計画（変更）書の入力内容をご参照ください。 

※２ 今回認定された計画提出日時点の人数規模区分と、支給申請時に算出する評価時離職率算

定期間の初日時点の人数規模区分が異なる場合、上記の離職率の低下目標が変更となります

ので、ご留意ください。 

 

 

 



様式第 a-4 号（202519.4 改正） 

不認定通知書 

 

  令和  年    月    日 

 

                          殿 

 

                                                             労働局長 

 

 

下記のとおり不認定とすることにしましたので通知します。 

 

     記 

 

 

助成金名 人材確保等支援助成金 

コース名 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 

申請内容 雇用管理制度等整備計画書 

申請年月日 年  月  日 

不認定年月日 年  月  日 

不認定理由 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース） 雇用管理制度整備計画 不認定通知書 

 

  年    月    日 

 

                      殿 

 

                                                                労働局長 

 

 



  年  月  日付けをもって認定申請のあった人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コ

ース）雇用管理制度整備計画（変更）書は、下記の理由により認定しないこととしたので通知し

ます。 

 

 

記 

 

 理  由 



様式第 a-5 号（202519.4 改正） 

 

認定取消通知書 

 

  令和   年  月  日 

 

                  殿 

 

 

                                                                   労働局長  

 

 

令和 年  月  日付けで貴殿に対して行った下記の認定について、下記の理由により取り

消しましたので通知します。 

  

記 

 

認定番号  

助成金名 人材確保等支援助成金 

コース名 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 

申請内容 雇用管理制度等整備計画書 

理由 

 

 

 

 

 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース） 雇用管理制度整備計画 認定取消通知書 

 

  年  月  日 

 

                  殿 

 

 

                                                                  労働局長  

 

 

   年  月  日付けをもって、貴殿に対して行った人材確保等支援助成金（雇用管理制度



助成コース） 雇用管理制度整備計画の認定については、下記の理由により取り消したので通知し

ます。 

  

記 

 

  理  由 

 

 

 



 

 

様式第 a-6号(20232025. 64改正) 
人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース／目・雇用環境整備助成コース標達成助

成）支給申請書 

 人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース／目標達成助成コース）の支給を受けたいので以下

のとおり申請します。  

なお、本申請日時点において、雇用保険被保険者資格取得届及び雇用保険被保険者資格喪失届について、届出漏れ

がないことを申し添えます。 

                                   年  月  日 
     労働局長 殿   事業主 住 所 〒 

（     公共職業安定所経由）  又は  名称  
              代理人 氏 名                      
 
 代理人が申請する場合は、上欄に代理人の氏名等を、下欄に人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース／目標達
成助成・雇用環境整備助成コース）の支給に係る申請事業主の氏名等を記載し、社会保険労務士法施行規則第16条第２項
に規定する提出代行者又は同則第16条の３に規定する事務代理者たる社会保険労務士が申請する場合は、上欄に申請事業
主の氏名等を、下欄に社会保険労務士の氏名等を記載して下さい。 

 

事業主又は     住所                  
社会保険労務士  名称                  

                       (提出代行者・事務代理者）  氏名                 

 

    

①申請事業者の主たる事業所

の雇用保険適用事業所番号
 

―    ―   
②整備計画期間

 
   年  月   日 

 ～   年  月  日 

②
③整備計画の認定年

月日
雇用管理制度整備計画

期間 

    年    月    

日 ～     年     

月     日
 

④整備計画の認定番号 

 

③ 整 備 計 画 の 認 定

年月日  

  年   月   

日 
④整備計画の認定番号   

⑤計画時離職率 ％  ⑥離職率の低下目標 １％・現状維持  
⑦目標離職率 

（上限30％） 
％  

⑧⑦-1 離職率算定対象事業所における雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日時

点の雇用保険一般被保険者数  
人  

⑧⑦ -2 離職率算定対象の事業所におけるにおける整備計画期間の末日終了日

の翌日から起算して  

12か月を経過する日までの１年間期間に離職した雇用保険一般被保険者数の離職

者数  

人  

 ⑧⑦ -3 上記⑦ -2の人数のうち、定年退職及び又は重責解雇した者等を除

いた数  

 

人  

⑨⑧評価時離職率 

（(⑧⑦-3／⑧⑦-1)×100） 

％  

 

 

⑨雇用環境整備に係る対象経費額（雇用環境整備の措置を行った場合のみ） 円  

⑩支給申請額 目標達成助成 570,000円  

⑩-1 うち雇用管理制

度 

円 ⑩-2 うち雇用環境整備 円 

⑪雇用管理責任者の

選任 

□有 ・ 

□無 

⑫「賃金要件」を満たす場合の助成額の適用希望の有無 □有 ・ □

無 

⑪⑬国等からの補助金等（本助成金を含む）受給の有無 

 

有（                  ）・  無
 

書式変更: 両端揃え, インデント : 左 :  3.6 mm,
右 :  3.6 mm, 英単語の途中で改行しない

書式を変更: 文字の均等割り付け :  6.83 字

書式変更: インデント : 左 :  3.1 mm, 最初の行 : 
2 字

書式変更: 中央揃え, インデント : 左 :  6.2 mm,
最初の行 :  1 字

書式変更: インデント : 左 :  0 mm, ぶら下げイン
デント :  1 字, 最初の行 :  -1 字

書式付きの表



 

 

 

⑬労働安全衛生規則第43条、第44条等に基づく定期健康診断等の実施の有無 □   実 施          □   未 実 施 

⑬⑭評価時離職率算定期

間の  

末日まで、導入した雇用管理

制度、業務負担軽減機器等又

はその両方について、引き続

き導入した雇用管理制度を実

施しているか  

[雇用管理制度の実施] 

１．(１)導入した雇用管理制度に関する就業規則等への規定の有無 

□ 有   ・   □  無 (※「無」を選択した場合は支給対象外。の場合は支給

対象となりません) 

□ 有           □  無 

（２）２．（１）が「有」を選択したの場合、評価時離職率算定期間の末日までのに

おける雇用管理制度の実施状況の有無 

□ 実施済       □ 一部実施済    □ 未実施 

（３）３．（２）が「一部実施済」「・未実施」の場合、今後の具体的な実施予定

時期等 

 

   

 

                          

[業務負担軽減機器等の実施] 

４．評価時離職率算定期間の末日まで、業務負担軽減機器等を整備計画で予定された

人員が引き続き使用しているか 

□ 使用している       □ 一部使用    □ 使用していない 

５．一部使用・使用していない場合、今後の使用予定時期等  

 

                          

⑭申請書作成担当者（氏名・連絡先

） 

電話番号 

  

社会保険

労務士記

載欄 

作成年月日  電話番号作成者氏

名・連絡先 

  

提出代行・事務代理者の表示
 

 

 

 

 

※
処
理
欄 

（
労
働
局
記
入
） 

受 理 年 月 日     年  月  日 支給（不支給）決定年月日      年  月  日 

支給（不支給）決定金額                    円 支給（不支給）決定番号  

支給（不支給）決定金額の内
訳 

A  雇用管理制度 
a 賃金規定制度（  万円）  b 諸手当等制度（   万円） 
c 人事評価制度（  万円）  d 職場活性化制度（  万円） 
e 健康づくり制度（  万円）                              

B  雇用環境整備（  万円） 

計画期間の末日の翌日時点の雇用保険
一般被保険者数 

人 

計画期間の末日の翌日から
起算して12か月を経過する
日までの１年間期間にで離
職した者の数雇用保険一般
被保険者数 

人 

評価時離職率 ％ 
離職率の 

低下幅 
％ﾎﾟｲﾝﾄ 

□目標達成  ・  □
目標未達成クリア 

他の助成金の活用の有無 

□人材確保等支援助成金 

（□ 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース、□ 人事評価改善等助成コース、 

 □ 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース、 

 □ 介護福祉機器助成コース、□ 設備改善等支援コース） 

□人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成金コース） 

□人材確保等支援助成金（設備改善等支援コース） 

□人材確保等支援助成金建設労働者確保育成助成金（（雇用管理制度助成コース（建設
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分野）） 

□キャリアアップ助成金（コース名：                  ） 

□その他（                              ） 

備考欄 
 

※決裁欄  

（労働局使用）  

局 長 部 長 課 長 課長補佐 係 長 担 当 

      

 

  



 

 

様式第 a-6号（2025.4改正） 



 

 

様式第 a-6 号（注意書き） 
 
【（提出上の注意）】 
１．この申請書は、雇用管理制度計画期間の評価時離職率算定期間の末日の翌日から起算して 12 か月を経

過する日の翌日から２か月以内に、申請者の主たる事業所（通常本社）の所在地を管轄する都道府県労
働局職業安定部職業安定部あてに提出して下さい。なお、この申請書は労働局の管轄下にある公共職業
安定所(ハローワーク)に提出できる場合がありますので、労働局にお問い合わせ下さい。また、天災そ
の他支給申請期間内に助成金の支給を申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当
該理由のやんだ後１か月以内にその理由を記した書面を添えて申請することができます。 

 
２．支給申請書には次の書類を添付して下さい。 

□ 「事業所確認票」（様式第 a-2 号） 
□ 対象労働者名簿（様式第 a-16 号 別紙７） 
□ 離職率算定対象事業所における雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から起算して 12 か月を経過

する日までの雇用保険一般被保険者の離職状況理由等がわかる書類（離職証明書（写）等） 
□ 雇用管理制度を導入した場合、導入した雇用管理その制度の内容が確認できる書類（労働協約、就

業規則等の写し） 
  ※導入後に労働協約又は就業規則を改正している場合は、支給申請時点で最新の労働協約又は、就

業規則等の写しもあわせて提出することして下さい。 
□ 雇用管理制度若しくは業務負担軽減機器等又はその両方を導入・実施導入した雇用管理制度を実施

したことが確認できる書類（様式第 a-6号 別紙 1から 6及びそれらの内容を確認できる文書等）（※
詳細は【添付書類について】を参照のこと。） 

□ 整備計画期間中に、雇用管理制度若しくは業務負担軽減機器等又はその両方の導入・実施と併せ
て、対象労働者の賃金が 5％以上上昇したことが確認出来る次の書類（※「賃金要件」を満たす場
合の助成額の適用を希望する場合に限ります。）短時間正社員制度の雇用管理制度区分を含む雇用
管理制度整備計画に係る支給申請であって、主たる事業が保育事業以外の事業主の場合は、評価時
離職率算定期間に係る「保育労働者のうち一般被保険者の名簿」（様式第 a-6 別紙） 

 
□ 対象労働者に係る賃金の引き上げ後の最初の賃金支払日の 3 か月前の日が属する月から、賃金引

き上げ後の最初の賃金の支払日から 2 か月後の日が属する月までの賃金の支払い状況が確認できる
賃金台帳等の写し 

□ 賃金の引き上げの具体的な内容が確認できる賃金規定及び賃金表等の写し 
 （ただし、法人全体（保育事業を提供する事業所以外を含む）で雇用管理制度を導入する場合につ

いては不要です。） 
□ 支給要件確認申立書（共通要領様式第 1 号） 
□ 事業主が、法令で定める健康診断を実施していることが分かる書類（医療機関等との健康診断実

施にかかる契約書、領収書等） 
□ 事業所が社会保険の適用事業所であることが分かる書類（社会保険料納入証明書（写）、社会保

険料納入確認書（写）等）及び当該事業所の労働者が社会保険の被保険者であることが分かる書類
（賃金台帳（写）など、社会保険の支払いが分かる書類）（社会保険の要件を満たす場合に限
る。） 

□ 研修制度等の実施にかかる不正受給の際の取り扱い承諾書（様式第 a-6 号別紙６）（研修制度等
を外部機関等に委託等し実施した場合） 

□ その他管轄労働局長が必要と認める書類 
 
 
 
 
 
 
 

【（記入上の注意）】 
１． ③から⑦欄⑥については、「人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）雇用管理制度等整備計画認定

通知書」（様式第 a-3-1 号）を参照し記入してください。 

  なお、③及び④欄について、変更申請をした場合は、変更前の認定日、変更前の認定番号を記入してください。 

様式第 a-6 号（注意書き） 

 

２． ⑧⑦-1 から⑦-3 欄までについては、同一の事業主が設置する全ての雇用保険適用事業所（業務負担軽減機器等の未導入

の事業所を含みます。以下「離職率算定対象事業所」といいます。）における人数を記載して下さい。目標とする離職率の

低下幅を達成しているかを確認するために使用しますので、正確に記入して下さい。 

  なおまた、⑧⑦-1 の雇用保険一般被保険者数による人数規模区分が、雇用管理制度整備計画書認定申請時と異なる場合は、雇用

管理制度整備計画期間の末日の翌日時点の状況からによる、判断した人数規模区分における「低下させる離職率の低下目標ポイン

ト」が適用されることになりますので、以下の区分に応じ⑥を変更してください。⑥及び⑦欄についても変更して下さい。 

 ＜導入区分による離職率低下目標＞ 

  ① 原則 １％ポイント  ② 離職率算定対象事業所の雇用保険一般被保険者数が 9 人以下の事業主 現状維持 

３． 
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⑦また、⑧-3 にある「定年退職又は重責解雇した者等」とは、定年退職者、重責解雇者、重責解雇に該当する離職者（※）事業主か

らの申出（支給申請書等の提出期限内に支給申請書等の提出を行った場合であって、支給決定を受けるまでに申出を行うもの又は

不支給決定後１か月以内に申出を行うものに限ります。）があり、かつ、雇用保険の給付制限に係る離職理由について重責解雇の

認定を受けていないものの、事業主や離職者以外の第三者からの聴取や客観的証拠の確認によって重責解雇に該当するものによる

離職者の他に、役員昇格、労働者の個人的な事情による労働時間の短縮等により雇用保険一般被保険者資格を喪失した者、雇用契

約期間の満了による離職者を含みます。(※)事業主からの申出（整備計画の認定期限内に整備計画の提出を行った場合であって、

整備計画の認定を受けるまでに申出を行うもの又は認定若しくは不認定を行ってから１か月以内に申出を行うものに限ります。）

があり、かつ、雇用保険の給付制限に係る離職理由について重責解雇の認定を受けていないものの、事業主や離職者以外の第三者

からの聴取や客観的証拠の確認によって重責解雇に該当するものによる離職者 

 

３４． ⑨⑧欄には、以下の計算式によりで算出した離職率を記入して下さい。 

 

     制度導入の事業所における、雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から 

起算して 12 か月を経過する日までの期間に離職した雇用保険一般被保険者数（⑧⑦-3） 

評価時離職率（％） ＝ ＝                                       ×100 

     制度導入の事業所における、雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日時点における 

雇用保険一般被保険者数（⑧⑦-1） 

５．⑨には、雇用環境の整備の措置を行った場合のみ記入して下さい。また、⑩には、以下表を参考に支給申請額を計算の上、記

入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）上限額は、複数の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入した際の助成上限をいいます。 

（※2）括弧内の金額は、支給要領 0218 に定める賃金要件を満たした場合の支給額を示します。 

（※3）職場活性化制度については、メンター制度、従業員調査（エンゲージメントサーベイ）又は 1on1 ミーティングのいずれかの

施策を新たに導入した場合に助成されますが、当該施策の導入数に関わらず一律で 20 万円（25 万円）を助成します。 

（※4）対象経費とは、機器・設備等の購入費用（購入価格）の他、設定費用、社員等に対する研修費用、機器・設備等の設置・撤

去等の費用、リース契約及びライセンス契約等に係る費用を含みます。 

６．⑪について、本助成金の支給を受けるには、対象事業所（支給要領 0202 参照。なお、当該対象事業所が雇用保険の事業所非該当

承認を受けている場合は、直近上位の雇用保険適用事業所）ごとに「雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名を

各対象事業所に掲示すること等(社内メール等の電磁的方法による労働者への周知も可。)により労働者に周知している事業主であ

ることが必要となります。この選任を行っている場合は「有」に✔を、選任を行っていない場合は「無」に✔を付してください。

なお、「無」に✔を付した場合は、支給対象となりません。 

７．⑫には、整備計画期間中に、雇用管理制度若しくは業務負担軽減機器等の導入・実施又はその両方を行うことと併せて、対象労

働者の毎月決まって支払われる賃金を 5％以上上昇させた場合の助成額の適用を希望する場合、「有」に✔を、希望しない場合は

「無」に✔を付してください。なお、毎月決まって支払われる賃金の 5％以上上昇に係る確認については、事業主単位（離職率算

定対象事業所）で判断するものとなります。 

４８．支給申請日において国、特別の法律に基づいて設立された法人等からの補助金、助成金等（本助成金を含む。）を受給して

いる（予定を含む。）場合は、この助成金（雇用管理制度助成コース）の対象とならないことがあります。⑬欄には、受給の有

無及び受給している（予定を含む。）補助金等のすべてについてその名称を記入して下さい。（書ききれない場合は別紙に記入

して添付して下さい。） 

 

５９．⑬欄（１）⑭1 については、雇用管理制度整備計画期間に整備した雇用管理制度を廃止していなければ「有」に✔を、に、廃

止していれば「無」にチェック✔を付し入れてください。なお、「無」にチェック✔が入る場合は、支給対象となりません。 

  ⑬⑭2 欄（２）については、⑬欄（１）⑭1 で「有」にチェック✔を付けたした場合、評価時離職率算定期間において、雇用管

理制度を実施した場合には「実施済」に、雇用管理制度を一部実施済みの場合は「一部実施済」に、全く実施していない場合は

「未実施」にチェック✔を付けてしてください。なお、「実施済」とは全ての適用対象労働者に対し、全ての雇用管理制度を実施

した場合を、「一部実施済」とは一部の適用対象労働者や一部の雇用管理制度を実施した場合を、「未実施」とは雇用管理制度を

全く実施していない場合をいい、「未実施」の場合は支給対象とならない場合があります。 

  ⑬⑭3 欄（３）については、⑬欄（２）⑭2 で「一部実施済」又は「未実施」にチェック✔を付し付けた場合、今後の雇用管理制

対象事業所における

雇用保険一般被保険

者の人数規模区分 

１～９人 10～29 人 30～99 人 
100～ 

299 人 
300 人以上 

低下させる離職

率ポイント 

15％ポイン

ト 

10％ポイン

ト 

７％ポイン

ト 

５％ポイン

ト 

３％ポイン

ト 

雇用管理制度等区分 助成額 上限額 

A 雇用管理制度 a 賃金規定制度 
40 万円 

（50 万円） 80 万円 

（100 万円） 

b 諸手当等制度 

c 人事評価制度 

d 職場活性化制度 20 万円 

（25 万円） e 健康づくり制度 

B 雇用環境整備 
対象経費の 1/2 

（62.5/100） 

150 万円 

（187.5 万円） 
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度の具体的な実施時期等について記載してください。実施していない理由と今後の雇用管理制度の具体的な実施時期等について記

載してください。 

  (例)・就業規則上の雇用管理制度の実施時期(６月)に到達していないため未実施。なお、就業規則に基づき、６月 10 日に雇

用管理制度を実施予定。。 等 

・全対象労働者５名のうち、対象労働者３名については実施済み。残り２名については、６月 10 日に実施予定。 

    ・研修制度 10 時間のうち８時間実施済み。残り２時間については、６月 10 日に実施予定。等 

６10．⑭4 欄については、評価時離職率算定期間において、全ての適用対象労働者が業務負担軽減機器等を使用して業務を行ってい

る場合には「使用している」に、一部の適用対象労働者が使用して業務を行っている場合は「一部使用」に、全く使用していない

場合は「使用していない」に✔を付してください。なお、「使用していない」の場合は支給対象とならない場合があります。 

  ⑭5 については、⑭4 で「一部使用」又は「使用していない」に✔を付した場合、使用していない理由と今後の具体的な使

用方針等について記載してくださいこの申請書の内容を了解している作成担当者を記入して下さい。労働局から記載内容に

ついて問い合わせることがあります。 

 

【添付書類について】 

雇用管理制度若しくは業務負担軽減機器等又はその両方を導入・実施したことが確認できる書類とは、雇用管理制度等区分ごとに

以下のとおりです。 

（ｲ）賃金規定制度 

a  導入した賃金規定制度の概要票（様式第 a-6 号別紙 1） 

b  適用対象労働者（支給要領 0205 参照）の賃金の支払い状況が確認できる賃金台帳等の写し 

（月給制の場合）① 制度の導入日の属する月の前月分、② 制度の実施日の属する月の前月分、③ 制度の実施日の属する月分、

④ 評価時離職率算定期間の末日が属する月分 

（時給制又は日給制の場合）① 制度の導入日の 6 か月前から制度の導入日の属する月の前月までの分、② 制度の実施日の属す

る月の前月分、③ 制度の実施日の属する月分、④ 評価時離職率算定期間の末日が属する月分 

c  適用対象労働者の出勤簿等出勤状態が確認できる書類の写し（上記 b の賃金の支払いに係る出勤状況が確認できる分） 

d  適用対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し 

e  賃金規定制度を実施したこと及びその内容、実施日が確認できる書類の写し 

① 事業所内への周知を行ったことが確認できる書類、② 制度導入後の賃金規定及び賃金表 

（ﾛ）諸手当等制度  

a  導入した諸手当等制度の概要票（様式第 a-6 号別紙 2） 

b  適用対象労働者の賃金の支払い状況が確認できる賃金台帳等の写し 

（月給制の場合）① 制度の導入日の属する月の前月分、② 制度の実施日の属する月の前月分、③ 対象となる諸手当等を支給し

た月分、④ 評価時離職率算定期間の末日が属する月分 

（時給制又は日給制の場合）① 制度の導入日の 6 か月前から制度の導入日の属する月の前月までの分、② 制度の実施日の属す

る月の前月分、③ 対象となる諸手当等を支給した月分、④ 評価時離職率算定期間の末日が属する

月分 

c 適用対象労働者の出勤簿等出勤状態が確認できる書類の写し（上記 b の賃金の支払いに係る出勤状況が確認できる分） 

d  適用対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し  

e  諸手当等制度を実施したこと及びその内容、実施日が確認できる書類の写し 

① 事業所内の周知を行ったことが確認できる書類、② 対象労働者に係る各種手当の支給決定通知、③ 制度導入後の賃金規定

等の諸手当等の具体的な内容が記載されているもの 

（ﾊ）人事評価制度 

a 導入した人事評価制度の概要票（様式第 a-6 号別紙 3）  

b 適用対象労働者の賃金の支払い状況が確認できる賃金台帳等の写し（「毎月決まって支払われる賃金」の内容がわかるもの） 

（月給制の場合）① 制度の導入日の属する月の前月分、② 制度の実施日の属する月の前月分、③ 制度の実施日の属する月分、 

④ 評価時離職率算定期間の末日が属する月分 

（時給制又は日給制の場合）① 制度の導入日の 6 か月前から制度の導入日の属する月の前月までの分、② 制度の実施日の属す

る月の前月分、③ 制度の実施日の属する月分、④ 評価時離職率算定期間の末日が属する月分 

c  適用対象労働者の出勤簿等出勤状態が確認できる書類の写し（上記 b の賃金の支払いに係る出勤状況が確認できる分） 

d  適用対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し  

e  人事評価制度を実施したこと及びその内容、人事評価制度等の実施日が確認できる以下の書類の写し 

① 事業所内周知を行ったことが確認できる書類、② 評価結果の一覧、評価結果に基づく昇進・昇給・昇格に係る通知、③ 制

度導入後の賃金規定及び賃金表  等 

（ﾆ）職場活性化制度 

   a  メンター制度 

① 導入した職場活性化制度の概要票（様式第 a-6 号別紙 4） 

② メンター（外部メンターを除く。）及びメンティとなる適用対象労働者の出勤簿等出勤状態が確認できる書類の写し 

（a）制度の導入日の属する月の前月分、（b）メンター研修、メンター講座等を受講させた日が属する月分（メンター分の

み）、（c）メンタリングを実施した日が属する月分、（d）評価時離職率算定期間の末日が属する月分 

③ メンター（外部メンターを除く。）及びメンティとなる適用対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し 

④ メンター制度を実施したこと及びその内容、制度の趣旨・目的、実施日が確認できる書類の写し 

    （a）メンター（外部メンターを除く）に対するメンター研修、メンター講座を受講させたことが確認できる書類（講習内容

・日時・場所等が記載された実施通知、カリキュラム、セミナー受講証や修了証、領収書等） 

    （b）メンタリング（面談）を行ったこと及びその内容、制度の実施日が確認できる書類（日時・場所等が記録されたメンタ

リング（面談）実施記録等） 

（c）外部メンターを活用している場合、外部メンターを活用したことが確認できる書類（当該サービスの概要が分かる資

料、契約書、領収書等） 

   b 従業員調査（エンゲージメントサーベイ） 

書式変更: インデント : ぶら下げインデント :  5
字, 右 :  3.7 mm, 左  0 字, 最初の行 :  -5 字



 

 

① 導入した職場活性化制度の概要票（様式第 a-6 号別紙 4） 

② 適用対象労働者の出勤簿等出勤状態が確認できる書類の写し 

（a）制度の導入日の属する月の前月分、（b）従業員調査（エンゲージメントサーベイ）の実施日に属する月分、 

(c) 評価時離職率算定期間の末日が属する月分 

③ 適用対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し 

④ 従業員調査（エンゲージメントサーベイ）を実施したこと及びその内容、制度の趣旨・目的、実施日が確認できる書類の写し 

（a）従業員調査（エンゲージメントサーベイ）の日時や内容、調査手法をまとめた実施要領等、（b）従業員調査（エンゲージ

メントサーベイ）の結果と結果を踏まえた改善方策、（c）対象労働者へのフィードバックを行ったことの記録等、（d）外部

機関や専門家の助言・指導内容（従業員調査（エンゲージメントサーベイ）を外部委託している場合、委託内容（当該サービ

スの概要が分かる資料、契約書、領収書等）が確認できる書類 

   c 1on1 ミーティング 

① 導入した職場活性化制度の概要票（様式第 a-6 号別紙 4） 

② 上司及び部下となる適用対象労働者の出勤簿等出勤状態が確認できる書類の写し 

（a）制度の導入日の属する月の前月分、（b）民間団体等が実施するスキル（コーチング、カウンセリング等）の習得を目的と

した講習を受講させた日の属する月分（当該講習を受講した上司分のみ）、（c）1on1 ミーティングを実施した日の属する月

分、（d）評価時離職率算定期間の末日が属する月分 

③ 上司及び部下となる適用対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し 

④ 1on1 ミーティングを実施したこと及びその内容、制度の趣旨・目的、実施日が確認できる書類の写し 

（a）民間団体等が実施するスキル（コーチング、カウンセリング等）の習得を目的とした講習を受講させたことが確認できる書

類（講習内容・日時・場所等が記載された実施通知、カリキュラム、セミナー受講証や修了証、領収書等） 

（b）1on1 ミーティングを行ったこと及びその内容、制度の実施日が確認できる書類（日時・場所等が記録された面談記録等） 

（ﾎ）健康づくり制度 

a  導入した健康づくり制度の概要票（様式第 a-6 号別紙 5） 

b  適用対象労働者の出勤簿等出勤状態が確認できる書類の写し 

  ① 制度の導入日の属する月の前月分、② 制度の実施日の属する月分、③ 評価時離職率算定期間の末日が属する月分 

c  適用対象労働者の労働条件通知書又は雇用契約書の写し 

d  人間ドックを実施したこと及びその内容、制度の趣旨・目的、実施日が確認できる書類の写し 

① 実施内容・日時・場所等が記載された実施通知、② 実施機関との間で締結した契約書等（受診に係る申込書、発注書を

含む。）、③ 診断結果・所見等の情報の提供を受けることに関する取り決め等が分かる資料、④ 領収書 等 

（ﾍ）雇用環境整備 

a 実施した雇用環境整備の措置の概要票（様式第 a-6 号別紙 6）  

b 適用対象労働者の出勤簿等出勤状態が確認できる書類の写し 

 ①機器・設備等の導入日の属する月の前月分、②機器・設備等の実施日（機器・設備等の導入日）の属する月分、③評価時

離職率算定期間の末日が属する月分 

c 業務負担軽減機器等の導入が確認できる書類の写し 

① 発注書、② 契約書、請求書及び領収書（※リース契約の場合、整備計画期間の末日までの間に対応する支払った金額が

確認できるもの。）、③業務負担軽減機器等の仕様や内容がわかる資料、④導入した事業所内で撮影した写真（１台ずつ、

全体像と製造番号がわかるもの） 

ｄ支払い状態を確認する書類の写し 

総勘定元帳（現金科目又は預金科目のうち当該機器等の導入に伴う支払いにかかる部分）又は預金通帳（摘要欄及び支払金

額のうち当該機器等の導入に伴う支払いに係る部分）等 

 

【（書類等の保管）】 

 助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の支給を受けた事業主は、本助成金（雇用管理制度助成コース）の申請に当

たって提出した書類等について、当該助成金（雇用管理制度助成コース）の最後の支給決定日の翌日から起算して５年間整理保管

することとされています。 

また、これらの書類等について都道府県労働局職業安定部より提示、又は提出を求められたときは、速やかに提示又は提出

下さい。この求めに応じていただけない場合、雇用保険法の規定に基づき罰せられることがあります。 

 

 (助成金（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）の支給を受けるためには、以下のような条件が
定められています。この他の条件等の詳細については、ハローワーク又は労働局にお問い合わせ下さ
い。) 

１ 雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から雇用管理制度助成コース／目標達成助成に係る支給申
請期間の末日までの期間において、３人を超え、かつ、雇用保険被保険者の６％に相当する数を超え
た特定受給資格者となる離職を出した事業主でないこと。 

 
２ 計画開始日の前日から起算して６か月前から雇用管理制度整備計画期間の末日までの期間につい

て、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇等していないこと（同一事業主の全ての適用事業
所が対象）。 

なお、「解雇等」とは、重責解雇、重責解雇に該当する離職及び天災その他やむを得ない理由によ
り事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、雇用
保険被保険者資格喪失の確認の際に喪失原因が「３」と判断されるものである。 

 
３ 過去３年以内にこの計画書と同じ雇用管理制度の区分を含む本助成金（雇用管理制度助成コース／目

標達成助成）の支給を受けた事業主でないこと。 
 
４ 過去３年以内にこの計画書と同じ雇用管理制度の区分を含む職場定着支援助成金（雇用管理制度助成

コース／制度導入助成及び目標達成助成）の支給を受けた事業主でないこと。 

書式を変更: 文字の倍率 : 99%, 文字間隔広く  0.05
pt, 文字の均等割り付け :  43.46 字

書式を変更: 文字の倍率 : 99%, 文字間隔狭く  0.5
pt, 文字の均等割り付け :  43.46 字

書式を変更: 取り消し線

書式変更: インデント : 左  0 字

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字

書式を変更: 取り消し線 (なし) , 蛍光ペン (なし) 

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7
mm, 最初の行 :  1 字



 

 

 
５ 過去３年以内にこの計画書と同じ雇用管理制度の区分を含む中小企業労働環境向上助成金（個別中小

企業助成コース（雇用管理制度助成））の支給を受けた事業主でないこと。 
 
６ 過去３年以内にこの計画書と同じ雇用管理制度の区分を含む建設労働者確保育成助成金（雇用管理制度

助成コース／制度導入助成）の支給を受けた事業主でないこと。 



（様式第 a-6 号別紙 1）（2022.4 改正 5.4 改正） 

導入した諸手当等賃金規定制度の概要票 

１
．
①
現
状
・
課

題 

 
□ 計画のとおり 

 
 
 
 

 

２
．
②
制
度
の
種
類
導

入
区
分 

 
□ 諸手当制度  → □通勤手当  □住居手当  □転居手当    □家族手当  □単身赴任手当 

□ 諸 手当制度  → □役職手当  □資格手当  □海外赴任手当  □地域手当  □出張手当 
□ 諸手当制度  →  □その他（                    ） 
 
□ 退職金制度新設（「賃金規定」と「賃金表」がいずれも整備されていない場合） 
 
□ 賞与制度改定（賃金表が未整備の場合） 

 



３
．
③
導
入
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
、
事
業
主
の
費
用
負
担
等 

（1）制度導入の必須要件 

 
（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容）   □計画のとおり 
 
 
 
 
 
（3）実施対象範囲、人数及び選定基準    

○制度の対象者  ：     人 
 
 
 
 
 
（4）賃金への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等）  □計画のとおり 
 
 
 
 
 
 
【制度の概要・趣旨・目的】 □ 計画のとおり 

 
 
 
【制度の対象者の範囲及び人数、選定基準】  □計画のとおり 
□ 通常の労働者   ：   人 

→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定した場合はその理由）   
 
 
 
 
 
□ 通常の労働者以外 ：   人 

    → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定した場合はその理由） 
 
 
 
 
 
 
【処遇への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等）】  □計画のとおり 
 
 
 
 
 
 
【事業主の費用負担】 
□ 制度導入後の雇用管理制度整備計画期間における通常の労働者一人一月当たりの平均賃金（臨時に支払われる 
賃金を除く。）が、雇用管理制度整備計画期間前の平均賃金と比較して低下していないものであること。 

□ 諸手当制度を導入した場合、手当の導入に伴い基本給を減額していないものであること。 
また、既存の手当を廃止して新たな手当を設けた場合は、新設した手当の支給総額が廃止した手当の支給総額 

よりも増加しているものであること。 
□ 退職金制度を導入した場合、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担しているものであること。 
□ その他費用負担に関する特記事項（                                ） 

 
 
（5）その他  □計画のとおり 
 
 

□ 賃金の計算方法や支払いの方法を定める「賃金規
定」及び基本給を算出する際の基礎となる単価（時
給、日給又は月給など）を雇用形態、年齢、役職、
職種及び資格などに対応して整理した「賃金表」を
整備していること。 

□ 年齢、勤続年数、能力等と連動して賃金が上昇するも
のであって、定期昇給の仕組みが導入されているもので
あること。 
 

□ 適用対象労働者の賃金（毎月決まって支払われる
賃金以外の手当も含む。）の額の引き下げを行う等、
本助成金の趣旨・目的に反する内容ではないこと。 

□ 適用対象労働者の賃金（毎月決まって支払われる賃金以
外の手当も含む。）の額の引き下げを行う等、本助成金の趣
旨・目的に反する内容ではないこと。支給申請日において
当該賃金規定を継続して運用している事業主であること。 

書式を変更: 取り消し線 (なし) , 蛍光ペン (なし) 

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ
明朝, 取り消し線 (なし) , 蛍光ペン (なし) 

書式を変更: 取り消し線 (なし) , 蛍光ペン (なし) 



 
 
 
 

４
．
④
施
行
日
等 

（1）【労働協約の締結日又は就業規則の労働基準監督署等への届出日又は労働協約の締結日】 
→    年   月   日 

 
（2）労働協約又は【就業規則又は労働協約に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）】 

→    年   月   日 
 
（3）労働協約又は【就業規則又は労働協約の施行日】 

→    年   月   日 

 

 

５．諸手当等制度に係る実施者名簿 （計  枚中  枚目） 

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤諸手当等制

度の実施日 
  年  月  日 

 

⑥諸手当等制度の内容 
 

  

⑦本人確認 
上記内容について確認しました。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤諸手当等制

度の実施日 
  年  月  日 

 

⑥諸手当等制度の内容 
 

  



⑦本人確認 
上記内容について確認しました。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤諸手当等制

度の実施日 
  年  月  日 

 

⑥諸手当等制度の内容 
 

  

⑦本人確認 
上記内容について確認しました。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤諸手当等制

度の実施日 
  年  月  日 

 

⑥諸手当等制度の内容 
 

  

⑦本人確認 
上記内容について確認しました。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤諸手当等制

度の実施日 
  年  月  日 

 

⑥諸手当等制度の内容 
 

  

⑦本人確認 
上記内容について確認しました。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

 

 

 

 

 

【様式第 a-6 号別紙 1（記入上の注意）】 

 

 
１．「①「１．現状・課題」」欄 

・ 諸手当等制度に係る雇用管理制度賃金規定制度を導入するに至ったした背景として、企業の現状・課題を記入してくださ
い。 

・ 認定雇用管理制度整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れ付してください。 
 

２．「②「２．制度の種類」導入区分」欄 
・ 導入区分について「新設」か「改定」のいずれかに✓を付してください。導入した雇用管理制度（諸手当等制度）
の種類に✓を入れてください。 
・諸手当制度を導入した場合は、あわせて導入する手当に✓を入れてください。 

 
３．「③導入「３．制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件、事業主の費用負担等」」欄  
(1)「 制度の概要・趣旨・目的」欄導入の必須要件 

・ 導入した雇用管理制度の概要や、趣旨・目的などを記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください制度導入後の関係書類を全て確認
し全ての項目が満たされている場合に、項目全てに✓を付してください。なお、あわせて提出する労働協約・就業規則はこ
の項目を原則全て満たしていることが必要となります。 

 
(2) 導入制度の概要（趣旨・目的、内容）「制度の対象者の範囲及び人数、選定基準」欄 

・  導入制度の趣旨・目的と(1)の要件を踏まえた内容を具体的に記入してください。 
・  整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。・導入した雇用管理制度の対象となる労
働者の範囲について、✓を入れ、その人数を記入してください。 



 
・制度の対象となる労働者の範囲を職種・職務・役職などによって限定した場合は、その理由・必要性を記入してくださ

い。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 
 
※通常の労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 
・事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。 
・事業所において正規の従業員として位置付けられていること。 
・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。 
・社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員及び同業種・同職種の他の企業の正規の従業員と比較

して、当該労働者の雇用形態、賃金体系等（例えば長期雇用を前提として待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給
形態、賞与、退職金、定期的な昇給の有無など）が正規の従業員として妥当なものであること。 

・雇用保険の被保険者（雇用保険法第38条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第１項に規定す
る「日雇労働被保険者」を除く。）であること。 

・社会保険の適用事業に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。 
 

(3) 実施対象範囲、人数及び選定基準「処遇への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等）」欄 
・ 賃金規定制度の適用対象として選定した労働者（以下「適用対象労働者」といいます。）のうち、実際に制度を実施した
労働者の範囲について、その人数を記入してください。（※賃金規定制度は対象事業所における全ての対象労働者が適用対
象労働者となります。）。 

 
（※）対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

①  次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 
(ｲ)  期間の定めなく雇用されている者 
(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同等と認め

られる者（具体的には、雇い入れ時に一定の期間（1か月、6か月など）を定めて雇用されていた労働者が、その雇
用期間が反復されることで、過去 1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用から 1年を超え
る期間について、引き続き雇用されることが見込まれる者が該当する。ただし、更新上限（通算契約期間又は有期労
働契約の更新回数の上限）のある者を除く。） 

② 事業主に直接雇用される者であること。 
③ 雇用保険の被保険者（雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定

する「日雇労働被保険者」を除く（以下「雇用保険被保険者（※）」という。）であること。 
       （※）雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留

意が必要となります。なお、上記以外の雇用条件で事業主に直接雇用される雇用保険被保険者についても、労働
協約又は就業規則において賃金規定制度の対象としても構いませんが、助成金（雇用管理制度・雇用環境
整備助成コース）の対象とはなりません。 

・評価結果を処遇に反映させる時期、賃金締切日及び賃金支払日（評価対象期間と処遇への反映時期との関係）、毎月の
給与 

や賞与への反映方法、昇進・昇格等への反映方法などの手続き等について記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 
(4) 「事業主の費用負担」欄 
・事業主の費用負担の方法について、該当するものに✓を入れてください。 
・費用負担に関する特記事項（労働者本人の希望に応じて、事業主が拠出する掛金に上乗せして掛金を拠出する場合など）

が 
あれば記入してください。賃金への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等） 

・ 導入した賃金規定制度を賃金に反映させた時期、賃金締切日及び賃金支払日、その手続き等について記入してください。 
・ 整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。 

 
(5) 「その他」欄  

・ その他特記事項があれば記入してください。 
・ 整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付し入れてください。 

 
４．「「④４．施行日等」」欄 
(1) 「労働協約の締結日又は就業規則の労働基準監督署等への届出日又は労働協約の締結日」欄 

・ 労働協約の締結を行った日や導入した雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について、労働基準監督署等への届
出を行った日労働協約の締結を 

行った日を記入してください。 
 

(2)  労働協約又は「就業規則又は労働協約に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）」欄 
・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行った日を記入し
てください。 

 
(3) 「労働協約又は就業規則の施行日」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約を施行した日（＝制度を導入した日）を記入してください。 
 

５．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。 

 

 

５ 「５．諸手当等制度に係る実施者名簿」 

(1)新たな諸手当等制度を実施した通常の労働者（３(2)※参照）について、左欄に通し番号を記入してください。 

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm,
最初の行 :  2 字

書式変更: インデント : 最初の行 :  2 字

書式を変更: フォント : 10 pt, 蛍光ペン (なし) 

書式変更: インデント : 左  0 字

書式変更: 右揃え, インデント : 左 :  3.7 mm, 右 : 
3.7 mm



 

(2)「③職種」欄 

・対象労働者ごとの職種（事務、販売、サービス、生産工程等）を記入してください。 

 

(3)「④勤務先事業所」欄 

・対象労働者の勤務先の事業所名を記入してください。同時に提出することとなる「事業所確認票（様式a-2）」に記入した 

事業所の当該番号を記入しても差し支えありません。 

 

 

 

 

(4)「⑤評価・処遇制度の実施日」欄 

・諸手当等制度の導入を経て、賃金・手当を支払った日（退職金制度の場合は、費用の拠出、掛金や保険料等の支払いが実

際  

に発生した日）を記入してください。 

なお、制度の実施が複数回に渡る場合は、最初に実施した日を記入してください。 

 

(5)「⑥諸手当等制度の内容」欄  

・新たに導入した制度の名称、概略等について記入してください。 

 

(6)「⑦本人確認」欄  

・必ず対象労働者本人が署名してください。ただし、自己都合退職、死亡等で対象労働者本人が署名できない場合に限

り、事業主がその理由を別添（任意様式）に記載し、署名してください。 

 

 



（様式第 a-6 号別紙 2）（20212025.4 改正） 

導入した研修諸手当等制度の概要票 

１
．
①
現
状
・
課

題 

 
□ 計画のとおり 
 
 
 
 

２
．
②
制
度
の
種
類
導
入
区
分 

 
□ 諸手当制度  → □住居手当  □転居手当  □家族手当  □単身赴任手当 

□役職手当  □資格手当  □海外赴任手当  □地域手当  □出張手当 
 □その他（                    ） 

□ 退職金制度 
□ 賞与制度 

 
□ 階層別研修（新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修 等） 

 
□ 職種別研修（新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修 等） 

 
□ その他の研修 

 



３
．
③
導
入
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
、
事
業
主
の
費
用
負
担
等 

（1）制度導入の必須要件 

 
（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容）   □計画のとおり 
 
 
 
 
 
 
（3）実施対象範囲、と人数及び、選定基準   □計画のとおり 

○制度の実施対象者 ：     人 
→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定した場合はその理由）   

 
 
 
 
 
 
 
 
（4）処遇への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等）  □計画のとおり 
 
 
 
 
 
（5）【制度の概要・趣旨・目的】  □計画のとおり 
 
 
 
【制度の対象者の範囲及び人数、選定基準】  □計画のとおり 
□ 通常の労働者   ：   人 
→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 
 
 
□ 通常の労働者以外 ：   人 
    → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 
 
 
 
【研修テーマ、研修カリキュラム、外部講師又は外部研修機関の活用の有無】  □計画のとおり 
   
 
 
 
【研修時間、研修期間又は研修時期】  □計画のとおり 
 
 
 
【研修受講者への通知方法、通知時期、手続き】  □計画のとおり 
 

 
 

□ 制度導入後の整備計画期間における適用対象労働者一人一
月当たりの平均賃金（臨時に支払われる賃金を除く。）が、整
備計画期間前の平均賃金と比較して低下していないこと。 

□ 制度が実施されるための合理的な条件が労働協約又は就業規則
に明示されていること。 

□ 雇用形態に応じた差を設ける場合には「短時間・有期雇用労
働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する
指針（平成30年厚生労働省告示第 430 号）」を踏まえた内容
であること。 

□ 制度の導入に伴い基本給（諸手当制度、賞与制度及び退職金制度
が導入されている場合、各々の手当等）を減額していないこと。ま
た、既存の手当を廃止して新たな手当を設ける場合は、新設した手
当の支給総額が廃止した手当の支給総額よりも増加していること。 

□ 諸手当の額については、当該手当の導入により「魅力ある職
場づくり」が促進するような適正な水準とすること。 

□ 退職金制度を導入する場合、全ての対象労働者を適用対象労働者
とし、１か月分相当として3,000円以上を６か月分又は６か月分相
当として 18,000 円以上積立てを行うものであり、積立金や掛金等
の費用を全額事業主が負担しているものであること（事業主が拠出
する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む。）。 

□ 賞与制度を導入する場合、全ての対象労働者を適用対象労働
者とし、６か月分相当として50,000円以上支給すること。諸
手当制度を導入した場合、手当の導入に伴い基本給を減額して
いないこと。また、既存の手当を廃止して新たな手当を設けた
場合は、新設した手当の支給総額が廃止した手当の支給総額よ
りも増加していること。 

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm,
最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm,
最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm,
最初の行 :  0 字

書式を変更: 蛍光ペン (なし) 



【事業主の費用負担】 
□ 教育訓練等の期間中における賃金の他、受講料（入学金及び教材費を含む。）、交通費等の諸経費を要した場合は、 
全額事業主が負担しているものであること。 
□ 教育訓練等の期間中の賃金については、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われているものであること。 
□ 教育訓練等が所定労働時間外又は休日等に行われた場合は割増賃金が支払われているものであること。 
□ その他費用負担に関する特記事項（                                ） 
 
その他  □計画のとおり 
 
 
 

４
．
④
施
行
日
等 

（1）【労働協約の締結日又は就業規則の労働基準監督署等への届出日又は労働協約の締結日】 
→    年   月   日 

 
（2）労働協約又は【就業規則又は労働協約に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）】 

→    年   月   日 
 
（3）労働協約又は【就業規則又は労働協約の施行日】 

→    年   月   日 

 
 
 
 
 
 

５．研修制度に係る実施者名簿 （計  枚中  枚目） 

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤研修制度の    年  月  日 ⑥教育訓練等の内容  

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字



実施日 ～ 

   年  月  日 
⑦教育訓練等の実施時間 時間  

⑧本人確認 
上記内容について確認しました。教育訓練等に係る費用の全部を事業主が負担しています。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤研修制度の

実施日 

   年  月  日 

～ 

   年  月  日 

⑥教育訓練等の内容  

⑦教育訓練等の実施時間 時間  

⑧本人確認 
上記内容について確認しました。教育訓練等に係る費用の全部を事業主が負担しています。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤研修制度の

実施日 

   年  月  日 

～ 

   年  月  日 

⑥教育訓練等の内容  

⑦教育訓練等の実施時間 時間  

⑧本人確認 
上記内容について確認しました。教育訓練等に係る費用の全部を事業主が負担しています。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤研修制度の

実施日 

  年  月  日 

～ 

  年  月  日 

⑥教育訓練等の内容  

⑦教育訓練等の実施時間 時間  

⑧本人確認 
上記内容について確認しました。教育訓練等に係る費用の全部を事業主が負担しています。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤研修制度の

実施日 

  年  月  日 

～ 

  年  月  日 

⑥教育訓練等の内容  

⑦教育訓練等の実施時間 時間  

⑧本人確認 
上記内容について確認しました。教育訓練等に係る費用の全部を事業主が負担しています。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

【



様式第 a-6 号別紙 2（記入上の注意）】 

 

 
１．「①「１．現状・課題」 」欄 

・ 研修制度に係る雇用管理制度諸手当等制度を導入するに至ったした背景として、企業の現状・課題を記入してください。 
・ 認定雇用管理制度整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓✓を付し入れてください。 

 
２．「②「２．導入区分」 制度の種類」欄 

・ 導入した諸手当等制度の種類に✓を付し入れてください。 
・ 諸手当制度を導入した場合は、あわせて導入する手当にも✓を付し入れてください。 

・導入した雇用管理制度（研修制度）の種類に✓を入れてください。 

 
３．「③導入制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件等」 欄  
（1）制度導入の必須要件 

   ・  制度導入後の関係書類を全て確認し全ての項目が満たされている場合にの上、該当する項目全てに✓を付し入れて
ください。なお、あわせて提出する労働協約・就業規則はこの項目を原則全て満たしていることが必要となります。 

 
（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

・ 導入した雇用管理制度の概要や、趣旨・目的と内容などを記入してください。 
・ 整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付し入れてください。 

 
（3）実施対象範囲、と人数及び、選定基準 

・ 諸手当等制度の適用対象として選定した対象労働者のうち、実際に制度を実施した対象労働者の範囲について、その人数
を記入してください。 

・ 実際に制度を実施した対象労働者の範囲を職種・職務・役職など等によって限定した場合は、その理由・必要性を記入し
てください。 

  
（4）処遇への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等） 

・ 導入した諸手当等制度を毎月の給与や賞与へ反映するした方法、賃金締切日及び賃金支払日等について記入してくださ
い。 
・ 整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れ付してください。 

「３．制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件、事業主の費用負担等」欄  
(1)「制度の概要・趣旨・目的」欄 
・導入した雇用管理制度の概要や、趣旨・目的などを記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 
(2)「制度の対象者の範囲及び人数、選定基準」欄 
・導入した雇用管理制度の対象となる労働者の範囲について、✓を入れ、その人数を記入してください。 
・制度の対象となる労働者の範囲を職種・職務・役職などによって限定した場合は、その理由・必要性を記入して 
ください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 
※通常の労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 
・事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。 
・事業所において正規の従業員として位置付けられていること。 
・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。 
・社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員及び同業種・同職種の他の企業の正規の従業員と比較して、
当該労働者の雇用形態、賃金体系等（例えば長期雇用を前提として待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、
賞与、退職金、定期的な昇給の有無など）が正規の従業員として妥当なものであること。 
・雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38 条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第１項に規定する
「日雇労働被保険者」を除く。）であること。 
・社会保険の適用事業に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。 
 
(3)「研修テーマ、研修カリキュラム、外部講師又は外部研修機関の活用の有無」欄 
・研修のテーマやカリキュラム、外部講師や外部研修機関を活用の有無、外部講師又は外部研修機関を活用した場合は活用 
した外部講師や外部研修機関の概要など記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 
(4)「研修時間、研修期間又は研修時期」欄 
・研修の実施時間数（10時間以上であることが必要）、研修を実施する期間や時期実施などを記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 
 
(5)「研修受講者への通知方法、通知時期、手続き」欄 
・研修受講者への通知の方法、通知した時期、手続きなどを記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 
(6)「事業主の費用負担」欄 
・事業主の費用負担の方法について、該当するものに✓を入れてください。 
・費用負担に関する特記事項があれば記入してください。 

 
(75)その他 

・ その他特記事項があれば記入してください。（例：費用負担に関する特記事項（労働者本人の希望に応じて、事業主が拠



出する掛金に上乗せして掛金を拠出する場合など） 
・ 認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓✓を付し入れてください。 

 
４．「４．④施行日等」欄 
(1) 「労働協約の締結日又は就業規則の労働基準監督署等への届出日又は労働協約の締結日」欄 

・ 労働協約の締結を行った日や導入した雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について、労働基準監督署等への届
出を行った日や労働協約の締結を 

行った日を記入してください。 
 

(2)  労働協約又は「就業規則又は労働協約に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）」欄 
・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行った日を記入し
てください。 

 
(3) 「労働協約又は就業規則又は労働協約の施行日」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約を施行した日（＝制度を導入した日）を記入してください。 
 

５．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。 
 
５ 「５．研修制度に係る実施者名簿」 
(1)新たな研修制度を実施した通常の労働者（３(2)※参照）について、左欄に通し番号を記入してください。 
 
(2)「③職種」欄 
・対象労働者ごとの職種（事務、販売、サービス、生産工程等）を記入してください。 
 
(3)「④勤務先事業所」欄 
・対象労働者の勤務先の事業所名を記入してください。同時に提出することとなる「事業所確認票（様式a-2）」に記入した 
事業所の当該番号を記入しても差し支えありません。 
 
(4)「⑤研修制度の実施日」欄 
・対象労働者ごとに制度に基づく教育訓練等を実際に行った期間を記載してください。 
なお、制度の実施が複数回に渡る場合は、最初に実施した日を記入してください。 
 
(5)「⑥教育訓練等の内容」欄 
・実施した訓練・研修等の名称、概略等について記入してください。 
 
(6)「⑦教育訓練等の実施時間」欄 
・実施した教育訓練等のカリキュラムの実時間（休憩時間、移動時間等を除く）を記入してください。 
 
(7)「⑧本人確認」欄 
・必ず対象労働者本人が署名してください。ただし、自己都合退職、死亡等で対象労働者本人が署名できない場合に限り、 
事業主がその理由を別添（任意様式）に記載し、署名してください。 
 
 
 
 
 
 

 

書式を変更: フォント : 10 pt, 蛍光ペン (なし) 

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm,
最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm,
最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm,
最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm,
最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm,
最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm,
最初の行 :  0 字



（様式第 a-6 号別紙 3） (20212025.4 改正改正) 

導入した健康づくり人事評価制度の概要票 

１
．
①
現
状
・
課

題 

□ 計画のとおり 
 
 
 
 
 
 

２
．
②
制
度
の
種
類
導
入
区
分 

□新設（人事評価制度を新たに導入する場合） 

 

□改定（どちらかに該当するものを選択）    →   □  労働協約又は就業規則において、 評価の対象と基準（0203ハ（ﾊ）関
係）、評定と賃金との関係が規定されていない、又は一部項目が満 

たされていない場合に全ての必要な項目を満たす状態に改めて規定すること。 
□   労働協約又は就業規則において、必要な全ての必要な項目が満たされ
ているがおり、一定の期間、運用されているが、評価の対象と基準（0203
ハ（ﾊ）関係）、評定と賃金との関係 

 
（0203イ関係）について、「更なる生産性の向上に資するもの」となるよ
う、改めて規定すること。□ 計画のとおり 
 
※実施した検査項目 
  → □労働安全衛生法に定められた健康診断（必須） 
□胃がん検診   □子宮がん検診  □肺がん検診        □乳
がん検診 
□大腸がん検診  □歯周疾患検診  □骨粗鬆症検診       □腰
痛健康診断 
 

書式変更: 左 :  10 mm, 右 :  10 mm, 上 :  5 mm,
下 :  5 mm

書式変更: インデント : ぶら下げインデント :  23
字, 左  1 字, 最初の行 :  -23 字, 右  0 字

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ
明朝

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ
明朝

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ
明朝

書式を変更: フォント : ＭＳ 明朝

書式変更: インデント : ぶら下げインデント :  0.1
字, 右 :  3.7 mm, 左  19 字



３
．
③
導
入
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
、
事
業
主
の
費
用
負
担
等 

（1）制度導入の必須要件 
□ 労働者の生産性向上に資すると見込まれる制度であ

ることについて、労働組合又は労働者の過半数を代表
とする者と合意していること。 

□ 評価の対象と基準・方法が明確であり、労働者に開示して
いること。 

□ 評価の基準が、年齢や勤続年数のみで一義的に決定
されるものでなく、能力・技能・資格、行動・コンピテ
ンシー・努力・姿勢・情意、成果・業績など、労働者個
人の意思によって向上させることが可能な項目を対象
とした制度であること。 

□ 評価結果が賃金（諸手当、賞与を含む。）に直接反映され
るものであって、その額又はその変動の幅・割合との関係が
明確なものであること。 
その際、新しい人事評価制度が賃金規定又は賃金表と連

動する仕組みであり、当該制度の適用対象労働者が当該制
度における評価で平均的な評定（最も一般的な評定をい
う。）を受ける場合に、人事評価制度の実施日以後に賃金が
増加する仕組みであることが、労働協約又は就業規則（賃金
規定及び賃金表を含む。）に明記されているものであるこ
と。 

□ 労働者の賃金（諸手当、賞与を含む。）の額の引き下
げや降級（降格）を行う等、助成金の趣旨・目的に反す
る制度ではないこと。 

□ 人事評価期間は、整備計画期間を超えない範囲で設定す
ることとし、評価については年１回以上行われるものであ
ること。 

 
（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容）   □計画のとおり 
 
 
 
 
（3）実施対象範囲、と人数及び、選定基準   □計画のとおり 

○制度の実施対象者  ：     人 
 
 
 
（4）人事評価制度の基準等（評価項目、評価区分等）  □計画のとおり 
 
 
 
（5）人事評価の実施方法（評価者、評価対象期間、評価の時期、手続き等）  □計画のとおり 
 
 
 
 
（6）毎月決まって支払われる賃金への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等）  □計画のとおり 
 
 
 
 
（7）【制度の概要・趣旨・目的】  □計画のとおり 
 
 
 
 
【制度の対象者の範囲及び人数、選定基準】  □計画のとおり 
□ 通常の労働者   ：   人 

→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定した場合はその理由） 
 
 
 
□ 通常の労働者以外 ：   人 

    → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定した場合はその理由） 
 
 
 
【検診の実施時期】  □計画のとおり 
 
 
 
 
【対象者への通知方法・時期】  □計画のとおり 
 
 

 
 
【検査結果の活用方法等】  □計画のとおり 
 
 
 

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ
明朝

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ
明朝



 
【事業主の費用負担】 
□ 受診等により発生した費用の半額以上を事業主が負担しているものであること。 

（労働者が希望した医療機関において本人が負担した費用の半額以上を支給する方法も可。） 
□ その他費用負担に関する特記事項（                                ） 

 
その他  □計画のとおり 
 
 

４
．
④
施
行
日
等 

（1）労働協約の締結日又は【就業規則の労働基準監督署等への届出日又は労働協約の締結日】 
→    年   月   日 

 
（2）労働協約又は【就業規則又は労働協約に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）】 

→    年   月   日 
 
（3）労働協約又は【就業規則又は労働協約の施行日】 

→    年   月   日 

 

５．健康づくり制度に係る実施者名簿 （計  枚中  枚目） 

（

 

 ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  
④勤務事

業所  

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤ 健 康 づ

く り 制 度

の実施日 

  年   月  

日 

⑥受診し

た健康診

断等の種

類  ※該

当に☑  

労働安全衛生法に定める健康診
断を実施している。 

□ 

□胃がん検診  □子宮がん検診  □肺がん検
診  □乳がん検診 □大腸がん検診 □歯周
疾患検診 □骨粗鬆症検診 □腰痛健康診断 

⑦本人確

認 

上記内容について確認しました。健診等に係る費用の半分以上を事業主が負担しています。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（

 

 ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  
④勤務事

業所  

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤ 健 康 づ

く り 制 度

の実施日 

  年   月  

日 

⑥受診し

た健康診

断等の種

類  ※該

当に☑  

労働安全衛生法に定める健康診

断を実施している。 
□ 

□胃がん検診 □子宮がん検診 □肺がん検

診 □乳がん検診 □大腸がん検診 □歯周

疾患検診 □骨粗鬆症検診 □腰痛健康診断 

⑦本人確

認 

上記内容について確認しました。健診等に係る費用の半分以上を事業主が負担しています。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（

 

 ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  
④勤務事

業所  

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤ 健 康 づ

く り 制 度

の実施日 

  年   月  

日 

⑥受診し

た健康診

断等の種

類  ※該

当に☑  

労働安全衛生法に定める健康診

断を実施している。 
□ 

□胃がん検診  □子宮がん検診 □肺がん検
診  □乳がん検診 □大腸がん検診 □歯周
疾患検診 □骨粗鬆症検診 □腰痛健康診断 

⑦本人確

認 

上記内容について確認しました。健診等に係る費用の半分以上を事業主が負担しています。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

（

 

 ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  
④勤務事

業所  

 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  



⑤ 健 康 づ

く り 制 度

の実施日 

  年   月  

日 

⑥受診し

た健康診

断等の種

類  ※該

当に☑  

労働安全衛生法に定める健康診

断を実施している。 
□ 

□胃がん検診  □子宮がん検診 □肺がん検
診  □乳がん検診 □大腸がん検診 □歯周
疾患検診 □骨粗鬆症検診 □腰痛健康診断 

⑦本人確

認 

上記内容について確認しました。健診等に係る費用の半分以上を事業主が負担しています。  

  年   月   日  （対象者氏名）                

 

  



【



様式第 a-6 号別紙 3（記入上の注意）】 

 

 

１． 「①「１．現状・課題」 」欄 
・健康づくり制度に係る雇用管理人事評価制度を導入するに至ったした背景として、企業の現状・課題を記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓✓を入れ付してください。 

 

２． 「②「２．制度の種導入区分」類」 欄 
・ 導入区分について「新設」か及び「改定」のいずれかに✓を付し入れてください。また「改定」のを選択した場合、その内容について該当するも

のに✓を付し入れてください。 
（※1）0203ハ（ﾊ）の要件 

評価の基準が、年齢や勤続年数のみで一義的に決定されるものでなく、能力・技能・資格、行動・コンピテンシー・努力・姿勢・情意、
成果・業績など、労働者個人の意思によって向上させることが可能な項目を対象とした制度であること。 
 

・導入する雇用管理制度（健康づくり制度）の種類に✓を入れてください。 
・人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）の助成金を受けるためには、労働安全衛生法に定められた健康

診断を実施していることが必須となります。事業所において法令に定められた健康診断を実施しているかを確認し、
実施している場合は「□法令に定められた健康診断（必須）」に✓を入れてください。労働安全衛生法に定める定期
健康診断項目（医師の判断により、検査の一部を省略して実施した場合を除く。）は以下となりますので確認の参考
としてください。（実施している検査に✓を入れてください。）。 

 

□ 既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査 

□ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

□ 身長、体重、視力、腹囲及び聴力の検査 

□ 胸部X線検査及び喀痰検査 

□ 血圧の測定 

□ 尿検査 

□ 貧血検査（赤血球数、血色素数） 

□ 肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP） 

□ 血中脂質検査（LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪 

□ 血糖検査（空腹時血糖またはヘモグロビンAlc） 

□ 心電図検査 

 

３． 「③導入制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件等」 欄 
（1）制度導入の必須要件 

    ・制度導入後の関係書類を全て確認し全ての項目が満たされている場合に、の上、全ての項目全てに✓を付し入れてください。なお、あわせて提
出する労働協約・就業規則はこの項目を原則全て満たしていることが必要となります。 

 
（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

・ 導入制度の概要や、趣旨・目的と(1)の要件を踏まえた内容を具体的になどを記入してください。 

・ 整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付し入れてください。 

 

（3）実施対象範囲と、人数及び、選定基準 

・人事評価制度の適用対象となる労働者（以下「適用対象労働者」といいます。）のうち、実際に制度を実施した労働者の範囲について、その人数を記入

してください。（※人事評価制度は対象事業所における全ての対象労働者が適用対象労働者となります。）。 

 
（4）人事評価制度の基準等（評価項目、評価区分等） 

・ 評価する項目や評価の区分などの評価の基準を記入してください。 
・ 整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付し入れてください。 

 
（5）人事評価の実施方法（評価者、評価対象期間、評価の時期、手続き等） 

・ 評価者、評価の対象となる期間、評価を行うった時期、評価に当たっての手続き・手順等を記入してください。 
・ 整備計画時から変更がない場合は、「計画のとおり」に✓を付し入れてください。 

 
（6）毎月決まって支払われる賃金への反映方法（反映時期、賃金締切日及び賃金支払日、手続き等） 

・ 評価結果を処遇に反映させるた時期、賃金締切日及び賃金支払日（評価対象期間と処遇への反映時期との関係）等について記入してください。 
・ 整備計画時から変更がない場合は、「計画のとおり」に✓を付し入れてください。 
 

 「３．制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件、事業主の費用負担等」欄  
(1)「制度の概要・趣旨・目的」欄 
・導入した雇用管理制度の概要や、趣旨・目的などを記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 
(2)「制度の対象者の範囲及び人数、選定基準」欄 
・導入した雇用管理制度の対象となる労働者の範囲について、✓を入れ、その人数を記入してください。 
・制度の対象となる労働者の範囲を職種・職務・役職などによって限定した場合は、その理由・必要性を記入してくださ 
い。 
・年齢、性別により対象としない者がいた場合又は１年を超える期間を設けて実施頻度を定めた場合は、その旨を記入し    
てください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ
明朝, 9 pt, フォントの色 : 自動

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ
明朝, 9 pt, フォントの色 : 自動



※通常の労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 
・事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。 
・事業所において正規の従業員として位置付けられていること。 
・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。 
・社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員及び同業種・同職種の他の企業の正規の従業員と比較して、当該労働者の雇用形態、
賃金体系等（例えば長期雇用を前提として待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給の有無など）が正規
の従業員として妥当なものであること。 
・雇用保険の被保険者（雇用保険法第38条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第１項に規定する「日雇労働被保険者」を除
く。）であること。 
・社会保険の適用事業に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。 
 
(3)「検診の実施時期」欄、 
・健康診断を実施した時期を記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 
(4)「対象者への通知方法・時期」欄 
・健康診断の対象者への通知方法や通知時期を記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 
(5)「検査結果の活用方法等」 
・検査結果の活用方法等を記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 
(6)「事業主の費用負担」欄 
・事業主の費用負担の方法について確認し、✓を入れてください。 
・費用負担に関する特記事項（労働者が希望した医療機関において本人が負担した費用の半額以上を支給する場合など） 
があれば記入してください。 
 

(7)「 その他」欄  
・その他特記事項があれば記入してください。 
・整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓✓を付し入れてください。 

 

４． 「４．④施行日等」欄 
(1) 「労働協約の締結日又は就業規則の労働基準監督署等への届出日又は労働協約の締結日」欄 

・労働協約の締結を行った日や導入した雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について労働基準監督署等への届出を行った日や労働協約の締結を
行った日を記入してください。 

 
(2) 労働協約又は「就業規則又は労働協約に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）」欄 

・労働協約や改正後の就業規則や労働協約の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行った日を記入して 
ください。 
 

(3)「 労働協約又は就業規則又は労働協約の施行日」欄 
・労働協約や改正後の就業規則や労働協約を施行した日（＝制度を導入した日）を記入してください。 

 
 

 

５． 記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。 

 

５ 「５．健康づくり制度に係る実施者名簿」 
(1)新たな健康づくり制度を実施した通常の労働者（３(2)※参照）について、左欄に通し番号を記入してください。 

 
(2)「③職種」欄 

・対象労働者ごとの職種（事務、販売、サービス、生産工程等）を記入してください。 
 
(3)「④勤務先事業所」欄 

・対象労働者の勤務先の事業所名を記入してください。同時に提出することとなる「事業所確認票（様式a-2）」に記入した 

事業所の当該番号を記入しても差し支えありません。 

 
(4)「⑤健康づくり制度の実施日」欄 

・対象労働者ごとに健康診断等を実施した年月日を記入してください。 
なお、制度の実施が複数回に渡る場合は、最初に実施した日を記入してください。 

 

(5)「⑥受診した健康診断等の種類」欄  

・当該労働者が受診した健康診断等の種類に✓を入れてください。 

・労働安全衛生法に定める健康診断受診している場合は、チェック欄に✓を入れてください。（✓がなされない場合は助成金の対象とならないこと

がございます。） 

 

(6)「⑦本人確認」欄  

・必ず対象労働者本人が署名してください。ただし、自己都合退職、死亡等で対象労働者本人が署名できない場合に限り、 

事業主がその理由を別添（任意様式）に記載し、署名してください。 

 

書式を変更: フォント : 9 pt, フォントの色 : 自動

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7
mm, 最初の行 :  0 字

書式を変更: フォント : 9 pt

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字

書式を変更: フォント : 9 pt



（様式第 a-6 号別紙 4）（20202025.124 改正） 

導入したメンター職場活性化制度の概要票 

１
．
①
現
状
・
課
題 

 
□ 計画のとおり 

 
 
 
 
 
 

②
導
入
区
分 

 
 □メンター制度 
□従業員調査（エンゲージメントサーベイ） 
□1on1ミーティング 書式変更: インデント : 最初の行 :  2 字



２
．
②
導
入
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
、
事
業
主
の
費
用
負
担
等 

 
（1）制度導入の必須要件 
 
 
□ 【共通項目】制度が適切に実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が、労働協約又は就業規則に明示されていること。 

 メンター制度  従業員調査 
（エンゲージメントサーベイ） 

 1on1ミーティング 

□ 対象労働者に対するキャリア形成
上の課題及び職場における問題の解
決を支援するためのメンタリングの
措置であって、会社や配属部署におけ
る直属上司とは別に指導・相談役とな
る先輩（メンター）が後輩（メンティ）
をサポートするものであること。 

□ 事業主が、対象労働者のエンゲージメン
ト（仕事にやりがい（誇り）を感じ、熱心に
取り組み、仕事から活力を得ている状態や、
企業などの所属組織への貢献意欲を指すも
の。以下同じ。）を測定する調査であって、
組織の課題を可視化し、課題の解決に繋げ
ることを通じて従業員のエンゲージメント
の向上が見込まれるものであり、継続的に
実施されるものであること。 

□ 部下の成長と成果を支援するために、
その直属の上司と部下にあたる者が、１
対１で行う対話方式の面談であること。 
 

□ メンター（外部メンターを除く。）に
対し、民間団体等が実施するメンター
研修、メンター養成講座等のメンタリ
ングに関する知識、スキルの習得を目
的とする講習を受講させること。 

外部メンターを活用する場合は、外部

メンターに係るサービスを業として

提供し、メンタリングに関する知識、

スキルを有している者であること。 

□ 外部機関や専門家の助言・指導のもと導
入されたものであること。 
なお、社会保険労務士法第２条第１項第１
号の２又は第１号の３に基づき、「提出代行
者」又は「事務代理者」として本助成金に係
る支給申請書等の提出を行う社会保険労務
士への委託ではないこと。 
 

□ 1on1 ミーティングを実施する上司に
あたる者は、民間団体等が実施するスキ
ルの習得を目的とする講習を受講させ
ること。 

□ メンター及びメンティに対し、メン
ター制度に関する事前説明を行うこ
と。 

□ 調査の目的、内容、実施頻度、結果のフィ
ードバック等について、調査実施前に予め
適用対象労働者に周知・事前説明を行って
いること。 
 

□ ミーティングは原則、対面での面談方
式（WEB 会議ツールを活用した面談方式
を含む。）により行うこととし、その過程
で電話やメール等の面談以外の方法に
より実施する場合は、面談方式による
1on1 ミーティングを補完する目的とす
ること。 
※ WEB 会議ツールを活用した面談方式
により行う場合は、上司・部下が相互に
表情、顔色、声、しぐさ等を確認できる
ものであって、映像と音声の送受信が常
時安定しかつ円滑であること、面談の内
容が第三者に知られることがないよう
な環境を整備すること等、上司・部下双
方のプライバシーに配慮することなど
が求められる。 

□ メンタリングは原則、対面の面談方
式（WEB会議ツールを活用した面談方
式を含む。）により行うこととし、その
過程で電話やメール等の面談以外の
方法により実施する場合は、面談方式
によるメンタリングを補完する目的
とすること。 
※ WEB会議ツールを活用した面談方
式により行う場合は、メンター・メン
ティが相互に表情、顔色、声、しぐさ
等を確認できるものであって、映像と
音声の送受信が常時安定しかつ円滑
であること、面談の内容が第三者に知
られることがないような環境を整備
すること等、メンター・メンティ双方
のプライバシーに配慮することなど
が求められる。 
 

□ 整備計画期間内に①～⑤までを行ってい
ること。 
① 調査の実施から終了 
② 調査結果の分析・とりまとめ 
③ 適用対象労働者へのフィードバック
（メール・電話等可） 

④ 改善方策の検討・整理 
⑤ 改善方策について適用対象労働者に説 
 明 

【制度の概要・趣旨・目的】  □計画のとおり 
 
 
 
 
【制度の対象者の範囲及び人数、選定基準】  □計画のとおり 
□ 通常の労働者   ：   人  （うち メンター：  人  メンティ：  人） 

→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定した場合はその理由） 
 
 
 
□ 通常の労働者以外 ：   人  （うち メンター：  人  メンティ：  人） 

    → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定した場合はその理由） 
 
 
 
【外部メンターを活用した場合はその理由、外部メンターの選定基準等】  □計画のとおり 
 
 
 
 
【メンター及びメンティのマッチング、事前説明の実施時期・方法等】  □計画のとおり 

書式付きの表

書式変更: インデント : 最初の行 :  1 字



 
 
 
 
【メンター研修等の実施時期、対象者への通知方法・時期、カリキュラム等】  □計画のとおり 
 
 
 
 
【メンタリングの実施期間、実施方法、運用ルール、テーマ設定等】  □計画のとおり 
 
 
 
 
【メンタリング期間終了後のフィードバック、フォローアップ等】  □計画のとおり 
 
 
 
 
【事業主の費用負担】 
□ メンター研修期間内におけるメンターの賃金の他、受講料（入学金及び教材費を含む。）、交通費、外部メンターへ 
の謝金・委託料等の諸経費について、全額事業主が負担しているものであること。 

□ その他費用負担に関する特記事項（                                ） 
 
【その他】 □計画のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



③
導
入
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
等 

 
 
 メンター制度（続き）  従業員調査 

（エンゲージメントサーベイ）（続き） 
 1on1ミーティング（続き） 

□ メンター研修等を受講期間内にお
ける職員への賃金の他、受講料（入学
金及び教材費を含む。）、交通費、外部
メンターの謝金・委託料等の諸経費を
要する場合は、全額事業主が負担する
ものであること。 

□ 実施にあたり費用が発生する場合、全額
事業主が負担していること。 

□ 適用対象労働者に対して、月に１回以
上実施すること。 
 

□ 調査項目について、 
① 仕事に対するやりがいを測定する項目
or 仕事への熱意を測定する項目 or 仕事
から得る活力を測定する項目or組織が目
指す方向性への理解を測定する項目or従
業員個人の目指す方向性と組織の目指す
方向性との重なりを測定する項目or組織
への貢献意欲を測定する項目orその他、
事業主の抱える課題に対応するために必
要な事項を測定する項目（人間関係、職場
環境、ワークライフバランスに関する項
目などを想定。）から１つ以上を質問項目
として設定すること。 

② 3つ以上の質問項目を設けること。 
③ 趣味・嗜好を尋ねる項目など調査の目
的にそぐわない質問項目が入っていない
こと。 

□  1on1 ミーティングの実施に必要とな
るスキルの習得を目的とした研修の受
講期間内における賃金の他、受講料（入
学金及び教材費を含む）、交通費等の諸
経費を要する場合は、全額事業主が負担
するものであること。 

 
 

（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容）   □計画のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
（3）実施対象範囲、人数及び選定基準 

○制度の実施対象者  ：     人 
→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定した場合はその理由） 

 
 
 
 
 
 
（4）導入制度の実施時期及び対象者への通知方法・時期  □計画のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
（5）その他 □計画のとおり 
 
 
 
 
 
 

３
．
④
施
行
日
等 

（1）労働協約の締結日又は【就業規則の労働基準監督署等への届出日又は労働協約の締結日】 
→    年   月   日 

 
（2）労働協約又は【就業規則又は労働協約に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）】 

→    年   月   日 
 
（3）労働協約又は【就業規則又は労働協約の施行日】 

→    年   月   日 

 
 
 

書式付きの表

書式変更: インデント : 最初の行 :  1 字

書式を変更: フォント : 9 pt

書式を変更: フォント : 9 pt

書式変更: インデント : 左 :  0 mm, ぶら下げインデ
ント :  1 字, 最初の行 :  -1 字

書式を変更: フォント : 10 pt



４．メンター制度に係る実施者名簿 （計  枚中  枚目） 

 

（  ） 

 

メンター 

・ 

メンティー 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     －       －  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤（メンターの場合）メンター研修等の受講日   年  月  日 ～     年  月  日 

⑥事前説明日   年  月  日 ⑦メンタリングを実施した日     年  月  日 

⑧担当するメンター又はメンティの氏名  

⑨本人確認 

上記内容について確認しました。また、メンター制度の実施に係る費用（研修、メンタリング等）

の全部を事業主が負担しています。  

  年   月   日 （対象者氏名）                

 

（  ） 

 

メンター 

・ 

メンティー 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     －       －  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤（メンターの場合）メンター研修等の受講日   年  月  日 ～    年  月  日 

⑥事前説明日   年  月  日 ⑦メンタリングを実施した日     年  月  日 

⑧担当するメンター又はメンティの氏名  

⑨本人確認 

上記内容について確認しました。また、メンター制度の実施に係る費用（研修、メンタリング等）

の全部を事業主が負担しています。  

  年   月   日 （対象者氏名）                

 

（  ） 

 

メンター 

・ 

メンティー 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     －       －  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤（メンターの場合）メンター研修等の受講日     年  月  日 ～    年  月  日 

⑥事前説明日   年  月  日 ⑦メンタリングを実施した日     年  月  日 

⑧担当するメンター又はメンティの氏名  

⑨本人確認 

上記内容について確認しました。また、メンター制度の実施に係る費用（研修、メンタリング等）

の全部を事業主が負担しています。  

  年   月   日 （対象者氏名）                

 

（  ） 

 

メンター 

・ 

メンティー 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     －       －  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可）  

⑤（メンターの場合）メンター研修等の受講日     年  月  日 ～    年  月  日 

⑥事前説明日   年  月  日 ⑦メンタリングを実施した日    年  月  日 

⑧担当するメンター又はメンティの氏名  

⑨本人確認 

上記内容について確認しました。また、メンター制度の実施に係る費用（研修、メンタリング等）

の全部を事業主が負担しています。  

  年  月   日  （対象者氏名）                

  



【様式第 a-6 号別紙 4（記入上の注意）】 

 

 
１． 「１．①現状・課題」欄 

・ ・職場活性化制度を導入したメンター制度に係る雇用管理制度を導入するに至った背景として、企業の現状・課題を記
入してください。 

・ ・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓✓を付して入れてください。 

 
２． 「２．制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件、事業主の費用負担等②導入区分」欄  

・ 導入した制度に✓を付してください。 
 

３．「③導入制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件等」欄 
（1）制度導入の必須要件 

・ 制度導入後の関係書類を全て確認し、共通項目及び導入した制度に係る項目の全てに✓を付してください。なお、あわせて
提出する労働協約・就業規則はこの項目を原則全て満たしていることが必要となります。 

 
（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

・ 導入制度の趣旨・目的と内容、結果の活用方法等を記入してください。 
・ 整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。 
 

（3）実施対象範囲、人数及び選定基準 
・ 職場活性化制度の適用対象として選定した対象労働者のうち、実際に制度を実施した対象労働者の範囲について、その人数

を記入してください。なお、実際に制度を実施した対象労働者の範囲を職種・職務・役職などによって限定した場合は、その
理由・必要性を記入してください。また、支給要領0203ニ(ｲ)に規定するメンター制度におけるメンター及び0203ニ(ﾊ)に規
定する1on1ミーティングにおける上司は、それらの雇用管理制度における実施の対象者としては算入しません。 

 
（※）対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

① 次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 
(ｲ) 期間の定めなく雇用されている者 
(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同等
と認められる者（具体的には、雇い入れ時に一定の期間（1 か月、6 か月など）を定めて雇用されていた労働者
が、その雇用期間が反復されることで、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用か
ら1年を超える期間について、引き続き雇用されることが見込まれる者が該当する。ただし、更新上限（通算契
約期間又は有期労働契約の更新回数の上限）のある者を除く。） 

② 事業主に直接雇用される者であること。 
③ 雇用保険の被保険者（雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43条第1項に規
定する「日雇労働被保険者」を除く（以下「雇用保険被保険者（※）」という。）であること。 

        （※）雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意
が必要となります。なお、上記以外の雇用条件で事業主に直接雇用される雇用保険被保険者についても、労働協約
又は就業規則において職場活性化制度の対象としても構いませんが、助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コ
ース）の対象とはなりません。 

 
（4）導入制度の実施時期及び対象者への通知方法・時期 

・ 導入制度を実施した時期と対象者への通知の方法や通知時期を記入してください。 
・ 整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。 

 
(5) その他  

・ その他特記事項があれば記入してください。 
・ 整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。 
 
(1)「制度の概要・趣旨・目的」欄 

・導入した雇用管理制度の概要や、趣旨・目的などを記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 
(2)「制度の対象者の範囲及び人数、選定基準」欄 

・導入した雇用管理制度の対象となる労働者の範囲について、✓を入れ、その人数を記入してください。 
・制度の対象となるメンター及びメンティとなる者の属性や選定基準・選定方法を記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 

※通常の労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 
・事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。 
・事業所において正規の従業員として位置付けられていること。 
・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。 
・社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員及び同業種・同職種の他の企業の正規の従業員と比
較して、当該労働者の雇用形態、賃金体系等（例えば長期雇用を前提として待遇を受けるものであるか、賃金の算定
方法・支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給の有無など）が正規の従業員として妥当なものであること。 

・雇用保険の被保険者（雇用保険法第38条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第１項に規定
する「日雇労働被保険者」を除く。）であること。 

・社会保険の適用事業に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。 
 

(3)「外部メンターを活用した場合はその理由、外部メンターの選定基準等」欄 
・外部メンターを活用した場合はその理由や、外部メンターの選定基準・外部メンターに求める資格・能力等を記入 
してください。 
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書式変更: インデント : 最初の行 :  1 字

書式を変更: フォント : 10 pt
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書式変更: インデント : 最初の行 :  1 字

書式を変更: フォント : 10 pt

書式を変更: フォント : 10 pt



・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 

(4)「メンター及びメンティのマッチング、事前説明の実施時期・方法等」欄 
・メンター及びメンティのマッチングの方法、事前の実施時期・方法等を記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 
(5)「メンター研修等の実施時期、対象者への通知方法・時期、カリキュラム等」欄 

・メンター研修の実施時期、場所、カリキュラム、対象者への通知方法・時期等を記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 
(6)「メンタリングの実施期間、実施方法、運用ルール、テーマ設定等」欄 

・メンタリングの実施期間、実施方法（面談の方法、場所・時間等）、運用ルール（メンタリングを行う頻度、１回 
当たりの時間等）、メンタリングに際し目標やテーマを設定した場合、その設定方法等を記入してください。 

・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 
 

(7)「メンタリング期間終了後のフィードバック、フォローアップ等」欄 
・メンタリング期間終了後のフィードバック方法、フォローアップ方法等について記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 
(8)「事業主の費用負担」欄 

・事業主の費用負担の在り方について、該当するものに✓を入れてください。 
・費用負担に関する特記事項があれば記入してください。 

 
(9)「その他」欄 

・その他特記事項があれば記入してください。 
・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 
３４ 「３．④施行日等」欄 
(1)   「労働協約の締結日又は就業規則の労働基準監督署等への届出日又は労働協約の締結日」欄 
・ ・労働協約の締結を行った日や導入した雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について労働基準監督署等への届出を

行った日や労働協約の 
締結を行った日を記入してください。 
(2)  労働協約又は 「就業規則又は労働協約に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）」欄 
・ ・労働協約や改正後の就業規則や労働協約の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行った日を記入し
て 
ください。 
(3)  労働協約又は「就業規則又は労働協約の施行日」欄 
・ ・労働協約や改正後の就業規則や労働協約を施行した日（＝制度を導入した日）を記入してください。 

 

 

５．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。 

 

 

４ 「４．メンター制度に係る実施者名簿」 

(1)新たなメンター制度を実施した通常の労働者（３(2)※参照）について、左欄に通し番号を記入し、メンター又はメンティの 

どちらかを○で囲んでください。 

 

(2)「③職種」欄 

・対象労働者ごとの職種（事務、販売、サービス、生産工程等）を記入してください。 

 

(3)「④勤務先事業所」欄 

・対象労働者の勤務先の事業所名を記入してください。同時に提出することとなる「事業所確認票（様式a-2）」に記入した 

事業所の当該番号を記入しても差し支えありません。 

 

(4)「⑤メンター研修等の受講日」欄 

・メンターの場合のみ、対象労働者ごとにメンター研修等を受講した日を記入してください。 

 

(5)「⑥事前説明日」欄 

・メンター制度に関する事前説明があった日について記入してください。 

 

(6)「⑦メンタリングを実施した日」欄 

・対象労働者ごとにメンタリングを実施した日を記入してください。 

なお、制度の実施が複数回に渡る場合は、最初に実施した日を記入してください。 

 

(7)「⑧担当するメンター又はメンティの氏名」欄 
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行



・メンターに任命された者はメンティの氏名を、メンティに任命された者はメンターの氏名を記入してください。 

 

(8)「⑨本人確認」欄 

・必ず対象労働者本人が署名してください。ただし、自己都合退職、死亡等で対象労働者本人が署名できない場合に限り、

事業主がその理由を別添（任意様式）に記載し、署名してください。 

 

 

書式変更: 行間 :  1 行

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字, 行間 :  1
行

書式変更: インデント : 左 :  2 字, 最初の行 :  0
字, 句読点のぶら下げを行う, 文字の配置 : 自動

書式変更: 行間 :  1 行

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字, 1 行の文
字数を指定時に右のインデント幅を自動調整する, 行間
:  1 行, ハイフネーションあり, 禁則処理, 英単語の
途中で改行しない, 句読点のぶら下げを行う, 日本語と
英字の間隔を自動調整する, 日本語と数字の間隔を自動
調整する, 文字の配置 : 自動



（様式第 a-6 号別紙 5）（20202025.124 改正） 

導入した短時間正社員健康づくり制度の概要票 

１
．
①
現
状
・
課

題 

 

□ 計画のとおり 

 

 

 
 
 

２
．
②
制
度
の
種
類
導
入
区
分 

□ 新設（健康づくり制度を過去に導入していない場合） 

□ 改定（過去に本助成金を活用して健康づくり制度を導入し運用しているが、支給要領0203ホを満たしていない場合）□ 正規雇用労働者

の１日の所定労働時間が７時間以上の場合における、１日の所定労働時間が１時間以上短い短時間正社員制度の導

入 

□ 正規雇用労働者の１週当たりの所定労働時間が 35 時間以上の場合における、１週当たりの所定労働時間が１割

以上短い短時間正社員制度の導入 

□ 正規雇用労働者の１週当たりの所定労働日数が５日以上の場合における、１週当たりの所定労働日数が１日以

上短い短時間正社員制度の導入 

 

③
導
入
制
度 

○身体の総合的健康診断（人間ドック）において実施した検査項目  

（１つ以上を選択） 

  □胃がん検診   □子宮がん検診  □肺がん検診   □乳がん検診 

□大腸がん検診  □歯周疾患検診  □骨粗鬆症検診  □腰痛健康診断 

書式付きの表



３
．
④
導
入
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
、
事
業
主
の
費
用
負
担
・
制
度
確
認
等 

（1）制度導入の必須要件 

 

（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容）   □計画のとおり 

 

 

 

 

 

（3）実施対象範囲、人数及び選定基準  

○制度の実施対象者  ：     人 

    → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定した場合はその理由） 

 

 

 

 

（4）検診の実施時期及び対象者への通知方法・時期   □計画のとおり 

 

 

 

 

 

 【制度の概要・趣旨・目的】  □ 計画のとおり 

 

 

 

【制度の対象者の範囲及び人数、選定基準】  □ 計画のとおり 

□ 通常の労働者   ：   人 

 → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

 

□ 通常の労働者以外 ：   人 

    → 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 

 

□ 新規採用者予定数のうち短時間正社員として雇用する予定数  ：   人 

 

 

 

【短時間正社員制度の労働者への周知方法・時期等】  □ 計画のとおり 

 

 

 

 

【短時間正社員制度導入後、処遇を実際に労働者へ適用させる時期等】  □ 計画のとおり 

 

 

 

【事業主の費用負担・制度確認等】  □ 計画のとおり 

□ 短時間正社員の賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件に

ついて、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であって、時間当たりの

基本給、賞与、退職金等の労働条件が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者と比較して同等であること。 

□ その他費用負担に関する特記事項（                                ） 

□  短時間正社員は、雇用保険の被保険者（雇用保険法第３８条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同

法第４３条第１項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。以下「雇用保険被保険者」という。）であること。 

□ 雇用する労働者を短時間正社員に転換させる場合は、当該労働者に転換する意思があることを前提とすること。 

 

(5) 【その他】  □ 計画のとおり 

□ 心臓、肝臓、肺、胃、腸、骨、眼、耳などの諸臓器等の検査及
び糖、脂質代謝の検査等を含み、かつ、検査項目に労働安全衛生
法第66条第１項及び労働安全衛生規則第44条に定める定期健
康診断の項目を含んでいること。 

□ 制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労
働協約又は就業規則に明示されていること。 

□ 受診等に要する費用は、その半額以上を事業主が負担してい
ること。 
また、受診等による費用を要さないもの（自治体等の補助を受

ける場合等）については、原則助成金の対象とならないこと。 

□ 厚生労働省その他の公的機関等が、当該検診等を実施するために適
当であると認めていない検診手法によるものは対象とならないこと。 



 

 

 

４
．
⑤
施
行
日
等 

（1）労働協約の締結日又は【就業規則の労働基準監督署等への届出日又は労働協約の締結日】 

→     年   月   日 

 

（2）労働協約又は【就業規則又は労働協約に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）】 

→     年   月   日 

 

（3）労働協約又は【就業規則又は労働協約の施行日】 

→     年   月   日 

 
 

５．短時間正社員制度に係る実施者名簿 （計  枚中  枚目） 

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可） 

⑤短時間正社

員制度の実施

日 

  年  月  日 

 

⑥短時間正社員制度の内容 
 

  

⑦本人確認 
上記内容について確認しました。 

  年  月  日 （対象者氏名）               

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可） 

⑤短時間正社

員制度の実施

日 

  年  月  日 

 

⑥短時間正社員制度の内容 
 

  

⑦本人確認 
上記内容について確認しました。 

  年  月  日 （対象者氏名）               

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可） 

⑤短時間正社

員制度の実施

日 

  年  月  日 

 

⑥短時間正社員制度の内容 
 

  

⑦本人確認 
上記内容について確認しました。 

  年  月  日 （対象者氏名）               

（  ） 
 

①氏        名  

②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可） 

⑤短時間正社

員制度の実施

日 

  年  月  日 

 

⑥短時間正社員制度の内容 
 

  

⑦本人確認 
上記内容について確認しました。 

  年  月  日 （対象者氏名）               

（  ） 
 ①氏        名  

書式を変更: フォント : ＭＳ 明朝



②雇用保険被保険者番号     ―       ―  

③職種  ④勤務事業所 
 

（※事業所確認票の該当番号を記入しても可） 

⑤短時間正社

員制度の実施

日 

  年  月  日 

 

⑥短時間正社員制度の内容 
 

  

⑦本人確認 
上記内容について確認しました。 

  年  月  日 （対象者氏名）               

 

 

 

【 

  



様式第 a-6 号別紙 5（記入上の注意）】 

 

 

１．「①「１．現状・課題」」欄 

・ 短時間正社員制度に係る雇用管理制度健康づくり制度を導入するに至っした背景として、企業の現状・課題を記入してください。 

・ 認定雇用管理制度整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓✓を入れ付してください。 

 

２．「②「２．制度の種類」導入区分」欄 

・ 過去に健康づくり制度を導入していない場合は「新設」に、既に健康づくり制度を導入しているが、要領 02043 ホを満たしていない場

合は「改定」に✓を付してください。 

 （※１）要領 0203 ホの要件 

     事業主が労働者の健康状態を把握して、個々の状況に応じた必要な配慮を行うことを目的として、希望する対象労働者に対して、心

臓、肝臓、肺、胃、腸、骨、眼、耳などの諸臓器等の検査及び糖、脂質代謝の検査等を含み、かつ、次の（ｲ）から（ﾁ）までに掲げる検

診又は診断（以下「診断等」という。）のうち１つ以上の検診等を含む身体の総合的健康診断（労働安全衛生法第 66 条第１項、第２項

及び第４項に規定する健康診断として実施されるものを除く。以下「人間ドック」という。）を受診させる制度をいう。なお、次の検診

等中に人間ドックを実施する医療機関で受診できない検診等がある場合又はより専門的な医療機関で受診させることが適当である検診

等である場合は、別の医療機関の検診等の受診を含めることができる。 

（ｲ）胃がん検診：胃がんの発見を目的に、問診及び胃部エックス線検査等を行うもの 

（ﾛ）子宮がん検診：子宮頸がんの発見を目的に問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診等を行うもの、又は子宮体がんの発見を目的

に問診及び子宮内膜の細胞診を行うもの 

（ﾊ）肺がん検診：肺がんの発見を目的に、問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診等を行うもの 

（ﾆ）乳がん検診：乳がんの発見を目的に、問診、視診、触診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ）等を行うもの 

（ﾎ）大腸がん検診：大腸がんの発見を目的に、問診及び便潜血検査等を行うもの 

（ﾍ）歯周疾患検診：歯周疾患の発見を目的に、問診及び歯周組織検査等を行うもの 

（ﾄ）骨粗鬆症検診：骨粗鬆症の発見を目的に、問診及び骨量測定等を行うもの 

（ﾁ）腰痛健康診断：「職場における腰痛予防対策指針」（平成 25 年６月 18 日付け基発 0618 第１号厚生労働省労働基準局長通達別

添）４(1)イ又はロに掲げる項目について、医師により実施される健康診断であること。 

３．「③導入制度」欄 

・ 人間ドックにおいて実施した検査項目に１つ以上✓を付してください。 

 

４．「④導入制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件等」欄 

（1）制度導入の必須要件 

・ 制度導入後の関係書類を全て確認し全ての項目が満たされている場合に、項目全てに✓を付してください。なお、あわせて提出する労働協約・就業規則はこの項目を原則全て

満たしていることが必要となります。 

 

（2）導入制度の概要（趣旨・目的、内容） 

・ 導入制度の趣旨・目的と内容、実施結果の活用方法等を記入してください。 

・ 整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。 

 

（3）実施対象範囲、人数及び選定基準 

・ 健康づくり制度の適用対象として選定した対象労働者のうち、実際に制度を実施した対象労働者の範囲について、その人数を記入してください。 

・ 実際に制度を実施した対象労働者の範囲を職種・職務・役職などによって限定した場合は、その理由・必要性を記入してください。 

（※）対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

①次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 

(ｲ) 期間の定めなく雇用されている者 

(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者（具体的には、雇い入れ時に一定の期間（1か

月、6か月など）を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復されることで、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用から1年

を超える期間について、引き続き雇用されることが見込まれる者が該当する。ただし、更新上限（通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限）のある者を除く。） 

②事業主に直接雇用される者であること。 

③雇用保険の被保険者（雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く（以下「雇用保険被保

険者（※）」という。）であること。 

      （※）雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意が必要となります。なお、上記以外の雇用条件で事業主

に直接雇用される雇用保険被保険者についても、労働協約又は就業規則において健康づくり制度の対象としても構いませんが、助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助

成コース）の対象とはなりません。 

 

（4）検診の実施時期及び対象者への通知方法・時期 

・ 検診等を実施する時期と対象者への通知方法や通知時期を記入してください。 

・ 整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を付してください。 

 

・導入した短時間正社員制度の種類に☑を入れて下さい。 

・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 

３ 「３．制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件、事業主の費用負担・制度確認等」欄  

(1)「制度の概要・趣旨・目的」欄 

・導入した短時間正社員制度の概要や、趣旨・目的などを記入してください。 

・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 

(2)「制度の対象者の範囲及び人数、選定基準」欄 

・導入した短時間正社員制度の対象となる労働者の範囲について、✓を入れ、その人数を記入してください。 

・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 

※通常の労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 

・事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること。 

書式を変更: フォント : 8 pt

書式を変更: 二重取り消し線
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・事業所において正規の従業員として位置付けられていること。 

・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。 

・社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員及び同業種・同職種の他の企業の正規の従業員と比較して、当

該労働者の雇用形態、賃金体系等（例えば長期雇用を前提として待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、

退職金、定期的な昇給の有無など）が正規の従業員として妥当なものであること。 

・雇用保険の被保険者（雇用保険法第 38 条第１項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第 43 条第１項に規定する「日雇

労働被保険者」を除く。）であること。 

・社会保険の適用事業に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること。 

 

(3)「短時間正社員制度の労働者への周知方法・時期等」欄 

・短時間正社員制度を労働者に適用させる場合、労働者への制度の周知方法や時期等を記入してください。 

・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 

(4)「短時間正社員制度導入後、処遇を実際に労働者へ適用させる時期等」欄 

・短時間正社員制度導入後、処遇を実際に労働者へ適用させる時期等を記入してください。 

・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 

(5)「事業主の費用負担・制度確認等」欄 

・事業主の費用負担の在り方について、該当するものに✓を入れてください。 

・費用負担に関する特記事項があれば記入してください。 

・認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓を入れてください。 

 

（5）「その他」欄 

・ その他特記事項があれば記入してください。 

・ 認定雇用管理制度整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓✓を付し入れてください。 

 

４５．「３⑤．施行日等」欄 

(1) 労働協約の締結日又は「就業規則の労働基準監督署等への届出日又は労働協約の締結日」欄 

・ 労働協約の締結を行った日や導入した雇用管理制度を明示した改正後の就業規則について労働基準監督署等への届出を行った日や労働

協約の締結を行った日を記入してください。 

(2)  労働協約又は「就業規則又は労働協約に係る従業員への周知日（従業員への書面による周知日、説明会日程等）」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約の内容について、従業員に周知（書面による周知や説明会）を行った日を記入してください。 

(3)「 労働協約又は就業規則又は労働協約の施行日」欄 

・ 労働協約や改正後の就業規則や労働協約を施行した日（＝制度を導入した日）を記入してください。 

 

 

６．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。 
 

５ 「４．短時間正社員制度に係る実施者名簿」 

(1)新たに短時間正社員制度の適用を受けた労働者について、左欄に通し番号を記入してください。 

 

(2)「③職種」欄 

・対象労働者ごとの職種を記入してください。 

 

(3)「④勤務先事業所」欄 

・対象労働者の勤務先の事業所名を記入してください。同時に提出することとなる「事業所確認票（様式 a-2）」に記入した事業所の当該番号

を記入しても差し支えありません。 

 

(4)「⑤短時間正社員制度の実施日」欄 

・短時間正社員制度の導入を経て、制度に基づき実際に対象労働者の処遇に反映させた日を記入してください。 

 

(5)「⑥短時間正社員制度の内容」欄  

・新たに導入した制度の(就業規則又は労働協約上の)名称、概略等について記入してください。 

 

(6)「⑦本人確認」欄  

・必ず対象労働者本人が署名してください。ただし、自己都合退職、死亡等で対象労働者本人が署名できない場合に限り、事業主がその理由を

別添（任意様式）に記載し、署名してください。 

 

書式を変更: フォント : ＭＳ 明朝, 8 pt

書式変更: 行間 :  固定値 10.9 pt

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字, 行間 : 
1 行

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字



（様式第 a-6 号別紙 6）（2025.4 改正） 

導入実施した雇用環境整備の措置の概要票 

１
．
①

現
状
・

課
題 

□ 計画のとおり 
 
 

２
．
②
導

入
区
分 

□新規導入      □購入 
        →   □リース契約・ライセンス契約 
□更新        □既存機器・設備等の改良変更 

書式付きの表



３
．
③
導
入
し
た
す
る
機
器
・
設
備
等
の
概
要
等
制
度
の
概
要
、
制
度
が
実
施
さ
れ
る
た
め
の
合
理
的
な
条
件
等 

（1）機器・設備等の導入に当たっての必須要件 

 
（2）導入した機器・設備等の内容（仕様、数量、設置場所経費等）   □計画のとおり 

品 名 購入/リース 見積単価 台数 支払予定額 導入日 
①             円    台                 円 年 月 日 

②             円    台         円 年 月 日 

③             円    台           円 年 月 日 

 導入費用額                                         円 

 
 

 
 
 

（3）導入した機器・設備等の所要経費設置場所・利用人数    

導入予定事業所
名 

所在地 
対象労働
者数 

機器・設備
等の使用者
数 

当該業務に従事する労働者機器・設備等の使
用者の職務の範囲 

①            人     人  

②    人     人  

③  人     人  

 
 
 
 
（4）導入した機器・設備等の使用範囲と人数、選定基準    □計画のとおり 

○機器・設備等の使用者（適用対象労働者）  ：    人 
→ 選定基準（職種、職務内容、役職などにより限定する場合はその理由） 

 
 
 
 
（54）機器・設備等を使用した労働者の業務負担の軽減効果等（導入前に比較し、どのくらい効果があるのか記入すること）  
 
 
 
 
（65）その他   □計画のとおり 
 
 

□ 導入（調達）方法は、購入、リース契約、ライセンス契約及び既存の機

器・設備等の変更である及び既存機器・設備等の改良を対象とする。 

なお、リース契約及びライセンス契約による場合は、当初の契約期間が

1年未満であっても支障はないが、認定整備計画の初日から3 年以上継

続して契約する見込みがあることを要する。 

□ 導入費用は、一の導入にかかる費用（見積価格及び購入価格。消費税を含

む。以下同じ。）が10万円以上であるとする。 

リース契約及びライセンス契約に係る導入費用の算定については、当初の

リース契約期間の総契約額から１年間分のリース額を算出し、１年間分の

リース額に3を乗じたものを3年間で要する費用とみなし、当該費用を導

入費用とする。 

□ 以下次に該当する機器・設備等でないこと。 

a   通常の事業活動の維持のために用いられるもの（例：汎用事務機器、

ネットワーク環境整備の導入・更新等） 

b   業務用途のものか判断し難いもの（例：パソコン、タブレット、スマ

ートフォン、及びその周辺機器 

c   業務負担軽減に資する並びに特種用途自動車以外の自動車 

dc  不快感の軽減や快適化を目的としたもの（例：空調設備の導入・更

新、照明機器の交換等） 

ed   自宅など対象事業所以外の場所に設置するようなもの（例：テレワ

ーク用通信機器等） 

fe   法令等で義務づけられるものであって、当然整備すべきとされてい

るもの 

gf   社会通念上、助成対象とすることが適切でないもの 

□ 助成対象の機器・設備等（左記に該当しない機器・設備等）であっても、以

下次のものに該当しない該当するものは助成金の対象としない。 

a  事業主が私的な目的のために導入する機器・設備等 

b  事業主以外の名義の機器・設備等（リース契約のものを除く） 

c  商品として販売又は賃貸する目的で導入する機器・設備等 

d  現物出資された機器・設備等 

e  機器・設備等の原材料 

f  取得後に解約あるいは第三者に譲渡した機器・設備等 

g 国外で導入する機器・設備等 

h 支払いの事実が明確でない機器・設備等 

i   資本的・経済的関連性がある事業主間の取引により導入する機器・設

備等 

j  事業主と密接な関連性があると認められる相手との取引による機器・

設備等 

k  長期（３年以上）にわたり反復して更新することが見込まれないリー

ス契約等により貸借した機器・設備等労働局長が行う現地調査におい

て、その存在が確認できない機器・設備等 

l 他の助成金や補助金等の支給（支給申請中を含む。）に係る機器・設備

等 

l  m 労働局長が行う現地調査において、その存在が確認できない機器・

設備等反復して更新することが見込まれないリース契約等により貸借

した機器・設備等 

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

蛍光ペン (なし) 

書式変更: インデント : 最初の行 :  1 字

書式変更: 右揃え

書式変更: 右揃え

書式変更: 右揃え

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

取り消し線

書式変更: 両端揃え

書式変更: 中央揃え, インデント : 最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字

書式変更: 両端揃え

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

蛍光ペン (なし) 

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

蛍光ペン (なし) 

書式変更:  行頭文字または番号を削除, タブ位置:  3.21

字(なし) 

書式変更: 右揃え

書式変更:  行頭文字または番号を削除, タブ位置:  3.21

字(なし) 

書式変更: 右揃え

書式変更:  行頭文字または番号を削除, タブ位置:  3.21

字(なし) 

書式変更: 右揃え

書式を変更: 文字間隔広く /文字間隔狭く (なし) , 文字

の均等割り付け :  44 字

書式を変更: 文字間隔広く  2.9 pt, 文字の均等割り付け :

 44 字

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

フォントの色 : 赤, 取り消し線

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

取り消し線 (なし) , 蛍光ペン (なし) 



４
．
④
施
行
日

等 

導入した機器・設備等の導入日 
→    年   月   日 

 

 

 

 

  

書式変更: 左揃え

書式変更: 左揃え, インデント : 最初の行 :  0 字

書式変更: インデント : 左 :  3.7 mm, 右 :  3.7 mm

書式変更: インデント : 左  0.86 字, 右  1.73 字

書式変更: 右 :  6.4 mm

書式を変更: 蛍光ペン (なし) 



【様式第 a-6 号別紙 6（記入上の注意）】 

 
１．「①現状・課題」 欄 

・ 雇用環境整備の措置を行うに至ったった背景として、現状・課題を記入してください。 
・ 整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓✓を入れて付してください。 
 

２．「②導入区分」 欄 
・ 対象事業所に業務負担の軽減を図る機器が導入されていない状態から新たに導入する場合は「新規導入」に✓✔
を、既に業務負担を軽減する機器・設備等が導入されているが、より性能の高いものに変更する場合は「更新」に✓
✔を付して付してください。また、導入方法について、該当するものに✓✔を付してください。 

 
３．「③導入したする機器・設備等の概要等」制度の概要、制度が実施されるための合理的な条件等 欄 
（1）機器・設備等の導入に当たっての必須要件 

・ 機器・設備導入後の関係書類を全て確認し全ての項目が満たされている場合に、項目全てにの上、全ての項目に✔
✓を付して入れてください。 

 
（2）導入した機器・設備等の内容（導入方法、仕様、数量、設置場所経費等） 

・ 導入した機器・設備等の仕様、数量、設置場所経費等を具体的に記入してください。 
・ 整備計画時から変更がない場合は「計画のとおり」に✓✓を付して入れてください。 

 
（34）導入したする機器・設備等の設置場所・利用人数使用範囲と人数、選定基準 

・ 導入したする機器・設備等を使用する対象として選定した対象労働者の範囲のうち、実際に機器・設備等を使用し
た労働者の人数等について、対象事業所ごとにその人数を記入してください。   
また、「機器・設備等の使用者数」欄には、導入した機器・設備等を実際に使用した人数を記載してください。 
さらに、「機器・設備等の使用者の職務の範囲」欄には、導入した機器・設備等を実際に使用した労働者の職務の範

囲について記載してください。 
※ 対象労働者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。 
①次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する者であること。 
(ｲ) 期間の定めなく雇用されている者 
(ﾛ) 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上の定めなく雇用されている場合と同
等と認められる者（具体的には、雇い入れ時に一定の期間（1か月、6ヶ月など）を定めて雇用されていた労
働者が、その雇用期間が反復されることで、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又
は採用から1年を超える期間について、引き続き雇用されることが見込まれる者が該当する。ただし、更新
上限（通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限）のある者を除く。） 

②事業主に直接雇用される者であること。 
③雇用保険の被保険者（雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項
に規定する「日雇労働被保険者」を除く（以下「雇用保険被保険者（※）」という。）であること。 

       （※）雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれること
に留意が必要となります。なお、上記以外の雇用条件で事業主に直接雇用される雇用保険被保険者につい
ても、労働協約又は就業規則において機器・設備等の使用諸手当等制度の対象としても構いませんが、助
成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）の対象とはなりません。 

 
 
（54）機器・設備等を使用した対象労働者の業務負担の軽減効果等 

・ 機器・設備等の導入により、対象労働者が直接作業していた行為について、身体の業務負担の軽減がどの程度図ら
れ、その結果として、職場定着にどのような効果があったのかを具体的に記入してください。 

 
（65）その他 

・ その他特記事項があれば記入してください。 
・ 整備計画から変更がない場合は「計画のとおり」に✓✓を付して入れてください。 

 
４．「④施行日等」  欄 

・ 機器・設備を導入した日を記入してください。複数導入の場合であって導入日が複数日に及んでいるときは、全て
の機器・設備等の導入が完了した日を記入してください。 

 

５．記載欄が足りない場合、別紙（任意の様式）に記載してください。 

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

蛍光ペン (なし) 

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

取り消し線

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

蛍光ペン (なし) 

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

蛍光ペン (なし) 

書式変更: インデント : 左  2.5 字, 最初の行 :  1 字, 行間

:  固定値 11.3 pt, ハイフネーションなし, 禁則処理を行

わない, 句読点のぶら下げを行う, 日本語と英字の間隔

を自動調整しない, 日本語と数字の間隔を自動調整しな

い, 文字の配置 : 自動

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

蛍光ペン (なし) 

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝,

蛍光ペン (なし) 

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝

書式を変更: フォント : (英) ＭＳ 明朝, (日) ＭＳ 明朝

書式を変更: フォント : ＭＳ 明朝



（様式第a-6号別紙７）（2025.4改正）

対象労働者の情報について、青色のセルに記載してください。

日付は、YYYY/MM/DDの形式で入力してください。

雇用環境整備

賃金規定制度 諸手当等制度 人事評価制度 職場活性化制度 健康づくり制度 雇用環境整備

(例) 厚生　一郎 1234-567890-1 株式会社○○ ○ 接客・給仕の職業 ○ ○ 2025/08/15 601,800 631,800 5%

(例) 厚生　二郎 2345-678901-2 株式会社○○　□□支店 ○ 接客・給仕の職業 ○ ○ 2025/08/15 405,000 426,000 5%

(例) 厚生　三郎 3456-789012-3 株式会社○○　△△支店 × 2025/08/15 305,000 320,000 5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

④主に担当している職務（職種）
　（雇用環境整備の措置を行う場合

に限る）

対象労働者名簿

№ ①氏名 ②雇用保険被保険者番号
⑤雇用管理制度及び雇用環境整備

の措置の実施の有無

⑥雇用管理制度等区分

雇用管理制度③-1勤務事業所

⑦賃金要件の達成状況

（計　　枚中　　枚目）

（b）賃金引き上げ前３
か月分の「毎月決まって
支払われる賃金」の総額

（円）

（c）賃金引き上げ後３か
月分の「毎月決まって支
払われる賃金」の総額

（円）

賃上げ率
（cｰb）／
b×100

（a）賃金改定（引き上げ）
を行った日

③-2　③-1における対象
事業所の該当の有無



様式第 a-7号（20232025.4 改正） 

支給決定通知書 

 

   令和  年    月    日 

 

                         殿 

 

                                                            労働局長   

 

 

下記のとおり支給することに決定しましたので通知します。 

 

  記  

 

助成金支給決定番号  

助成金名 人材確保等支援助成金 

コース名 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 

申請年月日 年  月  日 

支給決定年月日 年  月  日 

事業所番号  

対象事業主 

／対象事業所 
 

支給決定金額 円 

振込先金融機関口座 

金融機関名 

預貯金種別       預貯金口座番号 

口座名義 

備考 

 

 

 

１．偽りその他不正行為により助成金の支給を受けた場合や支給すべき額を超えて助成金の支給を受

けた場合等は、支 

給した助成金の返還を求めます。 

２．支給した助成金について、事後的に調査を実施する場合があります。 

３．提出した関係書類の原本や写し等は、支給決定日の翌日から起算して５年間保存してください。 

４．支給した助成金は、政治資金規正法第 22 条の３第１項に定める寄附制限の例外（試験研究、調査

又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの）に該当するものとして判断しています。 

※寄附制限の例外に該当しない場合、当該助成金の支給決定通知を受けた日から１年間、政治活動に

関する寄附をすることができません。 

 

 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）支給決定通知書  

 

  年    月    日 

 

                      殿 

書式を変更: 文字間隔広く  0.05 pt, 文字の均等割
り付け :  41.05 字



 

                                                          労働局長   

 

  年  月  日付けをもって支給申請のあった人材確保等支援助成金（雇用管理制

度助成コース／目標達成助成）は、下記のとおり支給することと決定したので通知しま

す。 

 

                                     記 

 

１ 支給決定日及び支給決定番号 

 

      年    月    日 

第               号 

 

２ 支給決定内訳及び金額 

 

 

 

 

 

 

 

３  支給方法 

   金融機関口座への振込：希望された支払金融機関に振り込まれます。 

 

４  注意事項 

１．偽りその他の不正行為により助成金の支給を受けた場合や助成金の支給すべき額を

超えて助成金の支給を受けた場合等は、支給した助成金の返還を求めます。 

２．支給した助成金について、事後的に調査を実施する場合があります。 

３．提出した関係書類の原本や写し等は、支給決定日の翌日から起算して５年間保存し

てください。 

４．支給した助成金は、政治資金規正法第 22条の３第１項に定める寄附制限の例外（試

験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの）に該当するも

のとして判断しています。 

※寄附制限の例外に該当しない場合、当該助成金の支給決定通知を受けた日から１年間、

政治活動に関する寄附をすることができません。 

 

 支給決定金額
 

人材確保等支援助成金 
（雇用管理制度助成コース／目標達成助成） 

         円 



様式第 a-8号（20192025.4改正） 

 

不支給決定通知書 

 

 令和 年    月    日 

 

                      殿 

 

                                                              労働局長   

 

 

      下記のとおり不支給とすることに決定しましたので通知します。 

  

 

記 

 

助成金支給番号  

助成金名 人材確保等支援助成金 

コース名 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 

申請年月日 令和  年  月  日 

不支給決定年月日 令和  年  月  日 

事業所番号  

対象事業主 

／対象事業所 
 

不支給決定金額 円 

不支給決定理由 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）不支給決定通知書  

 

  年    月    日 

 

                      殿 

 



                                                              労働局長   

 

 

     年  月  日付けをもって支給申請のあった人材確保等支援助成金（雇用管理

制度助成コース／目標達成助成）は、下記のとおり不支給とすることを決定したので通知

します。 

  

 

記 

 

１ 不支給決定日及び不支給決定番号 

     年   月   日 

第            号 

 

２ 不支給決定金額 

 

 

 

 

 

 

 

３  理由 

 

 

 不支給の金額
 

人材確保等支援助成金 
（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）        円 



様式第 a-9 号（20232025.4 改正） 

支給決定取消及び返還通知書 

 

 

                  殿 

  

                                                                労働局長   

 

 

貴殿は、下記の理由に該当すると認められますので、令和  年  月  日付けで貴殿に対して行った支

給決定のうち、下記の金額に係る部分の支給決定を取り消し、期限までの返還を求めますので通知します。 

  

記 

 

助成金支給決定番号  

助成金名 人材確保等支援助成金 

コース名 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 

事業所番号  

対象事業主 

／対象事業所 
 

金 額 円 

理 由 

 

 

 

返還の期限 令和 年  月  日 

※注意事項  

（１）取消の事由が不正受給の場合は、助成金を受給した日の翌日から起算して返還を終了する日までの

期間において年３分の延滞金、当該返還金額の２割に相当する額が請求されます。  

  また、支給を取り消した日から起算して５年間、雇用関係助成金は支給されません（不正受給に係る  

請求金が納付されない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで不支給措置期間が延長さ  

れます。）。 

（２）取消の事由が不正受給の場合は、 

  ① 現在、申請を行っている雇用関係助成金は不支給となります。  

  ② 雇用関係助成金等を取り扱う関係機関に通知します。 

 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース／目標達成助成）支給決定取消及び返還通知書  

 



  年  月  日 

 

                  殿 

 

  

                                                                労働局長  印 

 

 

貴殿は、下記の理由に該当すると認められますので、  年  月  日付けで貴殿に対して行

った支給決定のうち、下記の金額に係る部分の支給決定を取り消し、期限までの返還を求めます

ので通知します。 

  

記 

 

１  返還金額                   金            円 

 

２  理  由 

 

３  返還の期限                      年   月   日 

 

 

※注意事項  

（１）取消の事由が不正受給の場合は、助成金を受給した日の翌日から起算して返還を終了

する日までの期間において年３分の延滞金、当該返還金額の２割に相当する額が請求されま

す。 

   また、支給を取り消した日から起算して５年間、雇用関係助成金は支給されません（不

正受給に係る請求金が納付されない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで不

支給措置期間が延長されます。）。 

（２）取消の事由が不正受給の場合は、 

  ① 現在、申請を行っている雇用関係助成金は不支給となります。 

  ② 雇用関係助成金等を取り扱う関係機関に通知します。 



様式第 a-11号（2023.45.4改正） 

不支給措置期間通知書 

 

 

    殿 

 

労働局長 

 

 

 貴殿の行為は不正受給に当たるため、雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号）第 120 条の

２又は第 139 条の４並びに支給要領の規定に基づき、下記の期間（当該期間を経過しても不正受給に

係る請求額を全額納付していない場合は、時効が完成している場合を除き納付した日まで）、雇用関

係助成金を支給しないこと、また、当該期間に申請が行われた助成金を支給しないこととしたので通

知します。 

 

 

記 

 

助成金名 人材確保等支援助成金 

コース名 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 

事業所番号  

対象事業主 

／対象事業所 

 

不支給措置期間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

 

） 

 

 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）不支給措置期間通知書 

 

年   月   日 

 

殿 

 

労働局長  印 

 

 

 貴殿の行為は不正受給に当たるため、雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号）第 120 条の

２又は第 139 条の４並びに支給要領の規定に基づき、下記の期間（当該期間を経過しても不正受給に

係る請求額を全額納付していない場合は、時効が完成している場合を除きそれを納付した日まで）雇

用関係助成金を支給しないこと、また、当該期間に申請が行われた助成金を支給しないこととしたの



で通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 事 業 所 名 

 

 

２ 不支給措置期間    年  月  日 から  年  月  日まで 



様式第 a-10号（20232025.4改正） 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）支給台帳 

労働局用 

 

 

 

 

  台  帳  番  号 
           

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 労働保険番号  ②雇用保険適用事業所番号  

③

申

請

者 

 

ａ 名   称  

ｂ 代表者の氏名  ④設立年月日   年  月    日 

ｃ  所  在  地 

 

〒                            

 

ｄ 電 話 番 号        － （        ） －   

⑤④ 導入する制度・

機器等 

Ａ □雇用管理制度 

□賃金規定制度 

□諸手当等制度 

   □諸手当制度 

（□通勤手当 □住居手当 □転居手当 □家族手当 □単身赴任

手当 

 □役職手当 □資格手当 □海外赴任手当 □地域手当 □出張

手当 

□その他（                       ） 

    □退職金制度 □賞与制度 

□人事評価研修制度 

  □階層別研修  □職種別研修  □その他（           職

場活性化制度） 

□メンター制度 □従業員調査（エンゲージメントサーベイ） 

□1on1ミーティング 

□健康づくり制度 

□定期健康診断（必須）  

□胃がん検診 □子宮がん検診 □肺がん検診 □乳がん検診 

□大腸がん検診 □歯周疾患検診 □骨粗鬆症検診 □腰痛健康診断 

□メンター制度 

□短時間正社員制度Ｂ□雇用環境整備 

 導入する機器・設備等の名称 

 （                               ）

  

⑥⑤ 雇用管理制度 

整備計画 

  の認定手続  

認定番号  

計画期間     年   月   日 ～   年   月   日 

労働局への申請年月日    年   月   日 

労働局の認定年月日    年   月   日 

⑦⑥ 雇用管理制度 

整備計画 

  の変更手続 

認定番号  

計画期間    年   月   日 ～   年   月   日 

労働局への申請年月    年   月   日 

書式変更: インデント : 最初の行 :  0 字

書式を変更: 取り消し線



労働局の認定年月日    年   月   日 

⑧ ⑦ 離 職 率  
計画時離職率 ％ 目標とする離職率の低下幅 ％ﾎﾟｲﾝﾄ 

評価時離職率 ％ 目標離職率 ％ 

⑨
⑧
支
給
額
額 

目
標
達
成
助
成 

支給（不支給）決定年月日 年    月    日 

支給（不支給）決定番号  

支給年月日 年    月    日 

支給額 

Ａ 雇用管理制度             円 

Ｂ 雇用環境整備             円 

計                    円 

⑩⑨その他助成

金 

人材確保等支援助成金（介護・保育労働者雇用管理制度助成コース） □有 □無 

人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コース） □有 □無 

人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース） □有 □無 

人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース） □有 □無 

人材確保等支援助成金（設備改善等支援コース） □有 □無 

人事評価改善等助成金 □有 □無 

人材確保等支援建設労働者確保育成助成金（雇用管理制度助成コース（建設分野））  □有 □無 

キャリアアップ助成金（コース名：        ） □有 □無 

その他（                    ） □有 □無 

⑪⑩備

考 

 

 

〈記入方法等〉 

 

１ 「台帳番号」欄は、労働局において、作成年度ごとに日付順を原則とする。（例、Ｒ

５７－１、Ｒ５７－２、Ｒ５７－３…） 

 

２ ③の申請者の「名称」及び「代表者の氏名」は、他の台帳と区別できる範囲で省略して

差し支えない。また、申請者の「所在地」は、事業主の主たる事業所の所在地とするが、

申請書の作成者等を便宜的に加えて記入して差し支えない。 

 

３ ⑤④の「導入する制度・機器等」欄には、雇用管理制度等整備計画において導入する

予定としている雇用管理制度及び雇用環境整備の措置に✓を入れ、計画の変更内容に応

じて適宜修正すること。 

 

書式変更: 中央揃え, インデント : 左 :  2 mm, 右
:  2 mm

書式を変更: 文字の均等割り付け :  26.61 字

書式を変更: 文字間隔広く /文字間隔狭く (なし) ,
文字の均等割り付け :  26.61 字

書式を変更: 文字間隔広く  2.1 pt, 文字の均等割り
付け :  26.61 字



４ ⑩⑨の「その他助成金」欄には、その他の助成金の活用の有無について記入すること。 

 

５ ⑪⑩の「備考」欄には、人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コ

ース）の支給手続において、認定内容等が変更された場合に当該変更理由等や不正受給

防止のために講じた措置や、その他の助成金の活用に係る経過等を記入する。 


